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○議長（野口 俊明君） おはようございます。

本日、残り７人の方の一般質問を行いますが、ひとつ会議規則にのっとって、頑張っ

て、遵守しながらお願いいたします。

ただいまの出席議員は１８人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は、昨日に引き続き、７人の議員の一般質問を行います。

⋞ ⋞

日程第１ 一般質問

○議長（野口 俊明君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

９番、吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。皆さん、おはようございます。

それでは、２日目の一番手を担わせていただきます。よろしくお願いします。

それでは、通告に従いまして２問質問いたします。

まず１問目は、各施策の成果の検証はというところで、町長に質問いたします。

平成２３年度決算資料が出され、各課とも主要施策の成果がまとめられております。

その成果をまとめるに当たって各事業の必要性、効率性、成果等の内部評価や検証はな

されていますか。

また、事業実施するに当たって、その目的や期待される効果がその課の職員に共有さ

れていますでしょうか。評価の過程に職員が積極的にかかわれる環境はつくられていま

すか。

また、内部評価を受けて、プランの再検討はなされていますでしょうか。
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以上の仕組みの中で、管理職会のあり方は各事業の成果の検証へとつながっているの

でしょうか、お尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） おはようございます。

２日目でございます、吉原議員のまず１つ目の質問であります各施策の成果の検証は

ということにつきまして、お答えをさせていただきたいと存じます。

まず、その成果をまとめるに当たって、各事業の必要性、効率性、成果などの内部評

価や検証がなされているのかということについてでございますが、事業の内容や規模、

そういったことによって、異なると考えますけれども、成果をまとめるに当たっては、

担当課、職員において、それぞれ評価や検証を行っているところでございます。

事業実施に当たって、その目的や期待される効果がその課の職員に共有をされている

のかということでございますが、評価の過程に職員が積極的にかかわる、あっ、また評

価の過程に職員が積極的にかかわる環境はつくられているのかということについてでご

ざいますが、事業実施に当たりましては、年度当初に私、町長の施政方針を念頭に、課

において、その年度に実施する事業につきまして打ち合わせを行ったり、また担当職員

につきましては、目標⋞成果シート、これを作成をして、その年度に各自が行う事業や、

そのまた内容や実施する目標、スケジュールなど、担当課の管理職であります課長と、

そして職員で確認する作業を行っておりまして、１０月には中間的に進捗状況の確認を

行い、年度末には１年間の成果と反省についての評価を同じく目標⋞成果シートを活用

して行っているところであります。

次に、内部評価を受けてプランの再検討を行っているかということでございますが、

継続的な事業につきましては、各課での予算編成、それに続く予算査定において、それ

ぞれ事業の必要性、効果など随時検証を行って、事業の改廃を含め、検討を行っている

ところであります。

管理職会のあり方は、各事業の成果の検証につながっているのかということでござい

ますが、管理職会では、監査委員さんからの指摘事項などにつきまして確認し、改善を

図るよう努めているところでもあります。また、管理職で構成をいたしますところのプ

ロジェクトチームにおいて、全体的な業務の効率化や組織の機構のあり方などについて

随時協議を行い、業務の改善に努めているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。先ほどの答えについてですけれども、質問させて

いただきます。

－４－



まず、担当課内で評価や検証を行っているというふうに書いてあります、考えておら

れるということですけれども、その評価の仕方ですけれども、評価、あの成果シートも

作成してるということですけども、それは担当職員が自分で作成をしてるということで

すか。それが一つと、またその場合、自分が評価するというと、なかなか、だれでもそ

うですけれども、やはり点数というのは難しいと思うんですね。その人その人の個人の

自分に対して厳しいか甘いかで違ってくると思います。ですので、課内で、課の中で、

その人の事業評価をほかの人がするのか、そういう仕組みがあるのか聞きたいと思いま

す。まずそのこと。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 詳しい内容について、担当の方から述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 目標⋞成果シートにつきましては、まず４月に、先ほど町

長の方で述べましたように、自分の仕事の重点的なものについて、その年度の目標をつ

くるようにしております。それにつきましては、１０月に進捗状況について課長と打ち

合わせをすると。それから、年度末になりますと、まず自分がどの程度できたかという

評価を作成しますが、それにつきまして課長の方に提出して、課長の方でその評価をし

てもらうというような形をとっております。課全体でそれについて評価をするというよ

うな形はまだとっておりませんけれども、管理職の方で進捗状況、それから効果等も考

えて評価をするというような形にしております。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。それでですね、その課の人たちがですね、同じ何

か事業をするときに共通認識を持つということがすごく大事でありまして、今の話です

と、担当職員と課長とのやりとりということになっております。その共通認識というの

は、町長からの、町長の町政に対する思いとか方針とか、それを受け継いで、その課長

が課長の課内でこう共通認識をするということになると思うんですけれども、そういう

ことがありますと、結局は、話がちょっと散らかりますけれども、ええ、町民さんがた

またま課に来られて担当の方がおられなくても、もしかしたらある２、３、４前の部署

の方がその担当職員の仕事をある程度理解していたら、とりあえず仕事を受け取ること、

あの聞くことはできると思います。それが全くおのおのになっていましたら、結局はわ

からないというところで、またもう一回来なくちゃいけない。その辺でまた町民さんと

の信頼関係はどうなのかということになります。結局は、ええ、今、役場というものも、

もう昔のように国とか県の言うことを聞いていればそれでいいという時代ではなくて、

自分たちがおのおの政策をつくりながら交付金の幅も広がってきています。その中で事
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業をやっていくわけで、そういう点からも、課の中の共通認識というのは必要じゃない

かと思いますが、それについて町長がお答え願いたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 共通認識ということについてでの御質問でございますけども、

担当職員は、それぞれ担当の業務を持って、御存じのように主査、副査がついたりしと

るところであります。私の大きな柱としての取り組み、それが担当課に入り、各職員の

一つの業務として進んでいくということであろうと思っております。共通認識というこ

とについての大きなとらまえ方、課としてのとらまえ方があると思いますけれども、そ

れをさらに細分化をしていく中での事業の実施、これは責任の問題もありますけれども、

やっぱり主査、副査という業務の分掌の中で実施をしていくものというぐあいに考えて

おるところであります。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） それでは、例えですけれども、１つの事業を見てみたい

と思います。これは通告しておりませんので、課長には説明は求めませんので、町長が

お答え願ったらそれでいいです。というのは、例えばですね、私、何回もこれまで議場

で質問してまいりましたファンクラブの件ですけれども、例えばです。事業的には１５

０何万の事業です、１年間ではですね。ただ、発足当時、平成１７年から始まっていま

す。そして、２３年度まで、１、２、３、４、５、６、７回あります。で人数がですね、

当時２０５人、今１７４人、昨年は１６８人で、０００円会費に落として、０００

円から０００円会費にして、その効果があったのか、１７４人ということになってい

ます。そして、ファンクラブの交流会は、大阪６９人、１回目、２回目３８人、東京、

１回目６９人、２回目２１人のような統計が出ています。これもですね、町長は１回目

は私と、また町長も議員のとき、一緒に行きました。そして、千里中央でナシを売った

りもしました。そのときに、こういうふうに人数がその当時から変遷しているというこ

とは町長は御存じでしょうか。

小さい事業と言われたら、そうかわかりませんけれども、小さいこともおろそかにし

てはいけないと思っています。ファンクラブの目的は、成果はですね、この決算審査資

料に確かに書いてあります。広報紙を送付する際にあの情報、パンフレットを工夫しと

か、ファンクラブ交流会を開いた。で大山町を近くに感じてもらうことができた。大山

町の食材を生かした料理を味わってもらいながら、会員相互の親睦を深めたというとこ

ろで、この事業のお金が使われているということですが、ファンクラブの目的と理念、

そして今ファンクラブはですね、町長は、よく私に対する答弁のときに同窓会が中心だ

と言われました。けれども、ファンクラブの３チャンネルのテロップを見ますと、大山

を愛する人もどうぞというふうにいつも書いてあります。そして、私は、大山町に関係
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のない方を５人ぐらい入ってもらいました。その辺についてですね、この今やっている

こととその理念が合致するのか。その辺についても、この決算審査の成果が書いてあり

ます。その辺で町長の考えを聞きたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ファンクラブの推移ということにつきましては、多分同じ資料

を持っておられると思いますので、そのとおりであります。私も、その内容について状

況を見ているところであります。先ほど吉原議員の方から、かねてから同窓会的なもの

だという御発言がありましたけども、多分その当時の段階の中で、スタートが発足当時

のこの大山ファンクラブの会員の皆さんが中山のファンクラブの関係、そしてから旧の

名和のファンクラブの関係が主力でこれがなされているので、そういった話をさせてい

ただいたのかなと思っておるところであります。

ただ、昨年、御存じだと思いますけども、名和の方の、旧名和町の方でのファンクラ

ブのメンバーの会が解散をされました。大山ファンクラブという形のものがこうできて

きておるので、そういった旧式のものは解散をしようやということで解散をされた経過

が実はございます。この秋に出かけるときには、そういった旧の組織体制がない中での

ファンクラブの交流会ということになってるところであります。

そういった状況を踏まえながら、単に旧といいますか、いわゆる大山町の方だけでは

なくって、大山町にゆかりのある方々、企業の方もあると思いますけれども、そういっ

た方も踏まえて入っていただければいいなというとらえ方でおるところであります。

先日も鳥取県主催の関西でのファンクラブの会がありました。大山町出身の方も来て

おられますし、企業の方も来ておられました。そういった方々に一緒に大山町、今度あ

りますので、御出席くださいという御案内もさせていただいたりしてるところでありま

す。そういった広がりを今後もっと展開をしていくということは非常に重要であるとい

うぐあいに考えておるところであります。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） ファンクラブのあの質問をしたわけではありませんが、

あの事例として言わせていただいたわけですけれども、これがですね、何年もずっと同

じ形で、同じように行われています。それを批判するというのではなくって、こういう

ことの事業について、あの、さまざま管理職会で、例えばです、例えば、あの、大山町

として外に向かっている事業の中で、こういう、細かいことかもわかりませんが、こう

いうことでも同じことですね、ファンクラブの人数が広がらないということは。例えば

この議場におられる人が一人でもファンクラブ、その気持ちになってもらって入ったら、

５０人でもふえるかもわかりません。そして、その管理職会の中で、このような方法が

いいのかどうかという話もできるかもわかりません。
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それはですね、やはり対外的な面でファンクラブというのは小さいことかもわかりま

せんが、ある意味では大山町を売り出すという、大きい山と書いて大山という事業で

０００万以上使っていますけれども、それにもつながる大事な事業かと思います。です

ので、みんなで考えるというか、管理職会全体で１つの事業でもおろそかにせずにこう

意見を出し合って、そして成果を考えてみるということが大事ではないかと思って今出

したわけです。そしたら、ずっと同じことを毎年繰り返すということはないような気が

いたしますが。そして、そのファンクラブもですね、１、成果と検証ということで、も

し検証がなされておられますれば、ファンクラブの交流会に来られた方に大山町の提言

をしてもらうとか、そういうことも書いてあります。実際にそういう提言があって、ど

こかで話されたか、持って帰って大山町の事業に生かされたか、そういうことがあった

のか。

例えばきょうの新聞で、たまたま岩手県の出身の三井住友銀行の相談役であります方

が、故郷の岩手県の県人会と在郷経済人の仲間という会合に出られて、いろいろと提案

されております。自立へのブランド戦略とか人口減少、少子高齢化に苦しむ中の医療⋞

予防⋞介護を一体運営する効率的な仕組みというのは、小さいからできるのではないか

という提言をされておられます。そういうことに、ファンクラブの交流会がそういう提

言をいただく場になれば、また、また一層成果が上がるのではないかと思います。で、

そういう、私も１回出ましたけれども、食事をいただいて、お酒を飲んで、そしてまた

ふるさとの話はとてもいいことだと思います。その中でも、せめてこう、経済人も来ら

れますし、ごく一般の大山町を愛する方も来られると思います。そんな中で提言をいた

だいて、それが生かされたことがあるのか。それは、もし記憶になければ仕方がありま

せんが、町長、お答えください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 提言ということについて私が伺ったことと、あるいは担当課で

伺っておることがあろうと思いますので、担当課の方からも答えさせていただきますが、

まずこのファンクラブの交流会、まあ例えということでお話をしておられますけども、

おろそかにしているのではないかと、せずにという御発言がございました。おろそかに

している考え方は毛頭持っておりません。大切な事業だと思っております。それから、

この事業自体も小さいものとしてとらえておりません。それは、大山にゆかりのある方、

あるいは大山に本当に思いを持っていただく方、あるいは事業者の方、そういった方が

集われる場であると思いますし、そういう場にしていかなければならないと思っており

ます。

提言という言葉、提言というお話がございました。大阪の方でのファンクラブの会に

も地元出身の方で事業展開しておられる方が出席をしておられます。いろいろなお話を

します。大山町に取り組んでいく、取り組み、事業の話があります。大山の活性化の話
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もあります。そうしたことに一緒になって汗をかいて取り組んでいくということについ

てもあります。それは大山のスキー場の関係であり、また温泉の関係であり、誘致企業

の方々の思い、提言であります。私の時代ではないと思いますけれども、インターネッ

トの開設等においても、そういった方々からの特に情報通信の早急な整備の提案等々も

あったと私は感じておるところであります。

あわせて、ここに出席をされます方々にふるさと納税のお願い、お話もさせていただ

いております。２２年、２３年、金額が飛躍的に伸びている場面があります。すべてで

はございませんけれども、そうした方々への働きかけ、お願いを通じて、こういった金

額、額につながっていると私は思っておりまして、非常に大山町内にいる者にとって、

大阪であり、あるいは東京であり、活躍しておられます皆さんとのつながりは非常に大

切なものと思いますし、やはり人とのつながり、それは形には見えませんけれども、あ

る場面、ある局面、ある出会い、そこから展開していくものは非常に多いものだと思っ

ておりますので、私は、人とのつながりというものについての交流事業は今後も重視を

していきたいと考えております。

○議員（９番 吉原美智恵君） 課長の答弁はいいです。通告しておりませんので、結構

ですので。

議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。例えばの例でした。おろそかというわけではなく

て、いつも、ずっと同じ検証がなされているのかということと、それから効果と検証に

ついて同じ、ずっとあの、ただ会員についてはパンフレットを送ったり議会だよりを送

ったり、まあそれもいいでしょうけど、そのことをずっと続けている、同じことを続け

ていることが本当にずっと検証されていることになるのかということを疑問を呈したわ

けでありますが。

続きましてですね、それについて今、これから予算の策定も始まることであります。

結局そのいろいろな事業が成果と検証がきちんとなされてこそ、予算編成もまたできて

いくのではないかと思います。その予算編成の仕方についてもですね、どのように行わ

れているのか聞きたいですけども、ただ課長が行ってその、課長と、あと町長とその総

務課長ですか、振り分けるところとの対面で決まっていくのでしょうか。やはり政策戦

略会議というものがあって、いろいろな事業の成果と検証をしながら、来年、どの事業

が大事で、そして町長がどのような思いで予算を組んでいくのかという、そういう課長

全体の共通認識がないと、やはり自分のところの予算が来た、できたできなかっただけ

では、大山町としては特色も出ないし、そしてまた課長全体の営業会議みたいなもんで、

そういうことがきちんと風通しよく意見を出し合いながら事業について検証ができれば、

やはり効率的なという、行財政改革につながる効率的で効果のある予算ができるんじゃ

ないかと思います。その辺の予算の編成会議については、どうでしょうか。
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○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） まず、お答えさせていただく前に、まあ同じ事業の繰り返しと

いうことについての先ほど御発言がございました。同じ事業あるいはやってることの繰

り返し、継続、これは私は必要なことだと思っております。ただ、その中でマンネリ化

したものがあるならば、それはやはりその時代に合ったものに変えていかなければなら

ないと思いますし、必要なもの、必要な取り組みは、やはり同じことであれ続けていく、

継続するということの意味も私はあると思っております。いずれにしても、検証する中

での次の具体的な取り組みということであると思っております。

予算編成会議ということでございます。担当の方から述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） ただいま予算編成会議ということで御質問をいただきまし

たけれども、予算の作成につきましては、予算作成のですね、方針を示しまして、各課

の方から基本的には積み上げで上がってきたものを総務課長査定、それから副町長、町

長査定というような形で詰めてまいります。大きな事業、政策的な事業になりますと、

町長の方から指示があり、各課の方でそれを詰めていくというような形になると思いま

すけれども、全体で集まって予算編成会議というような改まった形ではやっておりませ

ん。管理職会議等で、ことし、次年度の予算編成の方針等を確認するというような作業

はしてると思いますけれども、各課の事業について、ここ管理職で集まり、協議をする

というような形はやっておりません。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。予算編成とともに、管理職会のあり方に行くわけ

ですけれども、例えば昨年ですね、恵みの里構想に基づいてのサッカー場のことであれ、

また交通会議で新しい公共交通のあり方が決まりましたけれども、そのときですね、そ

ういうことは課長会議というか、その中できちんと本当に皆さんが理解していたのだろ

うか。恵みの里計画、皆さんが本当に周知されて、その事業について、例えば町民の皆

さんに聞かれたときに、本当に答えられたのだろうか。でも、本当はそういうことが大

事であって、町長一人、また副町長、総務課長で何にも全部、何ていうの、受け入れら

れるわけもありませんし、やはり町長の分身が今の課長、管理職の方々だと思うんです。

ですので、その中できちんと共通に理解し、共通の方向を向くようにされていたら、

町民さんから、また各出会われたときにでも、私たち議員もそうですけれども、これは

どうなって、どうなってるんだというときに、さあ、わからんじゃいけないと思うんで

すね。自分の担当じゃないからということでなくて、やはりそういう課長会議を風通し

よく意見が出し合えるところにして、また理解するところにされて、そして予算に、編
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成についても、いろいろと意見、大きいものだとかは意見を聞きながら、やはり知恵を

出し合いながら、まあ町長の方針も出していくと。そういうふうな形にされると、町民

とのまた連絡もうまくいくんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員より、まさにそのように私も考えておりますし、就任

をさせていただいてから、そういった考え方を持って取り組みを進めております。特に

恵みの里計画ということについてのお話がございましたけれども、山香荘の問題であり、

あるいは公共交通の関係のことであり、管理職会が月１回ございます。以前には各課そ

れぞれの事業等々についての取り組み、かなり絞ったものの話し合いであったように感

じておる、聞いたりしておるところですけれども、やはり各課で取り組んでおります状

況、そういったものを各課だけで所有するのではなくって、全体で把握をしていく、あ

るいは進捗状況を把握をする。山香荘のことであれば、今こういう状況にある、そうい

ったことを管理職会でまず示していかなければならないということを課長に指示をし、

暫時今、各課から行っている状況、大きな提案があればそれはそれですし、日常の業務

の中で主力的なことがあればそれを紹介する。そうした形での管理職会に今なってきて

おります。

もちろんその中で、私の方から指示を出したり、あるいは尋ねたりとする場面もあり

ますし、職員間同士でもその進めていく事業等について、これはどういうことだかいな

と、あるいはこういうぐあいにしたらどうだろうかというような意見交換の場も、かな

りふえてきているというぐあいに私は思っております。当初、非常に管理職の皆さんの

意見交換、発言、非常に少ないなというぐあいに、就任した当時は感じておったところ

でありますけれども、今は本当にフリーに発言をしていただくような環境に、空気にな

ってきているのではないかなと思っております。吉原議員の御提言といいますか、その

御指摘は非常に大切だと思いますし、私もその思いで今進めているということで答えに

かえさせていただきたいと思います。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 最後に、この項目の最後にですね、来年度予算編成につ

いてですけれども、例えば県がですね、政策戦略会議というものを設けて、１回目もう

行われています。県だろうと町であろうと同じことだと思うんですけれども、その中に

ですね、やはり各部局長が参加されて、議論のたたき台として何か１つぼんと町長の方

針を出す。来年度はこれをするんだ、これを中心、これに力を入れるんだ、きのうのお

話では観光立町だとかって言っておられましたけれども、そのことをまず方針を上げて、

あとそれについて１０個のテーマが示され、今後、部局で検討を進めるということにな

っています。そういうやっぱり政策戦略会議というものも必要ではないかと思います。
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そして、きちんと皆さんが理解する、管理職が。こういう管理職の方が理解されて、課

に持って帰って、課の職員もその課長からそういう町長の意図とテーマと戦略を理解し

て、やはりそれについて一緒に向かっていく、そういう取り組みが必要ではないかと思

いますが、最後に聞きたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員より建設的なお話をいただいております。政策戦略会

議という具体的な事象のものは持っておりませんけれども、先ほど来からお話しいただ

いておりますように、私の大きな柱として施策の展開、そういったものについて、もち

ろんこれに準ずるような形での取り組みをしております。例えば地下水の保全条例の関

係につきましても、いろいろな動きがあります。もちろんこれは企画情報課だけではあ

りません。水道課であったり建設課であったり農林水産課であったり総務課であったり、

いろいろな関係とまたがるところであります。あるいは場合によっては弁護士さんの方

にも出かけていくというような場面もあったりしております。そうした大きなテーマを

掲げて連携をするチームをつくって、そこからいろいろなこの実施案件につなげていく

と。公共交通スマイル大山号の関係についてもそうでありますし、また緊急災害であり

ました、まあ台風災害あるいは豪雪の災害等々についても、緊急の場合、そういった関

係するものに集合をかけ、チームをつくり、目的を達成するための工程表あるいはスケ

ジュールを詰めながら進めていくところであります。主にそういった場合の担当部署は

どこということも、そのときに詰めながら展開してるというのが現状であります。

大切な御指摘であります。そういったことについても、これからもしっかりと取り組

みを進めてまいりたいと思いますし、先ほど職員からの提案というふうな話もございま

した。私が進めていくというとらえ方もありますけれども、やはりきのうの一般質問の

中でも職員の提案についてのお話がありましたけども、課の中から職員の提案がある、

それは課長が本当にこれは大切な、すばらしい提案だということであれば、当然課長が

それを受けて上げてくる。その場合は、課の中でも協議をされることだと思っておりま

す。さらにその提案が大きなことであれば、各課連携をとって、私が主導しながらその

提案を実施をしていくという道筋、これは先ほど述べた道筋と同じだろうと思っており

ます。

吉原議員の御提案を、御提言を再確認しながら、今後の施策の充実に努めてまいりた

いと思います。ありがとうございます。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 次に行きます。大山町の文化財保護行政を問うというと

ころで、教育委員長に質問いたします。

国の史跡指定で、指定を目指して大山僧坊跡等保存活用事業、所子伝統的建造物群保
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存対策調査事業が継続されていますが、その成果と検証はどうでしょうか。

また、古事記にゆかりのある神社や歴史的に価値ある寺をツーリズムに生かしていく

には、どのように観光商工課と連携していくのか、お尋ねします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） おはようございます。きょうもよろしくお願いいたしま

す。

大山町の文化財保護行政を問うということで、ただいまの吉原議員さんの御質問、初

めに、大山僧坊跡などの保存活用事業、所子伝統的建造物群保存対策調査事業の成果と

検証はとの御質問につきまして、お答えをさせていただきます。

御質問をいただきましたとおり、教育委員会では現在、国の重要文化財の大神山神社

奥宮⋞大山寺の阿弥陀堂周辺に広がるおよそ６０万平方メートルをエリアとする大山僧

坊跡などの国の史跡指定と、それから所子集落の、これはおよそ２６万平方メートルを

エリアとした重要伝統的建造物群の保存地区の選定というのを目指して、この数年来ず

っとさまざまな事業を進めております。両事業とも調査などを経ましてから、土地また

は建物にかかわる指定、選定について、各方面の同意をいただくことによって初めて国

への申請が可能となるもので、これまで数年にわたり、地元の皆さんの御協力などによ

り調査を進め、県はもとより文化庁等との協議を重ねて今に至って、現在がまさにその

同意を得るための作業段階というものを迎えていると、そういう状況にございます。

この取り組みで重要なのは、国の指定あるいは選定を受けることが最終目標ではなく

て、むしろ入り口でありまして、これから地域の宝、町民を初め国民の財産として保護

し、伝えていくために、その後に長い年月をかけて、いろんな整備や調査等を行われ、

それが将来的に実を結ぶという継続が前提の、まあある意味非常に地道な息の長い事業

であるということでございます。ですから、現在の時点での成果としては、調査によっ

て、やっぱり保護し、伝えるべき価値の高いものであるという学術的な位置づけをする

ことができたこと、そしてそれを皆さん方に提示できるようになったということかとい

うふうに考えております。

次に、検証についてですが、大山僧坊跡では、非常に長い歴史を誇りながら残存の資

料が極めて少ない大山の僧坊跡群につきまして、詳細がわからなかった中世紀、室町時

代の僧坊の状況あるいは全体的な広がりの範囲を確認することができました。そして、

発掘調査によって、そこで営まれ、繁栄をしていた時期、当時の経済力、僧坊での日常、

また当時の大規模な造成工事の様子など、想定をはるかに超える濃い情報を得ることが

できたことがそのまま検証と言えるのではないかというふうに考えております。

所子集落の町並み保存につきましては、所子の歴史とか町並みの変遷、伝えられてき

ました民俗などの調査の上で、伯耆地方大山北ろくでの非常に定型的な、そして歴史的

－１３－



特異性を備えた町並みが伝えられている非常にまれな農村集落であるということをまと

め上げることができたということが上げられるかと思います。ちょうど先日、１６日夜

には、江面岡山理科大学教授にもまた同席をしていただきまして、住民の皆さんへの詳

細な説明を行いました。これを１１月ごろまで集中的に行うことによって、この取り組

みの大きな前進を図りたいというふうに考えているところです。

次に、古事記にゆかりのある神社や歴史的に価値ある寺をツーリズムにどう生かして

いくか、どのように観光商工課と連携していくのかとの御質問につきまして、お答えを

させていただきます。

ツーリズムにつきましては、まあこの地の歴史や文化のもとではぐくまれ、伝えられ

てきました歴史文化遺産、自然環境、まあ地域の産業や特産品など、大山町の持つ固有

の財産とか魅力を地域の皆さんと共有をして誇りに思い、それをしっかり発信していく

ことが重要であるというふうに認識をいたしております。郷土の歴史とか文化というの

は、まさにその中心でありまして、非常に大切な活用資源であると思っておりますし、

その歴史的価値が認められる社寺仏閣などは大変貴重なもので、所有者や管理者の皆さ

んの御理解を得ながら、その活用を図っていく必要性というのも感じております。

文化財行政というのと観光行政というのは、地域資源の価値や魅力の発信とその活用

という部分で大変共通をしているというふうに思っております。文化財行政では、指定

文化財の公開活用がどうしても中心になりますが、まだ未指定の文化財につきましても、

また調査を行っておりまして、その蓄積もありますし、一部はこれまでも大山学や公民

館講座の場を使って公開をしたり、また活用も図っているところでございます。

観光商工課の郷土資源の発信につきましては、これまでも個々の内容にかかわる部分

について、その都度求めに応じて文化財行政が持っている情報の提供というものを行っ

ておりまして、そういう連携はいろいろとしてきております。ことしは、ちょうど古事

記が編さんされて１３００年ということで、大山町にも古事記にまつわるいろんな神社

や史跡というのがこうあちこちに点在をしておりますが、御質問のありました古事記ゆ

かりの神社などをツーリズムでどう生かすのか、これは地域資源の魅力をどう発信して、

そこにいかにしてお客様に来ていただくかということかというふうに思いますが、これ

についてはやはり観光ベースでの発信が基軸になりますので、その内容については、さ

らなる情報提供をしたり、共同での発信を進めていったりということで連携を強化して

まいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） はい。御丁寧な説明ありがとうございました。確かに文

化財行政というのは、観光行政となかなかこれまでは独立というか、お互いに専門的分

野でやっていたと思います。それでも、求めに応じて情報提供してるということですけ

れども、国史跡は観光が目的ではないようなことをおっしゃられました。確かにそうは
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あっても、今、世界遺産であれだけ三朝なんかでも一生懸命やられるというのは、結局

人が来られて観光に生かされるから、一生懸命運動したりしてるわけですね。ですので、

いつまでもそういう感じではないと思うんですけれども。

その中で、史跡指定に向けた取り組みの経過をひもといてみますと、僧坊跡は平成１

２年８月から始まってるんですね。そして、大山寺周辺の観光を考える集いという西部

県民局の提案から始まっておりまして、またその辺が片山知事の助言とか、そういうと

ころで、町自身が独自にというわけではなかったわけですけれども、結局せっかく僧坊

跡がもしかきちんと手入れされたら、私の記憶によりますと、日本一になるんじゃない

かと、僧坊跡が、そういう話も聞きました。

そしてですね、議会だよりの古い話になりますが、２００６年、平成１８年の議会だ

よりにですね、僧坊跡について私が尋ねております。そしたら、２０年度までに、めど

に国史跡を目指すとかと書いてありました、その当時ですけれども。という感じで、そ

う考えてみますと、かなりの年数がたってしまいまして、そしてまた大山学で大山寺周

辺と寂静山の方を歩いたことがありました。そのときにガイドをされる先生が僧坊跡が

この辺にあったはずだというところで、上がってみました。そしたら、強者どもが夢の

跡みたいな、夏草やというところがありますけれども、草ぼうぼうで、どこが僧坊跡か

わからない状況でありましたので、まあ余り構えないのかわかりませんが、文化財とい

うものは。ただ、本当にあれだけ中世のトイレが出たということで大騒ぎして、全国紙

にも載りまして、たくさんの方がいらっしゃいました。で、私も行きました。今見る影

もない草ぼうぼうの姿とで、ちょっとびっくりして、どうなってるのかなというのもあ

りまして質問したわけですけれども、せめてここに僧坊跡がありましたよぐらいがあっ

てもいいし、また今年度、僧坊跡には３１８万０００円の決算が出ております。資料

を詳細にしたりはいいんですけれども、遺跡から出た出土品などもありましたよね。そ

れどこに行ったのかなと。たしか細目茶わんとか貴重な展示ができると思うんですけど

も、そのことも生かしてもらったりして、どこか公民館で展示してあるのかな、生かし

てもらったりして、そしてその観光と文化財、大山文化財がマッチするのが大山町の特

色であってですね、いろんなツーリズムがあります。で、そういうところはどうなのか、

聞きたいと思います。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきまして、教育長の方よりお答え

いたしますが、初めに一言、私も僧坊跡のちょうど発掘をなさってたときに行かせてい

ただきました。本当に落ち葉が敷き詰められた中で、たくさんの発掘をしてくださる人

たちがいる中で、トイレの跡などについても、ここでたくさんの人たちが、僧坊、僧兵

の方たちがここで、こんな文化があったんだということで非常に感動しました。これを

本当に大切にしながら、本当に妻木晩田も、初めは何もない丘の上で夕日を見ながら、
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ここにたくさんの韓国の方からいろんなここ文化が伝わってきたんだな、ここで人が営

まれたん、文化が営まれたんだなという感動を持ったんですけれども、やはりそういう

ものがあそこのところで何とかしてつくっていけないのかということは私も個人的には

思っております。ごめんなさい、長くなりました。教育長よりお答えします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 文化財に非常に応援していただいて、非常にありがたいと思

っております。やっぱり歴史てっていうのはつくってはいけません。やっぱりこれから

すべてのことが、やっぱり歴史あるいは自然てっていうのは、教育委員会は基本的に守

るという立場でございますけれども、公開して活用していくというのも、もう一面ござ

います。で、今さっきのあの三百何十万というような話がありましたけれども、それは

今たくさん出ました。そういった武具とか鉄のもんだとか、それを保存処理をする、東

大寺の文化財の研究所に委託して保存処理をするための費用でございます。

それから、まず一番大きなのは、ここにございますように、大山寺場合は見ていただ

いたと思いますけれども、中世の僧坊の跡てっていうのが初めて人々の目に触れたとい

うことだろうと思っております。ぜひいい形で大山の僧坊のことにつきましては今後も

保存処理を当然しながら、公開に備えながら、やっていきたいと思っております。以上

です。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、９番。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） そうですね。保存の方がまずは先かと思いますが、なぜ

観光商工課と連携をと言ったかと申しますと、古事記１３００年ももう半分以上過ぎま

したけれども、半分以上。唐王神社もこの間行ってきましたけど、そのままでしたけれ

ども。実際にですね、連携したがいいというのは、何かにつけて観光は観光で、観光の

立場でするわけですから、多分この僧坊跡がかなり年数がたったのは、途中で、途中で

ですね、観光の方で大山の観光の事業が始まった。温泉発掘とか、そういう何か街なみ

環境整備とか、そういうところの絡みもあったのではないかと思いますので、どちらを

優先するのかわかりませんが、やはり町の姿勢として、きのうは町長は僧坊跡のことを

言われましたけれども、やっていくんだと。でも、それは相反してるんですね、今の状

況としては。大山寺を街なみ整備をしてこう何とかパークをつくったりすることは、ま

た僧坊跡の発掘には余り文化庁は喜ばないという、そういう相せめぎ合いがありますの

で、やはり連携をとっていただきたいと思ってるわけです。

それから、あと所子伝統建もそうですけれども、所子伝統建については住民の皆さん

の７０％以上の同意が要るというところで、それでも頑張っておられると思います。し

かしですね、活用していくには、やっぱり観光商工課と連携しなければいけない。で、

また、その国指定がなくても、今の門脇家も重要な文化財でありまして、そこに来られ
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る方について観光案内するボランティアなどが本当にきちんとあるのか。また、そのボ

ランティアガイドですけれども、国際ツーリズム大会ということで、来年というところ

で、観光局、大山観光局の方は二種免許を取るということで、旅行業の。小さい大山町

の中の史跡を回るんだと。そういう方針で頑張るということでした。となるとですね、

その史跡についての案内、また説明、きちんとした説明ができる人、ボランティアガイ

ドの方に実際に回ってもらったことがありますけれども、得意、不得意なところがあっ

たりします。ですので、そういうきちんとしたボランティアガイドに対する資料などの

提供とか、そういうところでやはり部局は違っても、課長同士が話をするという、そう

いう機会は要るのではないかと思っています。積極的な取り組みといいますか、文化財

だから守るだけでいいとか、そういうことではなくてですね、それが必要だと思うんで

す。

結局どれだけの価値があるかとか、やっぱり伝承と言われますけれども、何回も言い

ますけど、スセリヒメという名前が出てくる祭神は、ほかに日本全国ありません。あり

ません。逆に小野小町の墓とか、そういうのはたくさんあちこちにあります。ですので、

せっかくそういうのを生かさないけんかったんですけど、過去形になってしまっちゃい

けませんが、そういうところで、ボランティアガイドの説明に対してもですけれども、

きちんと作文をされて、今２人しかおられませんが、そこの文化財の関係の職員はです

ね、大変だと思うんですけども、そういうところで、きちんと発信してもらって、観光

商工課と連携をとっていただきたいと思うわけです。いかがでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては、教育長よりお答えし

ます。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 最初にですね、大山僧坊と所子の伝統的建造物群があります

けれども、今、この前、委員長が答弁いたしましたとおり、１６日に私も行ってまいり

ました。５０名近い所子の皆さんが８時から１０時１５分までお話し合いをしましたし、

聞いてもいただきました。今のところ所子の重要的建造物群を教育委員会としては最初

に順位をつけるとすると、文化庁におられた江面先生も文化庁の皆さんとも含めて、そ

っちを先にしようと思っております。

当然観光商工課とという活用の面でですね、今までも協力してまいりましたし、これ

からも協力していこうと思っております。やっぱりいいガイドさんをつくるてっていう

のは、ある面では教育委員会の一つの仕事なのかなという気がしております。で、平等

院の鳳凰堂の、平泉なんかも一緒のことですけれども、あの人たちも有償のボランティ

アです。やっぱりボランティアガイドでただてっていうのは、やっぱりその技術の向上
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とか、そういうことにはなかなかなっていかないではないかなという気がしております。

で、私は、ぜひこういった大山僧坊にしても所子にしても、ある面で金を取るてってい

いますか、そういった形でのボランティアのガイドの養成てっていうのを目指していき

たいというふうに思ってます。

○議員（９番 吉原美智恵君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで９番、吉原議員の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１０時４０分といたします。休

憩します。

午前１０時２８分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（野口 俊明君） 一般質問を再開いたします。

次、５番、野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） はい。５番、野口昌作でございます。２問について質問

いたします。

最初に、全国学力テストの結果と、その生かし方を問うということで質問させていた

だきます。

私がこの全国学力テストについての一般質問を行うに至った思いを述べさせていただ

きますが、実は先々月の７月の６日、議会で行政視察が行われました。場所は秋田県の

大仙市でございます。大仙市といいますとですね、大曲市、その他７町村で合併して大

仙、ここの仙という字がにんべんのある仙人の「仙」という字の大仙市でございました

が、ここの視察に行きました。秋田県はですね、全国学力テストの成績が優秀で、学力

が高い県として有名でございます。どこに行っても取り組みが立派でございます。ここ

での取り組みをですね、大仙市での取り組みの話を聞きまして、その後で我が町の山根

教育長さんの話を聞きました、個人的ではございましたが。

教育長さんの、山根教育長さんの話では、学校が荒れたり、それからクラスが荒れた

り、また勉強の邪魔をする児童生徒がいるクラス、クラスによっては落ちついて勉強を

しないクラスなど、勉強が力が入らないなどがあったりすれば、成績が下がると。これ

を直して、学校生活を正常にし、勉強ができる環境に持っていけば、生活も、あ、成績

も上がってくるものだと、まあ当然だと思いますけれども。とにかく成績は正常な学校

生活、学習意欲によってあらわれてくるんだと。いろいろ周囲の環境が整って、最後に

成績となって、学力の成績となってあらわれてくるもんだということを私に力説で教え

ていただきました。私は、立派な教育観を持たれた教育長さんだなということで、我が

町の教育長さんを本当に見直してですね、力強い感じがしたわけでございます。

学校の環境が整って、最後に成績となってあらわれるということは、成績を比較して
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みれば学校の様子がわかると。学校が正常か問題を抱えているか、成績が教えてくれる

と、テストの成績が教えてくれることになるというぐあいに思ったわけでございまして、

学年の全員の平均……あの、全国学力テストは学年全員の平均点ですから、成績のよい

学校は多方面で充実している学校、成績の悪い学校は、学校生活、学校、突き詰めれば

学校環境、教師、校長、教育委員会に問題がある学校ということになるというぐあいに

思ったわけでございます。

そういう中でですね、８月９日に、４月１７日に行われた全国学力テストの成績が新

聞に発表されました。鳥取県は全国と比較すると、中学校３年生はすべての科目で上回

っておりましたが、小学校６年生が算数Ａと算数Ｂ、理科の理数系で下回っておりまし

た。県の教育委員会は、このテストで全国平均を下回った科目が出たのは初めてで、危

機感を持っていると。各学校、市町村教育委員会と課題を分析したいというぐあいに言

っているということが新聞に載っておりました。

本町でのテストについて、次の点について、あ、次の点について質問をいたします。

①本町での抽出校はどの学校だったのか。

２番目として、抽出校以外の学校は任意でテストを実施したか。

３番目として、小学６年、各学校ごとに全国平均以上の成績の科目は。

中学３年、各学校ごとに全国平均以上の成績の科目は。

５番目として、小学６の成績から見た各学校の感想並びに問題分析、あ、課題分析の

結果は。

６番目として、中学３年の成績から見た各学校の感想並びに課題分析の結果は。

７番目として、成績の県別順位上位が秋田県、富山県、石川県、福井県と固定化して

る傾向にあるようでございまして、これらの県についてですね、見習うべき点が教育委

員会としてはどのように分析しているか。

８番目としてですね、全国学力テストを本町教育にどのように生かしていく考えかと

いうことを質問いたします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの野口議員さんの全国学力⋞学習状況調査のこ

の結果と生かし方に関する８点の御質問をいただきましたが、回答に先立ちまして、初

めに調査結果等の取り扱いについての配慮事項のことを説明させていただきます。

この全国学力⋞学習状況調査の実施に当たりましては、毎年、文部科学省から実施に

ついての通知文というのが出されていますが、その中に調査結果などの取り扱いについ

ての配慮事項が示されております。そこには、調査結果の提供を受けた教育委員会や学

校は、保護者や地域住民に対して説明責任を有する一方で、序列化や過度の競争につな

がらないようにすること。また、各児童生徒の個人情報を保護することなどが示されて
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おります。このことを踏まえて、現在、各都道府県は市町村ごとの結果を公表しており

ませんし、ほとんどの市町村は学校ごとの結果というものを公表しておりません。

大山町でも、これまで町全体の集計結果というのは、ホームページや広報だいせんで

お伝えをしてきましたが、学校ごとの結果につきましては、このような配慮で公表いた

しておりません。

このような配慮事項を踏まえますと、ただいま御質問いただきました３番から６番に

つきましては、学校ごとの結果にかかわる内容であるために、まことに申しわけありま

せんが、お答えできかねると思います。ただし、各学校は独自に自分の学校の調査結果

やその分析については、学校だよりなどで児童にはもちろん、保護者にしっかりと説明

をしているということは申し添えておきます。

また、１番の御質問は本来お答えしてもよい内容ですけれど、今年度は抽出校という

ことで小学校の抽出校が１校だけでございました。もしも市町村ごとの抽出校の結果と

いうものが公表された場合は、そっくりその数値がその学校の結果とわかってしまいま

すので、今回は回答を控えさせていただきますことを御理解ください。

そのほかの３点の御質問にお答えをいたします。

まず、抽出校以外の学校は任意でテストをしたかということについてですが、抽出校

以外の町内すべての学校が任意でこのテストを実施いたしております。

次に、成績県別順位上位が秋田、富山、石川、福井など固定化の傾向があるようだが、

見習うべき点など教育委員会としてはどのように分析をしているかという御質問ですが、

これまで秋田県や福井県の取り組みを伺う機会があり、それぞれに学ぶべき点がありま

した。共通する要因としては、小⋞中学校の連携、それから児童生徒の素直さとか、ま

じめさ、家庭の教育力のその高さなどが上げられております。それらの要因を生み出す

さまざまな取り組みの中で特に学んでいきたい点は、家庭における学習習慣の定着のた

めの取り組みです。

秋田県では、子供の学力向上において家庭を実施した「杉田わか杉っ子学びの十か

条」というのを掲げ、学校と家庭がともに子供の学びを支える風土づくりが定着してい

るようです。今、議員さんも視察にいらしたという秋田県大仙市では、小学校１年生か

ら「一人勉強ノート」で家庭学習をしております。それを支える家庭環境があるという

ことです。

一方、大山町では、学校や学年によってばらつきはありますけれども、児童生徒のこ

の質問紙の結果から、家庭学習の時間というものが全国平均、県の平均と比較しても、

以前にもお伝えしたと思いますが、とても短いという状況が見られます。これにつきま

しては、各学校とも保護者と協力を組みながら、いろんな取り組みを行っているところ

です。また、町としても、学校と連携しながら家庭学習の手引というものを作成をして

おります。その効果的な活用方法も考えて、ぜひ家庭における学習習慣のさらなる定着

というものを図っていきたいというふうに考えております。
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最後に、全国学力テストを本町教育にどう生かしていく考えかという御質問ですが、

大山町では、小学校の３年生から中学校の３年生までを対象に、国語と算数、数学だけ

でなくて、社会、理科、英語を含めた標準学力調査というものを町独自に実施をいたし

ております。その標準学力調査の結果とあわせまして、この全国学力⋞学習状況調査の

結果や児童生徒の質問紙の集計結果というものをしっかりと分析をして、各学校ごとに、

また学年や学級ごとに、さらには一人一人の児童の学習状況というものも把握して、２

学期以降の学習指導の改善や充実に役立てるようにしております。

また、教育委員会におきましても、各学校の結果や大山町全体の結果というものを分

析をして、取り組みの成果や課題を検証し、今後の取り組みの改善につなげていきたい

と考えております。以上でございます。

○議員（５番 野口 昌作君） 公表できないということですね。これは困ったね。いや、

まあまあまあ。そうですか。そういうことですか。

議長。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） そうしますとですね、１番から６番については公表でき

ないというようなことでございます。抽出校も公表できないと。それから、全国平均と

比較して、いい成績のところはということについても公表できないということでござい

ますが、その学校の機関紙とかにですね、公表するということを言っておられますけれ

ども、それはいつごろになって、今はここでは公表できない。そういうところで、機関

紙等で各学校、中学校で言えば３中学校、小学校で言えば４小学校について、きちんと

した結果を公表される考え方なのか、伺いたいです。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員の御質問ですが、各学校は、きちんとそ

れを公表するかということで、昨年、それぞれの学校が出しております便り……。失礼

いたします。便りとは別に、全国学力⋞学習状況調査の結果の分析についてのお知らせ

ということで、別個にそれぞれの学校がこういったようなものを出しておられます。

（資料を提示）これは昨年の分ですが、これが大体１０月から１１月に……（「２２年

だよ。去年はやってない」と呼ぶ者あり）これは２２年の分。これは、それぞれの学校

が保護者に対して出したもので、現在、この本校の生徒の状況はこういう状況であると、

全国平均もこうであると、県の平均はこれであると。自分の学校の生徒はこういう状況

にあるということをしっかりと保護者の方と共通認識をする。そして、特にいろんな学

習の、学力のみではなくて、いろんな調査の中で浮かんできた課題というものを一緒に

保護者の方と共有をして、改善に取り組んでいくというようなことで頑張っておられま

す。

補足を教育長より行います。
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○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 例えば実際に見てもらうのが、この大体１１月号ぐらいに、

ここを見ていただきますと、２２年も抽出でやりました。ですけれども、大山町全部の

結果は、こういった形で県と全国の比較がわかるようになっております。で、もう一つ、

１１月号と１２月号、ことしもそのぐらいになると思いますけれども、ホームページと

同時に、１２月号では一番大事な質問紙の調査てっていうのがあります。テストばっか

りでなくて、日ごろどういう生活をしとるのか、あるいは本が好きなのかとか、いっぱ

いこと項目がございますけれども、それについての分析が約２カ月にわたって町の広報

紙では教育通信という形で、町民の皆さんも知っておると思います。

それから、あとは今さっき委員長が申しましたように、それぞれ詳しく、いっぱいこ

とやっておる中学校、これは大山中学校ですけれども、結果を載せ、さらにいっぱいこ

と、ここの質問紙調査の中で結果を出し、そして保護者の皆さんにぜひこれはお願いし

たいこととか、この面で頑張っていくとか、そういったような形で保護者の皆さんには

公開しているというのが実情でございます。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） そうしますとですね、大体そういう成績発表をされて、

何といいますか、学校間での違い、まあ差があるとは思いますけれども、その辺の掌握

は学校では全部どの学校もされていると。それで、それを町内、西部、県というような

ことでですね。全部先生方、教育委員の方は掌握されているという状況ですか。ちょっ

とその辺伺いたいと思います。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの御質問ですが、はい。テストの後にこ

ういう集計結果が速やかに、またしっかりとしたものが順次出てまいります。教育委員

会の方にも上げていただきまして、教育委員全員が町内の学校の状況、学力テストの状

況、また学習状況の調査の方も把握をいたしております。そして、それは各学校の校長

先生初め先生方全員も、このたびの本校の生徒のテストの状況がどうであったのか、ま

た町内すべての学校の中ではどうだったのか、県のレベルの中ではどうなのか、あるい

は国のレベルの中ではどうなのかということは把握できております。

ただ、あくまでこの学力テストは、本当に学力のほんの一部のところの調査でござい

ますし、また学習状況調査というのも、そのほんの一部のところでございますので、こ

れでもってすべてをはかるというわけではございません。これをもとに、どのようにし

て授業を改善をしていくのかということが、それをどう生かしていくかということがむ

しろ大切なことですので、そのことは、それぞれの学校の校長先生を初め先生方みんな
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が本当に共通して、一緒になって取り組みをしていただいているというふうに思ってお

ります。以上です。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 教育委員長がですね、今、これはごく一部のことであっ

てということでございますけれども、一部のことであってもやっぱり結果は結果だとい

うことでございます。やっぱりこれも何かをあらわしてるという状況だと思いますので。

それでですね、そういう中で、教育委員会としては大体大山町内の各学校の成績が、

今るる述べられました、いろいろな教育方針なり、やり方によって十分に満足のいく成

績であるというぐあいに判断しておられますか、それともまだまだこれじゃだめだとい

うぐあいに判断しておられますか、その辺ちょっと聞かせていただきたい。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。今の野口議員さんの御質問でございますが、テス

トの、学力のテストの結果を言いますと、全国より県よりずっといい成績の出ている科

目、また学校もございますし、まだまだだなというところもございます。いろいろでご

ざいます。で、それぞれによって一生懸命取り組みをなさっております。で、その成果

が年を追ってあらわれてきている、確実にあらわれてきているところもありますし、思

ったほど出てこない、なぜたろうかというようなところもございます。一言でお答えす

れば、まだまだ、まだまだだというふうに思っております。はい、以上です。

○議長（野口 俊明君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今のお話の中でですね、ばらつきがあったりするという

ような、まだまだという点もあるということでございましたけども、うわさではござい

ますけれども、中学校でですね、荒れているというようなうわさを聞いたりします。こ

れ本当かどうかはわかりません。成績の発表が出されれば、発表がなされた場合ですね、

本当かどうかということも恐らく成績によってわかってくるでないかというぐあいに思

ったりしておるところでございますけれども。教育委員会としては、そういううわさを

私、耳にしたわけでございますけれども、（……発言取消を許可した部分４０字削除…

…）そういうことで、学校、あの教育委員会としては、そういう面を掌握したり指導し

たりということをやってるかということを伺いたい。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの野口議員さんの御質問ですが、（……発言取

消を許可した部分４５字削除……）いろんな課題はありますけれども、私、実は今荒れ

ているということを聞いたのは初めてでありまして、毎年訪問しておりますが、ことし
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はまだちょっと行けておりません。もう間もなく行く予定にしておりますけれども、今

のところ私の耳には入ってきておりません。教育長の方より補足をいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） どういうことをとらえて荒れているてって言われるのか、ち

ょっとわかりませんけれども、確かに人間関係の問題で、いじめとかそういうことも含

めた形での生徒指導上の問題があるということは報告が上がってきておりますけれども、

荒れているということはまずないと思っております。少なくとも先生方も一生懸命やっ

ておられますし、その非常にいい学校にしようという思いてっていうのはあると思って

おります。やっぱりあの成績ばかりではなくてですね、やっぱり学校てっていうのが子

供たちにとって非常に居心地がよくて、いいクラスだと。クラスづくりてっていいます

か、そういったことがやっぱり勉強だとか生活習慣だとか、そういったことに大きく影

響してくるだろうと私は思っております。

そして、今、大山町でも一緒のことですけれども、家で勉強しないと。やっぱり家で

勉強する、大仙市との違いは何かてって言われると、やっぱり家で勉強する時間がかな

り違うなという気がいたします。それはテレビを見たり、ゲームして遊んじょって成績

は上がりません。やっぱりその辺と家庭でそういう習慣化ができるてっていうのは、と

ても大事な要素ではないかなという気がします。そして、さらに先生と生徒との人間関

係がどうなのかということも含めて、大事な要素になってくるだろうと思います。いず

れにしましても、一朝一夕、一夜漬けでは成績とか、そういった運動も含めて上がりま

せん。地道な日常の毎日の授業というのが一番もとになってくるだろうと思っておりま

す。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今そういうことがないように努力してるということでご

ざいまして、ぜひそういうことがないように、うわさでも立たないようにお願いしたい

なというぐあいに思ったりしますが。

それからですね、生活習慣調査というものが同時に行われているようでございますが、

これは抽出校と、それから希望校、両方で行われたと思いますけれども、平日にテレビ

を見る時間、今まあ学校での、あ、家庭での学習時間という問題がございますけれども、

この平日の家庭での学習時間というものが、大体全国では、小学校で、の６年で１時間

以上が６０％と、それから中学校では６ ７％というぐあいにまあなっているようでご

ざいますけれども、（……発言取消を許可した部分５字削除……）これらの数字はどう

なっておりますか、伺いたいですが、これも発表できませんか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。
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○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては、教育長よりお答えい

たします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。個別の学校につきましてですけれども、これはいつも

校長先生を初め教頭先生あるいは研究主任の先生方とも話をするわけですけれども、と

にかく平日のテレビやビデオ、ＤＶＤを見たりする時間が３時間以上と回答した生徒が

ですね、国や県よりかも大分高い。さらに、中学校３年生でも２時間以上と、テレビや

ビデオやＤＶＤを見たりする時間が多いてっていうのは、やっぱりここの辺を変えてか

からんと、だけど、これを変えるというのは非常に息の長い仕事だろうと思います。保

護者の皆さんも、しかも小さなときから、あるいは保育所のときからずっとやっていか

ないといけないと思っております。

いいところは、大山町の子供たちはたくさん、いっぱいあります。やっぱりその、楽

な方にばっかり流れるんではなくて、そういったことも学校あるいは地域挙げて頑張っ

ていく。大山町で非常に地域挙げて頑張ったことで、少なく、よそと比べてずっといい

ことは、本を読む時間がたくさんあるてっていうのは、よそに比べて断トツに頑張って

おります。それからもう一つは、携帯電話を持つ、所有しておる子供の割合が少ないて

っていうのも大山町だろうと思います。これから先どげなってくるかわかりませんけれ

ども、過去五、六年前からずっと頑張ってきました。携帯電話の持つ便利さと、それか

ら影の部分というのをどこの学校でも保護者の皆さんに研修していただきました。そん

なことも影響してるのかなと思っておりますけれども。息長く、やっぱり楽な方へ流れ

ていきます。続けていく必要があるんだろうと思っております。以上です。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 学習時間が１時間以上というのんがどの、何％だかとい

うことはわかりませんか、今質問しましたが。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 今ここに、昨年はありませんでしたので、一昨年のデー

タを持ってきておりません、申しわけありません。ことしはまだデータが出てきており

ませんので、また出てまいりましたらお知らせしたいと思っています。以上です。

○議員（５番 野口 昌作君） 最初の質問を終わります。

○議長（野口 俊明君） 許可を受けてからの発言にしてください。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 次に、大山町を守るため、有害獣のイノシシの捕獲奨励
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金の増額をということで質問をさせていただきます。

野生鳥獣によります農作物の被害は、農業経営を圧迫しております。特にイノシシの

被害区域は年々広がり、新しく電気さくなどの設置を余儀なくされてるところでござい

ます。これらの設置や管理の負担も年々増加し、農業所得を低下させております。イノ

シシの好む作物は、サツマイモ、ジネンジョなどの里芋を除く芋類、そしてトウモロコ

シ、スイカ、メロン、カボチャも食べます。ナシは、畑のミミズを求めて掘りたくりま

すし、ひいては枝を折って実を落とすというようなこともございます。稲にはですね、

田んぼの中に入ってごろごろと寝ころんだりしまして、稲を倒してにおいをつけるとい

うようなことがあります。このごろですね、酪農地帯ではトウモロコシの収穫が始まっ

ております。電気さくの収穫、あ、電気さくを収穫作業の邪魔にならないように、仕事

の、にかかる前に取り外しますが、作業が済んだら、またもとのように設置しておかな

ければ、一晩でも電気さくをしなかった場合には、もうめちゃくちゃにトウモロコシ畑

が荒らされてしまうというような状況があるようでございます。

いずれも１年間の仕事の結晶、愛情を持って育て上げて、そろそろ食べるかと思って

いるやさきに、一晩でやられてしまいます。奥の方から被害があっていますが、電気さ

くなどをしますから、味を知ったイノシシはですね、だんだん里におりてまいります。

執行部の皆さん方の大半の方は被害を知られないというぐあいに、自分の家の被害とい

うようなことは知られないと思いますけどですね、まして町長は鉄道の下の方ですから、

恐らく鉄道を越えてくるということはまだまだ先でないかなというぐあいに思ったりし

ます。まあ別の世界の話だなというぐあいに思っておられるでないかというぐあいに思

ったりしますが。

とにかく被害を食いとめる最も確実な方法は、個体を駆除することだと考えます。個

体を駆除するのにですね、この決算書で見る捕獲数が２２年度が１０３頭とってござい

ますが、これをピークに、２３年度は４１頭、あ、それで、２３年度は４１頭、ことし

はですね、今聞いておりますところでは２７頭とか聞いております。捕獲頭数の減少の

原因は、捕獲経費に対して奨励金が低額のため、力が入らないからだというぐあいに私

は分析しております。わなもですね、元手がかかりますし、仕掛けたら毎日のように見

回りに行かなければなりませんし、それから肉が売れない、おいしくなくてですね、売

れないというときには、穴を掘って埋めなければなりませんし、現在の奨励金のですね、

１万０００円では到底割に合わないなというぐあいに思ったりしますし、皆さん方も

そういうぐあいに言っておられます。

２３年度決算でも、２０万円の予算がこの不用額として残っております。一般会計の

決算でですね、５億円からのお金が残っておりますけれども、大山町を代表する農作物、

水稲、酪農、ナシ、芋類、野菜を守るため、また家庭菜園の楽しみを守るためにですね、

イノシシの捕獲をしなければいけないでないかというぐあいに思ったりいたします。農

業を守り、そういうことを行っていくことが大山町を守っていくことにもつながってい
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くと、大きく大山町を守ることになるんだというぐあいに私はとらえるわけでございま

して、この早い時点で奨励金の増額に踏み切っていただかないかということを町長にお

尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の２つ目の質問であります、大山町を守るため、イノ

シシの捕獲奨励金増額をということについてであります。

この有害鳥獣駆除期間でのイノシシの捕獲につきましては、箱わなと、くくりわなで

の捕獲が主となりまして、わな代やえさ代など経費も相当かかり、わなの見守り、見回

りも２回、３回必要であるということでありまして、作業に従事される方の負担という

ものは大きいものというぐあいに思うところであります。このために、大山町では、イ

ノシシの捕獲奨励金を２２年度から、それまでの１万円から１万０００円に引き上げ

をいたしているところであります。また、猟友会へイノシシ、カラスあるいはヌートリ

アなどの有害鳥獣駆除を１２０万円で委託をして、捕獲業務に従事していただいている

ところであります。

議員からは、捕獲奨励金が低額ではないかということでございますけれども、県内で

はほとんどの市町村が補助金、この基本額の１万円でございまして、町単独でかさ上げ

を行っているのは本町と、そして日野町と、あ、日野郡の１町だけというところでござ

います。このため、本町の奨励金は、当分の間は現行の１万０００円で据え置きにい

たしたいというふうに考えてるところでございますけれども、個体数全体を減らすため

には、狩猟期での捕獲頭数をふやすということも必要であるというぐあいに考えており

ます。現在、この狩猟期の捕獲奨励金の制度を検討いたしているところでございます。

できますれば今シーズンから実施をいたしたいと考えていますし、また議会の皆さんに

もこの旨の御相談をさせていただくことになるというぐあいに思っております。

いずれにいたしましても、鳥獣被害を減少させるには、えさとなる生ごみの投棄をな

くしたり、農地周辺の草刈りなどで茂みをなくし、緩衝帯を設けることなども有効な手

段でございますので、地域での取り組みや関係者の皆さんの御協力、これも得ながら被

害の防止に努めてまいりたいと考えておるところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今、金額についてですね、１万０００円という金額が、

まあ日野郡と、日野の方と、ここ大山町だということでございます。イノシシは、１０

年ほど前くらいにはたしか大体おらなんだというぐあいに思ったりしております。私た

ちも、イノシシの被害なんてなことは、旅行に出たときにバスの窓から、板が山側の方

にこの置い……。あの、トタンが山側の方に並べてあると、あすこへイノシシが出るん

だなというぐあいに思った程度でございましてですね、西の方からどんどんやってきた
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でないかということが言われております。なぜやってきたかというとですね、いろいろ

と新しい道ができまして、川にも橋がつくしということからですね、イノシシも橋を渡

って来ているではないかというぐあいに言われたりしておりますけれども、そういうこ

とでですね、鳥取県ではそういう状態ですが、島根の方ではやっぱり２万円から、また

ほかの県でしょうか、３万円出しているというようなとこもあったりするようでござい

ましてですね、本当に被害ということを考えればですね、これぐらいの金額は出されて

もいいでないかなというぐあいに思ったりするわけでございまして、そういうような考

えに少しでもなっていただけないかということをちょっとお伺いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。野口議員の質問でございますけども、そのような考えに

なっていないということでございます。

○議員（５番 野口 昌作君） 議長、５番。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） さっきの回答の中でですね、最後の方にですね、農地周

辺の草刈り等で茂みをなくして緩衝帯を設けること等も有効な手段であることから、地

域での取り組みや関係者の皆さんの御協力を得ながら被害防止に努めてまいりたいとい

うぐあいに書いてございますけれども、これはですね、被害というものを結局町の被害

というぐあいにとらえて、こういう書き方になってる。被害防止をしたいのは、これは

個人的にやらなければいけない仕事でございますがですね、町の方がやっぱり被害防止

にそういうようなこともしてもらってやらなければいけないという考え方だということ

になります。まあそういうことからしても、やっぱり今１万０００円を考えていない

というようなことがございました。あ、１万０００円以上を考えていないというよう

なことがございましたが、やっぱり考えていただかなければいけないではないかなとい

うぐあいに思ったりするわけでございますけれども、ここの最後の文章のところ、あ、

答弁の中で、関係者の皆さんの御協力を得ながら被害防止に努めるということですから、

何ていいますか、主体的に町の方が被害防止をやっていくという考え方、まあここのと

ころは草を刈ってくれとか、ここにはさくをしてくれとかというようなことを町指導で

でも、町の指導で、そういうことをやっていきたいという考え方の答弁なのか伺いたい。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 補足として担当課の方から述べさせていただきますが、まず１

万０００円ということについては、本当に近隣の、先ほど野口議員の方から西から攻

めてきたんではないかという御発言がございましたけれども、この西部町村の関係、ま

あ琴浦、中部もそうですけれども、近隣の補助の額については、やはり同じエリアの中

でありますので、大きな補助制度の金額の差ということについては、やっぱりこう行政
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を進める中でまず念頭に置かなければならないことだと思っておるところでありまして、

この１万０００円についても、近隣の中では大山町と日野郡の１町ということであり

ますので、この辺の御理解は賜りたいなというぐあいに思います。

それから、地域の取り組みということについてですけれども、これは町の指導という

ことではなくて、やはり地域の皆さんがそれぞれイノシシが出てくる状況あるいはエリ

ア、よく御存じといいますか、場所の状況も周知だと思います。山を管理をして、そし

て水田があってというようなまあ以前の形態から、山の管理がなかなか徹底できない、

そして水田に至るまでの間に非常にこう管理ができてない、雑草、雑種的な状況がどん

どんふえていくからこそ、そこに緩衝帯というものがなくなってしまって、どんどん里

の方に、あるいはえさを求めて出てくるというような状況が各所であるということであ

りまして、そういったことにかかわれる、対象になられる地域の方々での取り組みをお

願いしたいなと思うところでございます。

少し担当課の方から述べさせていただきます。

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（山下 一郎君） 議長、農林水産課長。

○議長（野口 俊明君） 山下農林水産課長。

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（山下 一郎君） 地域での活動について、町の方

が積極的に実施をするのかという内容かと思いますけども、具体的には町としての事業

という考え方は持っておりません。やはり地域の中で、今、中山間事業でありますとか

農地⋞水、そういった共同活動にかかわる交付金等も活用をしていただきながら、地域

の中でそういったものを、あの、中で取り組んでいただく。それで、その中で、どうし

ても何か助成はというようなことでもやらないと、それが実施できないということにな

れば、また皆さんと御相談をしていきたいなというふうに考えております。以上です。

○議員（５番 野口 昌作君） これで終わります。

○議長（野口 俊明君） これで野口昌作君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１１番、諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） はい、議長。

諸遊壌司でございます。我々議員の任期もあと６カ月余り。私ごとでございますけど

も、議員になりまして１８年、多分きょうが最後の一般質問になろうかと思っておりま

す。これまで以上に心を込めて、愛を込めて、そしていつも言いますように、大山町民

の目線で、きょうは町長並びに監査、代表監査、教育委員長に問いただしていきたいと

思います。よろしくお願いします。

まず１点、大山恵みの里公社への補助金のあり方についてと題して、ええ、考えを述

べたいと思います。

前専務理事が辞職され、半年が経過しようとしておりますが、今現在も町民の間では、

専務理事のなされた事業展開に疑問を持っておられる方もたくさんございます。聞くと
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ころによりますと、住民の方から公社事業に関して住民監査請求を出されるとのことで

ございます。また、そのことが、ええと地元の新聞９月１１日付ですね、にも載ってお

りました。そのくらい疑問を抱いておられるあかしでもあるわけでございます。

そこで、監査委員と町長に次のことをただします。

まず１点、監査委員は、この請求をどのように取り扱われるのか。

２点目、住民がこのような行動を起こされるほど疑問を持たれた前専務理事の行動に

対し、町から公社への多額の補助金を支出された、支出される町長として、これをどう

受けとめていらっしゃるのか。まず答えていただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 代表監査委員、松本正博君。

○代表監査委員（松本 正博君） はい、議長。

ただいまの諸遊議員さんの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

既に一部の新聞で報道されておりますが、去る９月１０日に町民の方から、大山町か

ら大山恵みの里公社への補助金についての住民監査請求書が監査委員に対して提出され

ました。監査委員は、この請求をどのように取り扱われるのかという御質問であります

が、この請求は地方自治法第２４２条第１号の定めによります請求でありますので、監

査要件を備えておれば、請求のあった日から６０日以内に監査委員が監査の結果を決定

することになります。ですが、提出がありました請求書は一部に要件を満たさない部分

がありましたので、現在は請求書の補正をお願いしているところであります。

実質的な審査にはまだ至っておりません。請求書の補正が終わり次第、正式に請求を

受理いたしまして、地方自治法等関係法令に規定の事務処理手順に従いまして、粛々と

監査してまいりたいと考えております。以上であります。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。諸遊議員より１つ目の質問であります大山恵みの里公社

への補助金のあり方について、お答えをさせていただきたいと存じます。

まず、２点目の件についてが私のお答えでございます。このたびの監査請求の趣旨は、

大山恵みの里公社の前専務理事の事業展開が公社事業として必要であったのか、費用対

効果の判断、見通しが適正であったのかということであると受けとめておりますが、一

部の町民の皆様に不信感を持たれ、住民監査請求に及ばれるということになったことに

ついては、私として大変残念でございます。公社事業、そして運営は適正に行われてい

ると認識いたしているところでございますが、真摯に受けとめ、誠心誠意対応してまい

りたいと存じます。

国外に目を向けた販路開拓の取り組みが町内の生産者の方々、加工事業者の皆さんに

とって即効性のある展開になっていない現状がございますので、そのことが疑問を持た

れている要因ではないのかなと思っております。また、前専務理事の出張報告を総括し
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てみますと、町内には高品質な素材は豊富にあるものの、商品としての磨き上げがまだ

まだ不十分な状況にあるということ、そして生産コストが割高であるということ、また

継続をして出荷をしていく数量の確保が現状は困難であるといったことなどが課題とし

て見えてきているところでございます。

ただし、私は、今回の事業展開は決してむだにはならないものと思っております。そ

の理由は、平成２３年度決算におきまして販売拡大によります流通部門の売り上げが増

加をして、前年同様に町からの財政支援はございますけれども、２年連続の赤字の決算、

これを黒字に転化できたこと、あるいは現金、キャッシュフロー、これを高めることが

できたということでございます。さらに、海外への販路開拓の取り組みは、将来に向け

て大山町産品を大山ブランドとして国内外に広めるための先駆的活動あるいは先行投資

ととらえているところであります。御理解を賜りますようにお願い申し上げたいと存じ

ます。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 町長の、まず、監査さんは、出たら、きちんと粛々と監

査を、あ、監査いうか、住民請求を受けるということでして、ありがとうございます。

町長に問います。町長は、つまりこの海外の事業展開は将来に向けて特産品のブラン

ドを広めるためだから、先行投資だからいいんだと、というお答えでございました。さ

あ、どうでしょうかね。町民はそれで納得するのでしょうかね。

じゃあ、もう一度聞きます。台湾、シンガポール６回、延べ６９日、費用２５０万、

これはやっぱり先行投資で必要だったと今でもお考えですか。今の現状、町民から、お

かしいじゃないかと監査請求が出ている今なんですよ。それでも妥当と思われますか、

町長。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 住民の皆さんからの監査請求ということについては、まだこち

らの方で受理をされてない状況でございますので、その、出されるか出されないかわか

りません。出されたということになりますれば、公社の方としても粛々と誠意を持って

対応していくということでありますし、その運営事業等についても適正に展開をしてる

と、処理をしているというぐあいに考えております。この件については、以前にもたび

たび諸遊議員の方からもお話があったところであります。このたびの住民の方々からの

監査請求、諸遊議員も聞くところによりますというぐあいにおっしゃっておりますけれ

ども、私自身も、この住民の方々の監査請求、聞きますと、確かでないかもしれません

けれども、諸遊議員もあわせてこういったことにかかわっていただいておられるという

ふうに聞いたりしておるところであります。それはそれとして、それだけのやっぱり疑

問等々があるということだろうと思っております。精いっぱいの対応はさせていただき
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たいと思います。

それから、この、以前の中でも説明をさせていただきましたように、この海外への進

出等については、２１年度に、失礼、２２年度にジェトロの方から、国際貿易機構の方

からのお話をいただき、御縁があって県内の事業者の方々と複数で出店をした経過があ

ります。その出店を踏まえて、地元の方からさらに台湾のそごうであります。非常に日

本で言いますれば東京の一流に近いデパート、店舗でありますけども、そういったとこ

ろが声をかけられて、この展開がスタートしたというぐあいに認識しております。やは

りこれも人とのつながり、あるいはその取り組みを見られた中での評価であったと思っ

ております。一つの品物ということではなくって、大山恵みの里という一つの展開の中

で、いろいろな商品ということでありました。そういったかかわりの中から、さらにシ

ンガポールへというようなお話があって、さらなる展開に至ったというぐあいに承知を

いたしております。

いろいろないきさつ等々あると思いますけども、通常私どものような小さな公社、事

業がそういった海外へ展開できるということについては、なかなか不可能な状況である

と思っております。鳥取県にしても、台湾への商品販売の展開、中部の市町村も、そう

いった商談会等々にも一生懸命出られるわけでありますけども、１品１品の取り扱いは

あったりしておりますけども、デパートで一つの大きなポジションをもらって、大山恵

みの里公社という形の中で展開をしていくということについては、非常に意義のあった

ことだと思っております。もちろんそこに私も２２年に行っておりますので、人とのつ

ながりがあります。その方が鳥取県の方に来られての商談会に出席されたという経過も

あったりしております。すぐに効果が出るということにはなかなか至らないと思ってお

りますけれども、この取り組みの成果といいますか、財産は、今後の展開、県もそうで

すし、周辺の市町村もそうです。その中に、また大山町としてもいろいろな展開を進め

ていく道筋が出てくる中で、取り組んだこのものがまた大きく生きてくるものと考えて

いるところであります。以上です。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 私が調べましたところによりますと、その台湾、シンガ

ポールに大山町の特産品を売りに行くときに、販売推進員といいますでしょうか、平た

く言えば売り子さん、これをまあ地元なのか鳥取県内なのか、連れていかれたと聞いて

おります。この費用はどこが持ったのか。何人、何日行かれたのか。町長がわからなか

ったら、担当の専務理事、お答えください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 諸遊議員に一言注意いたします。
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諸遊議員は、この一般質問に当たりまして、恵みの里公社の職員等に対してのいわゆ

る参考人としての招致をしておられませんので、今の発言、専務にということにつきま

しては、これは受けかねます。（「担当は商工課参事ですけど……」と呼ぶ者あり）

○議員（11番 諸遊 壌司君） やり直しましょうか。担当、商工課参事ということで。

○議員（11番 諸遊 壌司君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） そうしますと、詳細にわたって町長が答えがなかなかわ

からんかったら、観光商工課の参事、回答をお願いします。

○観光商工課参事（齋藤 淳君） 議長、観光商工課参事。

○議長（野口 俊明君） 齋藤観光商工課参事。

○観光商工課参事（齋藤 淳君） 諸遊議員の御質問にお答えをしたいと思います。

昨年の台湾そごうへの催事、まあ２回行われております。１回目が１０月の７日から

１０月の１９日、そして２回目が１０月の２８日から１１月の１４日という、まあ比較

的長期間の催事であります。そこに大山にかかわる産品を送りまして、それを販売して

おります。で、そこにそのアルバイトを送り込んでおります。それは日本からでありま

す。２名でありますけれども、その費用は合計しますと１８万５００円ということで、

ほとんどがそのアルバイトの賃金であります。一部現場での交通費等が含まれます。以

上であります。（発言する者あり）

済みません。はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤観光商工課参事。

○観光商工課参事（齋藤 淳君） 宿泊費については、全額そごうが負担をしておりま

す。以上です。

○議員（11番 諸遊 壌司君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） よくわかりました。旅費は町が出して、宿泊費はあちら

が出されたということでございます。つまりね、そこを私は追及するんじゃないんです

よ。そほど、それだけ大山町としては海外展開をしようとした。ところが、ねえ、この

間の全員協議会の説明会で齋藤参事といいますか、専務が話されましたように、今、４、

５、６、７、８、５カ月ですか、全然売れてない。ここなんですよ。やっぱり先行投資

と町長はおっしゃった。先行投資、必要かもしれません。ですけども、ゼロ。そこまで

２５０万、６９日、売り子さんも日本から来た。けども、前専務がやめられたら、その

後は１円も売れてない。これで町民の皆さんが納得するのかどうなのか思うんですけど

も、町長はどうですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ちょっと聞きづらいところがありましたもので、ちょっと確認
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させてもらったところですけども、町の公社の、まず町の方から持ち出したということ

ではなくって、公社の公益事業の中から支出をさせていただいておるということでござ

います。それから、公社のいわゆる農家の皆さんの商品が一つも売れてなかったという

ことでしょうか。先ほどちょっと聞きづらかったもんでして。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） つまり３月までは何やかやイベントがあったもんで売れ

ました。ここには詳細は載っておりませんけども……（「３６０万」と呼ぶ者あり）３

６０万ですか、ありがとう。ところが、専務がやめられてから、３月以降ですか、４月

以降、いまだかつて６カ月、５カ月たちますか、１円も、一つも、そば１杯も売れてな

い。これはむだな投資でないかなということで監査請求が出てるんですよ。これをどう

思われますかということなんです。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ２４年の４月以降のことですね、今おっしゃってましたのはで

すね。２３年度の海外進出展開ということについては、それぞれの先ほど申し上げまし

たように、デパートからのかかわりの中で期間を持って催し、いわゆる催事での販売展

開ということであります。そこに大山恵みの里公社という枠、看板を立てながら、商品

を販売をしたという状況でありました。その後のお店での、アンテナショップといいま

すか、販売展開、イベントが終わってからは、継続して出荷をしているという状況はご

ざいません、２３年度でありますけれども。その状況が２４年度についても続いている

ということであります。これまでの展開のとらえ方としては、デパート等での催事で大

山恵みの里というブランド、そこに台湾の方々に認知をしていただいていくということ

でありました。そういった流れでございますので、一定のところにずっと出荷をしてい

くという道筋での販売展開はしてございませんので、今は現状のとおりであります。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 町長、そこなんですよ。イベントはすべて買い取りでし

た。だから、３６０万っておっしゃったかな、売れた。だけど、そのイベントが済んだ

ら、そこの陳列に大山町の特産品が並ばなかったということでしょう。６回も、６９日

も行かれて何をしておられたんですか。町民は、そこを不思議だと思ってるんですよ。

やっぱり町長、おかしいと思われんですか、あなたも。一般の、普通の人だったら、イ

ベントで売れたけども、イベントが終わったら１円も売れてない、陳列もしてもらって

ない。これで将来展望のための投資と言われたって町民は納得できませんよ。せめて僕

は納得できません。議員のみんな、納得できますか。もう一度答えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 販売の戦略といいますか、販売方法等は、いろいろなパターン

があると思っております。それは当初からも申し上げておったと思いますけれども、公

社の販売展開の中で、２３年度、国内外同じように道筋のあるところには展開していこ

うということで、その方向性を持ってスタートしております。国内の中であったとする

ならば、例えばですけれども、これも例えば東京でイベントが、催事があって、そこに

出店をしていく。その催事があった出店が必ずしも国内であっても続いていくというこ

とにはならないパターンだってたくさんあります。催事出店、いろいろな目的を持って

展開をしていくわけであります。大山町の恵みの里のものを鳥取、東京でアピールして

いこうということで催事に出店をするパターンはあります。大山町に限らず、鳥取県が

チームを組んで出店する場合もあります。近隣町村で組んで出すパターンもあります。

だからといって、それで継続をしていくのかということについては、国内であっても国

外であっても、いろいろなパターンがあるというぐあいに思っております。

ただ、そこで、目的としては、やはり台湾であれ東京であれ、大山の恵みの里、大山

を売り込んでいこうということでいろいろな展開をしているわけであります。大山町に

限らず、他町村、鳥取県だって精力的にそういった取り組みを、催事を持ってやってる

という現状がありますので、諸遊議員としての視点、とらえ方はあろうと思っておりま

すけども、先ほど述べさせていただいた考え方、とらえ方もあるということで御理解願

いたいと思います。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） やっぱりね、町長、庶民と感覚がずれてるわ、本当に。

じゃあ、わかりますよ、国内のイベントに商品を出して、イベント、祭り用に使ったほ

どで、その後の継続はないということもよくわかります。だけども、相手は台湾、シン

ガポールですよ。６９日も行っておられましたよ。その前専務は、その６９日間何をし

ておられたんですか。ぜひとも監査さん、６９日、前専務が何をしておられたかね、業

務を見てほしいんです、監査してほしいんですよ。そうしなくちゃ、たかが２５０万と

いえどですけども、その後、取引がゼロ。これも公社のお金といっても全部が大山町の

税金から払った０００万ですね。公益が０００万、収益部分が０００万、約合計

すれば０００万。この大金の中から出されたお金で６９日行かれた。イベントに売れ

たけども、その後はゼロ。行かれたのは６９日。これね、僕は納得できませんね。町長

は答弁が上手になられて、本当に親切、優しく答弁されますけども、何ぼ優しくされて

も、この使い道が私は不明だと思います。ぜひとも監査さんにしっかり監査してもらい

たいと思っております。

議長、申しわけない、あと５分ほどで終わりますので、継続させてくださいませ。

そこでね、町長、これ、ええと、議員の我々もよく言う人がありますけども、やっぱ

り町長は、首長は４年間の任期ですけども、大山株式会社、株式会社大山町の代表取締
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役だと思っておるんですよ。そういう感覚でないといけないと思っております。何しろ

一般会計、特別会計合わせて１６０億から１７０億のお金をあなたの采配で、もちろん

議会の承認が要りますけども、あなたの采配でいろいろ使うことができる。このお金を

町民の福祉、健康、農業、産業、工業、観光、これにいろいろ振り分けて、そしてその、

ええと、吉原さんが言われたかな、費用対効果、こうほど投資したらこうほど町民が喜

んだ、こうほど投資したからこうほど農民がもうかった、これをされるのが町長、あな

たの代表取締役としての腕の見せどころじゃないですか。幾らその２５０万使った、今

の公社ですよ。たかが２５０万とおっしゃる。将来展望のための２５０万だったとおっ

しゃっても、私は町民が納得しないと思っております。答弁、町長に聞いてもいけんで

すので、だめ、同じような答弁でしょうで、ですので、どうですか、それを踏まえて監

査、いろいろ今、町長と私とやりとりしました。監査のお仕事は、お金の出し入れの精

査といいますでしょうか、調査、そして事業の精査もあると思います。いろいろ一般会

計とか特別会計には監査としての意見、監査意見を出されますけども、今、私と町長と

のやりとりを聞かれて、監査の意見はどうですか。これを聞いて、私は終わりたいと思

います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 監査委員さんから後から述べていただきたいと思いますけども、

その前に、たくさんのことを振られましたので、そのことの説明をさせて、答えさせて

いただきたいと思います。

話、私、非常にうまくなったというぐあいにおっしゃいますけども、それを上回るの

が諸遊議員だと思っておりまして、非常にこう話をされることに対しての答え方に苦慮

しておるところであります。

取引ゼロということについてのお話は先ほどお願い、話をさせていただきました。６

９日という海外の出張のことをたびたびおっしゃいますので、そのことに若干だけ触れ

させていただきたいと思いますけども、決算、公社の決算につきまして、専務が海外の

方に６９日ということであります。しかし、残された３００日近く、彼は本当に一生懸

命、公社の事業運営、先ほど申し上げましたように、キャッシュフロー、資金がありま

せん。２年連続の赤字がございました。何とか黒字化にしていかなければならない。い

ろいろな思いの中で残された３００日フル稼働しておりました。結果として流通関係の

方での０００万ほどの増、それが結果的に運転資金につながって借り入れ等々しなく

てもいい状況があり、あわせて単年度では、これも財政の御支援をいただきながらです

けれども、５００万ほどの黒字化ができたということであります。

片一方では、そのように皆さんの方からの御指摘を仰ぐ場面があって非常に残念な思

いはありますけども、これもやはり大山恵みの里公社を国内外に売っていこうという思

いの展開でありますし、国内においてもそのような努力をして決算としての成果も上げ
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ているという現状も、理事長としてお伝えをさせていただきたいなと思って発言をさせ

ていただきました。よろしくお願いします。

監査委員さん、よろしくお願いします。

○代表監査委員（松本 正博君） 議長、監査委員。

○議長（野口 俊明君） 松本代表監査委員。

○代表監査委員（松本 正博君） ただいまの諸遊議員さんの御質問にお答えをさせてい

ただきたいと思いますが、まあその質問されている内容に沿った答えになるかどうかは

ちょっとわかりませんけれども、まず、恵みの里公社の監査につきましては、私と、そ

れからこの町の会計課の岡田課長さんが一応監事ということでさせていただいておりま

して、この初日の、議会初日の恵みの里公社の決算報告の中にもその監査の意見書とい

うことで載っとるわけでありますが、５月の３０日だったと思いますけれども、平成２

３年度の公社の監査をさせていただきまして……。

○議長（野口 俊明君） 監査委員さんに御注意いたします。本日この一般質問に当たり

ましては、恵みの里公社の役職員に対する出席は受けておりませんので、今の立場は大

山町代表監査委員さんという立場でありますので、その立場での発言をお願いいたしま

す。

○代表監査委員（松本 正博君） はい。そういたしますと、先ほどの諸遊議員さんと町

長さんとのやりとりの中でどう思われたかということでありますが、聞いておりまして、

どちらの意見を聞いとってももっともであるなと思っておりますので、今後は住民監査

請求も出ましたときには、まあ先ほどの意見、お話がありましたようなことにつきまし

て、十分に精査させていただきながら監査をさせていただきたいと思います。以上であ

ります。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長、前半戦はこれで終わりたいと思います。

○議長（野口 俊明君） ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時といたします。休

憩します。

午後０時０６分休憩

午後１時００分再開

○議長（野口 俊明君） 午前中に引き続き一般質問を再開いたします。

引き続き、１１番、諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） はい、議長。

２番目の質問に参りたいと思います。

小⋞中学生に対し、日本の国土、つまり、領土についての指導、教育はと題して、教

育委員会の考えをただしたいと思います。

皆さんよく御存じのように、最近、北方領土、尖閣諸島、竹島について、日本国民に

とりましてまことに不条理な現実に直面しております。この要因は、現在の政府、そし
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て、これまでの自民党の政府も毅然とした対応をしていなかったのが最大の原因、要因

と考えて私はおります。教育委員会として、児童生徒に対し領土についてどのような指

導、教育をしておられるのか、ただしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの諸遊議員の２番目の質問で、小⋞中学生に対

し、日本の国土、領土についての指導はどんなふうにしているのかという御質問にお答

えをいたします。

公立小⋞中学校の学習といいますのは、御存じだと思いますけれども、文部科学省が

定める学習指導要領というものがございまして、それに基づき指導がなされております。

大山町内の学校におきましても学習指導要領に沿った、それに示された内容に沿って教

科の指導を行っており、大山町教育委員会として、領土問題については現在のところ何

か特別な指導というのは行っておりません。

その学習の中身ですが、学習指導要領の中で領土について示されているのは、小学校

においては５年生の社会で、世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置、我が国の位

置と領土という内容のところです。学習指導要領の解説書には、ええ、領土については

北方領土の問題についても取り上げ、我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後

島、択捉島が現在ロシア連邦によって不法に占拠されていることや、我が国はその返還

を求めていることなどについて触れるようにするというふうに記されておりまして、教

科書にも北方領土の問題というのは取り上げられております。

で、中学校におきましては、社会科の地理的分野というところで日本の地域構成とい

う内容がございます。解説書の方には、国境が持つ意味について考えさせたり、我が国

が正当に主張している立場に基づいて、当面する領土問題や経済水域の問題などに着目

させたりすることも大切であるというふうに記されておりまして、北方領土とあわせて

今度は竹島についても触れられております。それから、公民的分野の方におきましては

私たちと国際社会の諸課題という内容がございまして、その解説書の方には、領土につ

いては我が国においても未解決の問題も残されており、平和的な手段による解決に向け

て努力をしていることということが記されております。そして、鳥取県西部地区で採択

をされております公民的分野の教科書におきましては、北方領土、竹島に加えて尖閣諸

島についても触れられております。

大山町内の小⋞中学校においても、以上のような学習指導要領の内容を踏まえて、え

え、指導や学習を行っているというところでございます。例えば児童生徒が領土問題に

関する図書資料や新聞記事などを調べたり、調べたことをもとに話し合う活動、これは

領土問題に限りませんが、いろんなテーマについてそういう図書活動を行っております

が、そういうのを行いながら、社会科の目標である我が国の国土と歴史についての理解
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と愛情を育てる学習というものを展開したりしているという現状でございます。以上で

す。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 今、教育委員長から国の学習指導要領を見させてもらい

ました。ぐすいですね、ぐすい。

まず、小学校においては、ね、云々ありまして、我が国はその返還を求めていること

などについて触れるようにする、ねえ、触れるようにする。中学校には、当面する領土

や経済水域の問題などに着目させたりすることも大切である。こんな書き方でね、ロシ

アや韓国、中国に領土をとられるはずですよ。教育がなってない。（発言する者あり）

うん、後からまあ教育長にも聞かかと思いますけどもね。

つまり、皆さん御存じのように、９月の１１日、尖閣諸島を国が、２０億０００万

でしたかいな、それで地主さんと売買契約をされた。そこから中国が特に日本の企業に

対して、中国に出ておられる企業に対して放火、破壊、略奪、いろいろされましたね。

もう中国はＧＮＰ世界第２の大国なんですよ。そういう大きな国がこういう無秩序な、

まあ常識のない。これをまあニュースで我々が見て、そこで学校の教育として、今現在

こういう事態が起こってるときに、学校として、今世界、中国、韓国、ロシアが日本の

領土に関してどういうことをしてるかという今現実の教育は、教えることはしていらっ

しゃるんですか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの諸遊議員の御質問につきましては、私も非常

に残念な、あるいはふんまんやる方ない思いも持っております。持っておりますが、そ

れとまた学習指導要領に基づいて児童に指導していくということとは、また別のところ

もございます。

で、その現在の大山町の取り組みにつきまして今申し上げましたが、補足を教育長よ

りいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 非常に、この領土、今回の問題につきまして町の教育委員会

が話すてっていうのはなかなか、国会でこういうのは特に討議していただいて、指導要

領の問題も含めてですね、話し合っていただくてっていうのが原則だろうと思っており

ます。

で、御存じのように、中国あるいは韓国にしましても、教科書は一つしかありません。

こういう書き方はしません。竹島は韓国の領土だ。それから尖閣諸島てっていうのも、

中国も、御存じのように７０年後半になってから経済水域という問題が出てきてから領
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有を主張するようになってっていうのは御存じだろうと思います。そういう中で今中国

の皆さん方は、これは中国の領土だとして教えられてきておるわけです。

非常にそのぐすいてって言われる思いは非常にわからんでもないわけですけれども、

日本の場合てっていうのは海に囲まれておりますので、領土とか、国家の三要素として

領土と領海と領空てってのがあるわけですけれども、そういうものにつきまして非常に

ある面で、意識がある面では薄いてっていうのは否めないだろうと思います。

歴史的に見ましても、蒙古襲来のときが歴史的に一番最初に出会った歴史でございま

すけれども、他の国てっていうのは領土の獲得てっていうのは、もう歴史がずっと領土

の獲得の、あるいは放棄したそれの歴史でございます。非常にその、今回の問題を初め

として、北方の国後島、択捉島にロシアのプーチン大統領が来たり、その前にメドベー

ジェフ総理大臣が行ったり、あるいは、あろうことか竹島には韓国の大統領まで行くと

いうことについて、学校もニュースは見ておりますし聞いておりますし、先生方も見て

おりますので、その時間とかということは別として、大山町の学校の中でも時事問題と

して、特に中学校の３年ぐらいになってきますと取り上げて話しするという機会てって

いうのは、少なくとも私が教員しておるときにはいつもやっておりました。今確実にや

っとるかてって言われるとちょっとわかりませんけれども、そういうことはあるだろう

と思っております。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） はい。教育長、教育委員長、そうなんですよ。もうこう

いう政治のことは生身のもんだと思います。こういう事件があったときに、子供たちは

ニュースか、中学生ならば新聞読みますでしょうかね。そこは知っていても、やっぱり

教育現場、学校できちんと教えなければならない。日本人は怒ることを忘れた。私、怒

るよりも仲よくにこにこ笑ったがいいと思います。しかし、怒るときには怒らないと、

いつもにこにこにこにこ玉虫色じゃ、日本人はどうも玉虫色が大好きのようだし、まあ

まあまあまあいいでしょう。ああいうことは世界的には決して通用しない。日本の常識

は世界の非常識というのが当たり前でして、それはやっぱり教育だと思うですだがん。

これ、いい例でないかもしれんです。ひな壇には教育長が一番年上だな、議員では西

山副議長か。で、昔の戦前教育、これはいい教育だなかったですけども、米英鬼畜、ね、

日本は神の国である。これ、亡き父に聞いたんですけども、当たり前、それが正しいと

思って人生を歩んできただと。で、鉄砲持って担いでお国のために出えのが当たり前だ

ったと。教育ってもんはね、今から見ればそういうことは悪いことだかもしれんですけ

ども、そういう教育を小さいときからしてもらえば、それが当たり前になる。同じこと

が中国でも韓国でもロシアでも、教育は、学校の教科書は一つとおっしゃいましたけど

も、尖閣諸島は中国のもんだ、竹島は韓国のもんだ、北方四島はロシアのもんだ、こう

いう教育をずうっと受ければ当たり前になっちゃうんですよ。ですからね、やっぱり国
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の、何ですか、学習要領にはそういうことはないかもしれんですけども、やっぱりね、

やっぱり教育長が校長に、こういう時事、時事ですね、今の、生の事件を説明するよう

な教育をぜひともしてほしいと思うんですけども、どうでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員さんの御質問につきまして教育長がお答

えいたしますが、その前に一言私の方も。

本当に教育のすごい力というのは、あれだけ中国全土にあれだけの人がすごいデモを

して暴動を起こして、しかも若い方たちが物すごくおられたということで、教育の持つ

力の使い方によってはこんなことも起こるんだということを物すごく強く感じました。

ただ、中国、だから日本ももう少し考えろというわけではなくて、やはり中国はあのこ

とで全世界から大きく品格をおとしめたと思いますし、また信頼も失ったんではないか

というふうに思っております。

教育長の方に。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 本当に中学校の生徒や小学校の生徒も、青島のイオンのスー

パーが略奪に遭ったり、すべてのいす投げられてたり、南部町のハーネスさんですか、

焼き討ちに遭ったりした姿は全世界に配信はされておるわけです。私が云々ということ

よりかも、それぞれの学校でですね、やっぱりホットなことてっていうのは一番子供の

心にも残りますし、そういった行為がどうなのかてっていうこと、あるいは、ここに、

これが今の小学校と中学校で使ってる教科書でございます。（教科書を提示）そういう

中にあって、やっぱりその諸遊議員のお怒りの気持ちやいろんなこともよくわかるわけ

ですけれども、なかなかここのところが教育のもんてっていうのと、それから学習指導

要領に出ておる、それを受けての教科書という形になってきます。

いずれにせよ、尖閣諸島のことも竹島のことも北方領土のことも当然載っております

し、ただ、韓国にしましても中国にしましても日本の植民地だった。特に韓国の植民地

だったことてっていうのはですね、非常に歴史教科書の中でこれだけ苦労させられたて

っていうことを徹底的にある面では、私も教科書見たことありますけれども、書いてあ

ります、かなりの量として。中国もそうだろうと思います。やっぱりそういうのが、若

い人たちがそういった形になっていくてっていいますか、あるいは国家もそういったと

ころをある面で見逃したというでしょうか、何というか、いう面もあったではないかな

と思います。なかなかこういう問題は一つの教育委員会が考えるてっていうよりかも、

もうちょっと上の国の段階できちんと討議し、日本人として、日本としてやっぱり国を

愛するてってのはとても大事なことだと思いますし、自分の領土が云々てっていうのは

だれだって怒りがあるわけですので、その辺は含めて考えていただけたらと思っており
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ます。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 教育長、わしね、教育長の人柄や行動力、好きですよ。

だけどもね、この問題について、一つの教育委員会が、まず大山町の教育委員会が考え

るでなくして国として考えなさいとおっしゃった。もちろんそうです。だけども、いい

じゃないですか、大山町はわしの指導のもと小⋞中学校にやってるんだと、日本のモデ

ルだと。全然恥ずかしくないですよ。悪いことを教えるわけでない。そういう気概があ

る人じゃないですか、あなたは。やりましょうや。全然恥ずかしくない。それを参考に、

沖縄から北海道からみんな視察に来りゃいいじゃないですか、そういう教育。

私、昔、豚飼っておりましたけれども、去勢された豚、今の日本の国民は財産ばっか、

所得ばっかふえて、去勢、もう勢いがない。悪いことは悪い。つまり、私ずっと考えて、

何で日本人は、そういう北方領土にしても韓国にしても尖閣諸島にしてもよう言わんだ

ろうかと。これまでいろんな事件がありました。つまりね、経済が優先したんですよ。

まあここは玉虫色にして、何ていうか、経済貿易を今より盛んにしよう。まあまあまあ

まあ、竹島問題にしても尖閣諸島の問題にしても昔からあったことです、まあまあまあ

まあと。これは経済優先。経済優先で、経済が発展することは必要なことですけども、

心を売ってしまった。日本人として確固と、自立国、独立国としての主権を日本人はな

くしてしまったと私は残念に思うんですけども。

あと５分だけ。教育長に答えてもらうと長いですな。

つまりね、私はね、特にもう中学生になったら、なぜ北方領土は日本の領土なのか、

これ具体的に教えないとだめだと思うです。

例えば北方領土、これは昭和１６年、１９４１年、日ソ中立条約、これは不可侵条約

と言ったりしますけども、これはとにかく日本は、アメリカ、中国、あちらと、英国で

すか、戦争してるので、北方はソ連と攻めてきちゃいけんよという条約を結んでた。そ

れが１９４５年、昭和２０年の８月８日、もう終戦間際になって一方的に条約を破棄さ

れてずうっと入ってこられた。こういうね、そして入ってこられて北方領土を占領され

て、今もってロシアの領土だと言っとる。こういうことをきちんと教える。

それから竹島にしても、これは１９５２年ですか、昭和２７年になりますか、その当

時の韓国ではイ⋞スイマン、日本語では李承晩という方が一方的に、ここまではうちの

領土だぞ、水域だよてって線を引かれて、それからもう日本人が拿捕されたり、拿捕と

か死傷者、結構０００人ぐらい出ておりますね。拿捕の舟が３２８隻。でも日本はそ

のとき何もよう言わなかった。つまり、腑抜け、去勢された豚なんですよ。去勢はいけ

ません。去勢でいいのは豚と牛ぐらい。

やっぱりね、日本人の強い心、信念を、強い信念を、誇り、これ取り戻すのは教育し

かないんですよ。いかに、日本は今は裕福ですけども、仮に裕福でなくても信念さえ、
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心意気さえしっかりしてれば人間は幸せと思うです。日本は余りにも金銭的な幸せばっ

かり追い詰めたがためにこういう腑抜けの国民になったでないかと思っておりますけど

も、あと３分ですので、教育長と教育委員長に答えてもらって終わりにしたいと思いま

す。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員さんの非常に先鋭的な発言につきまして

は、教育長の方がお答えをするかと思います。

私の方としては、教育委員長というより一人の個人の思いといたしまして、今、大山

町でも非常にふるさと教育というのを力を入れております。私は常日ごろから、例えば

愛国心とか領土とか君が代とか国家とかっていう言葉が、過去の不幸な本当に暗い歴史

にすぐつながってしまう、非常にデリケートな問題であるがために、なかなか口にする

ことができない。でも、このたびのオリンピックでも、パラリンピックもそうですが、

あの選手たちは本当に命をかけて、日本、自分たち仲間のためにもですが、日本という

国家を背負って、あの国旗が上がるときにはやっぱり涙をする。国を愛する心というの

は、これはいついかなるときでもどんなときでも、やはり子供たちにとって、ぜひ持っ

てほしい、ふるさとを愛し国を愛する心というのは持ってほしいというふうに思ってお

ります。これは個人的な思いです。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） お答えにはなりませんけれども、日本人は腑抜けなもんばっ

かりいないと私は思っております。今、委員長が申しましたように、オリンピックでも、

日本人が活躍するとみんなで褒めたたえるてっていいますか、称賛するという気持ちは

ありますし、決して、今のような流れの中で日本人は腑抜けになってしまったとおっし

ゃいましたけれども、そういう面もあろうかとは思いますけれども、そういう人ばっか

りでないということだけを申し上げたいと思いますし、北方領土とかそういうのは、外

務省のホームページで見ますと全部きちんとは載っております。だけど、それをどう徹

底するかだろうということをおっしゃったんだろうと思っております。以上でございま

す。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 終わります。（拍手）

○議長（野口 俊明君） これで諸遊壌司君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、３番、大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 日本共産党の大森正治です。きょうも２問、質問させて

いただきます。

まず、１問目ですけども、就学援助制度の拡充をということで質問させていただきま
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す。

憲法の２６条、まず憲法から始まりましたが、これには義務教育の無償のことをうた

ってあります。それから教育基本法第４条、これに教育の機会均等の内容がうたってあ

ります。そして学校教育法１９条、これには就学援助の内容がありますが、これらに基

づいて、ちょっと長い法律ですけども、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につい

ての国の援助に関する法律、こういうものが昭和３１年に制定されました。これにより

まして、家庭の状況とか裕福な家庭とか貧しい家庭とかにかかわらず、どの子にも教育

の機会均等が一定程度保障されることになりました。それ以来、就学援助制度、これは

国と市町村の責務としまして、就学困難な小⋞中学生の保護者に対して経済的な援助を

する制度として定着してきたと思っております。

そうした中、今、政治による構造改革路線、そして長引く不況のこの影響で、リスト

ラとか非正規雇用の増大による雇用破壊と言われるような事態が起こって、そして賃金

は下がる一方ですし、その上に介護保険料だとか国保税だとか、そういうさまざまな負

担増が続いております。そのために日本の貧困率、これも報道されましたから皆さんも

御承知のとおりですが、２００９年には１ ９％にも貧困率がなっておりますし、ＯＥ

ＣＤ加盟の３０カ国中４番目のこれは高さであるという状況にもあらわれていますよう

に、国民の生活は逼迫し、貧困と格差が広がっています。そして子供のいる家庭では子

供の貧困となってあらわれ、日本の子供の貧困率は１９８０年代半ばから一貫して上昇

し続けております。

こういう社会情勢だからこそですね、親の経済的な事情によって子供の教育を受ける

権利が左右されることがないように、教育費の父母負担を軽くすることが今強く求めら

れています。その一つとして就学援助制度があるわけですけども、今この必要性と重要

性が増しておりますし、小⋞中学生のいる家庭では、この制度の拡充が期待されている

ところであるというふうに私は思っております。

そこで、次の点についてお伺いします。

国の支給項目、幾つかありますけども、それとか、あるいは支給額ですね、これにプ

ラスして、大山町独自に支給項目をふやしたり支給額を上乗せしたりすることを検討さ

れないのでしょうかということ。

それから２点目としまして、施行令の改正があったわけですけども、それによって２

００５年から、今のは就学に関するその施行令ですが、この改正で２００５年から民生

委員の助言を求める必要がなくなりましたけども、大山町では今も継続していらっしゃ

るようですが、その理由は何でしょうか。

それから３点目に、この制度を周知徹底するために、さらにわかりやすい内容のチラ

シにする必要があると私は考えるのですが、できないのでしょうか。

以上、３点お伺いします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。
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○教育委員長（伊澤 百子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの大森議員さんの就学援助制度の拡充をという

御質問につきましてお答えさせていただきます。

初めに、国の支給項目や支給額をプラスして、大山町独自に支給項目をふやしたり支

給額を上乗せしたりすることを検討されないかとの御質問でありますが、御存じのとお

り、準要保護者に対して行う事業につきましては、平成１７年度の三位一体改革により

国の補助金が廃止をされまして普通交付税での措置となり、一般財源での支出となって

おります。平成２３年度の準要保護者への給付額は、小学校の方で約４３０万円、中学

校の方では約４７０万円、合わせて９００万円で、いろんなことを入れますと約００

０万円程度が毎年必要となっております。準要保護の対象者と給付額というのはこの数

年減少傾向にはありますが、今後の財政状況等を勘案しますと、なかなか町単独での支

給項目の追加や、あるいは支給額の上乗せということは、現段階では難しいなというふ

うに考えております。

次に、施行令の改正で、２００５年、平成１７年から民生委員の助言を求める必要が

なくなったが、大山町で継続している理由は何なのかというふうな御質問でありますが、

民生委員さんには、日ごろからこの教育の分野以外にも介護の部分、福祉の部分で大変

にお世話になっております。このことにつきましても、就学援助の該当者、また非該当

者というのを厳正に判断する目的に加えまして、地域のつながりや支え合いを大切にし

ていくためにも、給付の対象者に該当することを証明する書類というものを提出してい

ただいているところです。御理解いただきたいと思います。

最後に、この制度を周知徹底するために、さらにわかりやすい内容のチラシにするこ

とはできないかとの御質問でありますが、新入学される小学生の保護者の皆さんへは１

０月の就学健診時に準要保護の制度についてのお知らせを配布いたしておりますし、小

学生、中学生の保護者の皆さんへは毎年学校を通じて１月に制度についてのお知らせを

配布いたしておりますので、周知は徹底しているものと考えておりますが、チラシの内

容とかホームページの活用など、さらに周知の工夫に努めていきたいと思っております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 確かに小泉改革によりましてこの特定の交付税はなくな

ったわけですけども、その点でわかりにくくなってきているということですけども、で

も普通交付税として措置されているので何らかの形で入っているということは間違いな

いわけで、町全く単独のですから、予算を約９００万円ですか、合わせて。使ってるて

っていうわけではないと思いますので、そのことを考えれば町独自でやれんこともない

じゃないかというふうに思うわけです。それも支給項目を何をふやすか、あるいは支給
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額をどれだけプラスするかにもよるわけですから、これは少しプラスされただけでもや

はりこの利用者の方にとっては本当に助かりますし、子育てについて大山町は、教育委

員会は本当にあったかい目で見てるなと、行政をされてるなということも評価されるわ

けですから、こんなにぽんと現段階では考えられませんというふうに言ってもらうと、

何だ、この程度しか考えられていないのかというふうにも私は思わざるを得ないんです

よね。

ちょっとここであれなんですが、予算執行については町長の判断がありますけども、

これについて、あれでしょうか、教育委員会の方は予算要求する権限があるわけですけ

ども、この点について町長の方と相談されたということはございますか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） このたびの議員さんの質問に当たって、町長さんと増額

をすることについて考えていないかという御質問です。

町長さんと相談をしたり話し合いをいたしてはおりません。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 町長はどういうふうにお考えかわかりませんけども、考

えてもいいじゃないかというふうに思っていらっしゃれば本当にいいんですけども、予

算要求を私はぜひされるよう検討をしていただきたいなというふうに思うわけですけど

も。

ほかのところのぐあいも余り言ってもいけんかもしれませんけども、やはり全国はい

ろいろありまして、支給項目も支給額もプラスしているところはあるわけですよね。例

えばですけども、特に支給項目について言いますと、体操服とか水着を含む体育実技用

具の費用、あるいはヘルメットの、これ中学生だと思いますけども、ヘルメットの購入

費だとか、それから眼鏡の購入費ですね、コンタクトレンズも含めてでしょうけども。

あるいは小学校でいうと算数セットの購入費とか、中学校では製図の購入費などですけ

ども、大山町の場合もこれの中には入ってるものがあるのかどうなのかちょっとわかり

ませんが、もしあればお知らせいただきたいと思いますね。そういうところもあるわけ

です。

これを大いに宣伝すれば、本当に教育については非常に厚く予算化している大山町だ

ということを私も考えてますけども、これがさらに自慢できる部分にもなるんじゃない

かなと、大山町を売る材料にもなるというふうにも考えます。小さい部分かもしれない

けども、こういうところからやっぱり拡充することによって、大山町は教育の町だと、

条件整備が非常に手厚くされてるということにもなると思うんですが、いかがでしょう

かね。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

－４６－



○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 初めに、現在、要保護の子供さん、あるいは準要保護の

児童につきまして、どういった額の給付を、どういった費目について給付しているかと

いうところで、御存じだとは思いますけれども、先ほどおっしゃいました算数セットな

どの教材なんですが、これが入ってるかどうかわかりませんが、小学校１年生も、ある

いは２年生以上も１万１００円というのをお出ししてます。それから中学生になられ

ますと２万７００円いうことで、あと入学時につきましては、小学校の場合は１万

９００円を別途、中学生になりますと２万９００円を別途。それ以外に通学用の品と

いうことで、これがどういうことに値するかわかりませんが、小学校、中学校ともに

１７０円ずつをお出ししています。それからあと修学旅行費、校外活動費、給食費、ま

た学校病のみが対象となっておりますが、医療費も実費を対象の児童には給付をいたし

ております。精いっぱいの給付かなというふうに思っております。

補足は教育長が行います。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 一つだけお話ししたいと思います。通学用品費の２年生以上

の１７０円てっていうのは、かっぱとか、そういったようなもんを想定しております。

要保護の家庭てってのは生活保護を受けておられる家庭の子供さんですので、新入学児

童の学用品費だとか通学用品費というのは、その生活保護の中から払っていただくとい

う形になっております。今言いましたのは要保護、準要保護の家庭の子供さんのことで

ございます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） ということは、先ほど私が支給項目の例を挙げましたけ

ども、その中には大山町が独自でやってるというものは入っていないわけですね、その

例を出したんですけども。もう一遍言いますと、体操服とか水着用具などの体育実技用

具、ヘルメット購入費、眼鏡購入費あるいは算数セットとか製図セット、そんなような

ものは入ってないですね。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 先ほど申し上げましたが、その学用品の中がどういうの

が中身に対象になっているかわかりませんが、あるいは入ってるかもしれませんけど、

算数セットとして幾らとかという形ではお出しいたしておりません。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） そういたしますと、あれですか、学用品費としてもうぱ
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っと出て、どの項目というわけではない。私も現場におりましたから調べられたことが

あるんですけども、例えばドリルだとか辞書だとか必要なものについて調べて、それら

について出てるというふうに思ってましたが。一つ一つの項目がはっきりしてるんじゃ

ないでしょうかね、その辺はどうでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては担当課よりお答えいた

します。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 議長、教育次長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） お答えします。学用品や新入学の児童用の

学用品、こういったものは国が定めた額がありまして、先ほど委員長が申し上げたのは

その基準の額でございます。で、大山町の要綱で国の示す範囲内というふうに定めてお

りますので、その中でそれぞれの御家庭が購入されたものをきちんと明細を出していた

だいて申請をしていただいて、その枠の中であればその全額をお払いするという形にな

っております。

それで、先ほどの項目が上がった内容ですけれども、例えば算数セットや製図のセッ

トというようなものは入学時に買われるものですので、当然、新入学時の用品、学用品

費の中でお払いすることもできますし、それからヘルメット等も上限が限られてはおり

ますが、通学用品というような中でもお支払いできるかというふうに思っております。

眼鏡といったものについてはちょっと、今この場でちょっと確かなことはちょっと申し

上げることができないかなというふうに思っております。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） ２０１０年から国の支給項目として新設されたものに、

クラブ活動費とか生徒会費とか、それからＰＴＡ会費もあるようですが、もちろんこれ

も大山町には入ってるわけですね、ちょっと確認させてもらいます。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいま議員さんがおっしゃいましたクラブ活動費とか

生徒会費とかＰＴＡ会費というのは、これは生活保護の費用の積算単価として上がって

おりますので、準要保護は要保護、生活保護に準じるというふうになっておりますので、

どの費目かはちょっとはっきりわかりませんが、含まれているのではないかなと思いま

すけれども、この場で明確にお答えすることはちょっとできません。申しわけありませ

ん。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） それはまた、なら確認していただきたいと思うし、もし

入ってなければ、もう法改正で新設されてるようですから、ぜひ入れていただきたいと

思います。

それでですね、やはりこれを拡充していくというのは利用者の方の保護者の願いでも

あると思うんですけども、そういう利用者の方のその声を聞くようなこと、こういう改

善をしてほしいなという、まあ改善に向けての、何でも改善することが必要だと思うん

ですよ。あるままそれをするだけではなくて、あるいは出し渋るという言い方は失礼か

もしれませんけども、そういう考えでやるんじゃなくて、常に改善していく、より利用

者にとって喜ばれるような制度にしていくための改善って必要だと思うんですが、その

ための声を聞くというのは本当に大事だと思うんですけども、私は。そのためのアンケ

ートなどはとってはいらっしゃらないんでしょうか、利用者の方の声を聞くということ

はないんでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 皆様のお声を聞くということで特別にアンケートをして

いるかという御質問でしたけど、特別には行っておりませんが、窓口で御相談にいらし

たり、あるいは書類が上がってきたときに個別に面談させていただいたりというような

中で、お声はいただいているというふうに思っております。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） やっぱり意図的にそういうのも聞いてほしいし、また、

そういう声があるものはできるだけ反映させていただきたいというふうに思います。

次に、法改正によりまして、施行令の改正によって、この認定に当たっては民生委員

の助言を求めるということが必要でなくなったんですけども、教育委員会の方は、本町

の教育委員会はしていらっしゃるということですが、理由がちょっとはっきりしないと

思っておるんですけどもね、非該当者を厳正に判断する目的。信用されないということ

にもつながるのかなと思うんですけども、うがって考えれば。それから、地域のつなが

りや支え合いを大切にしていくため、ちょっと理由としてよくわからないんですけども、

法的にもうそれがなくなったわけですから、そういうものはもうなくしていいんじゃな

いかなというふうに私は思うんですけどもね、その理由もちょっとはっきりしないなと

思うんですし、それから、本町ではないのかもしらんですけども、これまでそういう民

生委員さんの助言によってトラブルも起こってると、人権問題というようなことも起こ

ってると、全国的にはですよ、という話を聞いてるんですよ。そのために多分法改正に

なってこの部分が削除されたと思うんですけども、本町ではそういうことがなければい

いんですが、やはりね、必要ないものはなくてもいいんじゃないでしょうか。申請書と
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そのほかの書類だけで認定することが十分できるんじゃないでしょうかね、と思うんで

すが、やっぱり必要ですか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員さんの御質問ですけれども、本当に民生

委員さんには多岐にわたっていろんなお世話をいただいております。今非常に地域が連

帯が希薄になってきてるという、これは田舎においても同じことが、決して都会だけじ

ゃなく、田舎においても言えるかと思います。また、新しい方たちが次々に入っていら

したり出ていかれたりというような入れかわりも激しい中で、本当に民生委員さんも把

握をなさるのも大変なことだというふうに思いますが、逆に言いますと、そういう御家

庭がある、そしてその御家庭に対するいろんな支援がもし何かのときに必要になれば、

やはり地域のつながりという意味で民生委員さんにもぜひお世話をいただきたいという

ような思いもあって、恐らくこの制度を大山町としては残してるというのではないかと

思います。

あとは教育長よりお答えします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） もう委員長さんが全部言われましたけども、まさにそのとお

りだと思います。やっぱり子供てっていうのは、いつも地域の中で育てるという形がや

っぱり一番大事だろうと思います。根なし草のような子供を育ててはならんと思ってお

ります。やっぱりそのためにはたくさんの人の目で見ていただく、あるいは援助、民生

委員さんとして援助ができることはまたしていただく、そういう意味からもやっぱりた

くさんの人の目、地域の人の目という中が一番、そしてまた、新しくぽっと来られた方

でも地域の人とのつながりの一つのきっかけにしていただけたらという思いもありまし

て、民生委員さんには大変御迷惑かけたりお世話になってるわけですけれども、今後と

も続けていこうと思っております。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 民生委員さんの機能がそういうプラス面に働くのはやぶ

さかでないんですよ。当然そういう方がいいわけであって、子供の成長、このコミュニ

ケーションなどにとってはいいわけですから、それはいいんですよ。それはそれでいい

んですけども、なぜその認定に当たって教育委員さんの所見を求めて、それを認定の資

料、一つの資料にされないけんのか。そこまで必要ないじゃないかなと思うんですよ。

いろいろと困っていらっしゃったら助言していただいたりね、こういう制度があります

から利用されたらどうですかっていうふうに言っていただくのは、これはもう本当にう

れしい限りだし、本来の民生委員さんの仕事だないかなと思うんですけど、何かそうい
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う所見を書いて出せということは、チェックをされるような、マイナスの意味でのチェ

ック機能にもなるんじゃないかなということで。だから法律もそれが削除されたと思う

んですが、その点で私はちょっと問題にさせてもらってるんですよ。わかりますか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） マイナスに働くチェック機能になっているのかというの

が、私たちのところにはそういうお話を聞いておりませんので、それがそういうことを

することによって何かこうトラブルのもとに発展をするという話はまだ聞いておりませ

んので、大山町にもしそれがマイナスに働くというようなことがあるとすれば、またそ

のときには検討していくことが起こってくるかもしれませんが、今のところは、そうや

って民生委員さんが地域のさまざまな方にいろんな目を注いでいただいている、温かい

目を注いでいただいている、その地域のことをよく理解していただいていると。また逆

に言えば、そういうことを理解していただくことを民生委員さんに何とか大変でしょう

がお願いをいたしますというような意味で続けさせていただいてるというふうに御理解

いただきたいと思います。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） どうも私の意図が十分伝わってないのかなというふうに

思うんですけども、大いに民生委員さんのいい意味での機能をね、発揮していただくの

はいいんであって、法律にまでなくなったものを今も続けるということは必要ないじゃ

ないかということで言ってますので、まあひとつ検討してみてください。

それからですね、この制度を周知徹底するということは本当に必要だろうと思います。

子育て、非常に教育には金がかかるということで、これが少子化の要因にもなっており

ますので、少しでもこういう困ってる家庭にこういう制度がありますよということで援

助していくことは必要です。そのための制度なわけですから、そのためには皆さんが知

られなければならないと思いますのでね、そのために教育委員会の方としても、先ほど

の答弁にもありましたように、就学時健診のときとか、あるいはほかの学年は１月にチ

ラシを配布してるということですが、そのチラシを私も見させてもらいましたけども、

現場におるときにも見たかなと思ってちょっと思い出してるところですが、ちょっとわ

かりにくいし、これってうちには該当せんじゃないかなんていうふうに思われるような

中身だなというふうに思います。

ですから、もうちょっと具体的な認定基準をわかりやすく、数字的に出すのが困難な

ようなんですけども、でもそこは一つの基準として、これ以下だとか、所得の額はこれ

以下だとか、あるいはこの補助の内容についてはこういうものがこれだけ出ますよとか、

そういうふうな具体的な数字なども示しながらわかりやすいチラシだと、よりいいかな

というふうにも思いますし、そういうものを表記していただくということがね。それに
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ついてはどう思われますか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ここに、保護者の皆様へとか新小学校１年生の保護者の

皆様へという準要保護制度についてのお知らせという、ちょうど事務局が用意をしてく

れた書類もあって目を通してるんですが、これに限りませんけれども、本当に何かいた

だこうと思うと書類って非常に煩雑で、いろいろなものをあわせて提出しないといけな

いなということは、私も個人としては、個人的にはいろんな、これじゃなくていろんな

場で感じております。

わかりやすくというふうに思ってはおりますけれども、このまた対象になるためのさ

まざまな算定がありまして、その中の一つに、やはり御家族の数が、あるいは働いてら

っしゃる御家族の数、同居をなさってる方の総所得といったようなところがどうしても

必要となってしまうので、もう明白にこれぐらいの所得の方にはこれぐらい出ますよと

いうふうなことがなかなか申し上げにくいので、ここにも書いてありますが、一定の要

件が、所得制限など一定の要件がありますので、詳しくは教育委員会事務局学校教育課

までお問い合わせくださいという一つを、ちょっと大きい字で入っております。本当に

わかりにくいときには、もうぜひ事務局の方に相談をしていただきたいと思います。

相談をしていただいても要件にうまく該当しないときには、残念ながら申請を受け付

けることができない、受け付けても対象になることができないという御家庭も、やっぱ

りその計算式の中ではありますので、本当に基本的にこういうのはなかなかわかりにく

い、書類もたくさん要るもんだなというふうなことを御承知いただき、御理解いただき

たいと思います。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 私が何でこういうことを特に言いますかいいますとね、

いただいた資料からちょっとはじき出して見ました。それは就学援助のこの受給率とい

うんでしょうかね、どれぐらいの率で受給している家庭があるかということを調べまし

たら、全国平均では大体１割、１０％の児童生徒が受給してるという数字が出ておりま

すけども、私も前から聞いたことがあるんですけども。

それで本町の場合、ちょっと平成２４年の資料を数字ではじき出しましたら、３つの

中学校全体では１１％の生徒が該当してるようですし、ところが４小学校、４つの小学

校ですと６％なんですよ、計算してみましたら。これえらい低いな、何に原因しとるの

かなということをちょっと私なりに分析したんですけども、やはり小学校の保護者への

周知が不十分ではないのかなというふうに思いました。私なりの解釈なんですけども。

またはじき出してみてもらったらいいんですが、その辺も分析していただきたいんで

すけども、もし小学校の保護者の方がこの制度を知られないと、該当すべき家庭なのに
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知られないといううちもあるかもしれませんですよね。ですからその周知のために、特

に初めて小学校に入る家庭というのは全くわからないと思うんですよ。ですから、とり

わけこの就学時健診の際の、秋に行われるそのときの説明を丁寧に、丁寧にというか、

ただチラシを配って終わりじゃなくて、こういう制度があって、これはこういうもので

すからどうぞ必要でしたら御利用いただきたいということを、校長先生なり、あるいは

該当の先生から説明をされることが一つのまた大事なことじゃないかと、子供一人一人

を大切にすることにもつながっていくんじゃないかなというふうに思いますけども、い

かがですか、その点。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては、教育長の方がお答え

いたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 今、認定率のことがありましたので、ちょっと数字が間違っ

ておりますので、ちょっと訂正させていただけたらと思います。

平成２４年では、小学校が ７％、中学校で１ ４％でございます。それから平成２

３年度で、小学校が８％、中学校で１ ３％です。それから２２年度は、小学校で９％、

中学校で１ ６％でございます。

おっしゃいましたように、これが今考えております、１０月の新入生の新小学校１年

生の保護者の皆様へという今考えておる書類です。（資料を提示）ことしの来年１年生

になってくる保護者の皆さんにお渡しする準要保護の家庭の皆さんへの文書、またこれ

から手直しをしようと思いますけれども、とにかくわからないことがあったら学校教育

課にお電話くださいということと、制度の対象者てっていうのは生活保護法による保護

を受けていない方だと、で、対象者はこういう方ですとかいうのが１番から８番までで

すね、あります。町民税が非課税であるとか、あるいは生活保護法に基づく保護の停止

または廃止があった方だとか、国民年金の掛金の減免を受けた方だとか、そういった方

が、８項目ありますけれども、なりますよということも含め、詳しいことてっていうの

はぜひ学校教育課にお電話くださいという形でいこうと思います。書類てっていうのも

必要で、それが終わってから今度は全部の２年生以上の保護者の皆さんに、委員長が申

しましたように、準要保護の制度についてお知らせという形でもう一回お知らせすると

いう形をとっております。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 私がちょっとお願いしましたのは、特に新１年生に入る

保護者向けに対して、その説明会のときに口頭できちっと説明していただきたいなとい
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うことですので、お願いしときたいと思います。

もう一つですね、こういう声を聞くんですよ。支給されるのはありがたいんだけども、

その支給が後から払われるので、その立てかえしとかないけんというのがありますよね。

特に給食費とか修学旅行費、兄弟が多いと小⋞中学生に高額になりますけども、そうす

ると非常にえらいと、本当に立てかえとかないけんのがえらいという声も聞くんですよ。

ですから、せめてはっきりわかっている、その大体予想がつきますから、その実費負担、

実費支給されてるんですけども、大体予想がつくその半分ぐらい、約ね、でも先に出し

てもらうといいのになということがあるんですが、そういう声を聞くんですけどね、そ

ういうのは検討できませんでしょうかね、そういう点については。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） では、ただいまの議員の御質問につきましては担当課よ

りお答えをいたします。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 議長、教育次長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） ただいまの御質問でございますけれども、

今現在は、それぞれ学期の終わりに支払いをさせていただくようにしております。事前

支給できないかということでございますけれども、例えば４月、５月、年度の初め、１

学期の場合ですけれども、４月、５月というのは前年の認定状況に基づいてやっておる

わけですが、６月に前の年度の所得がきちっとわかってきまして再度認定し直すという

ことがございまして、その場合に前年度より収入が、世帯の収入がふえたことで認定か

ら外れるというようなケースも実はございます。それから、それは１学期に限らないこ

とですが、結局転出されたりとかそういった場合に、もしも事前に払っていれば逆に返

していただかなきゃいけないというようなことも想定されます。それから、大変申し上

げにくいこともあるんですが、それぞれ目的があって給食費であるとか学用品費である

とか決まった額をお支払いするんですけれども、場合によってはお払いしているはずの

給食費が滞納になったりというようなことも過去になかったわけではございませんで、

そういったことも含めて、今のところは学期の終わりにという形で支給をさせていただ

いているという現状がございます。

で、これを変えれるかどうかということ、半額というような発想はちょっと今まで持

っておりませんでしたので、ちょっと可能なのかどうなのかも含めて検討はしてみたい

と思いますが、先ほど申し上げたような理由で、前もっての支給はちょっと難しい部分

があるかなというふうには思っております。以上でございます。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 了解しました。
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それでは、２問目に行きたいと思います。

２問目は、大山のことです。大山の頂上碑をどうするということで質問させていただ

きますけども、皆さんよく御存じで、大山登山されると、頂上に登るとこういう碑が２

つあります。（資料を提示）議員の皆様も御存じですけども、この中の家の屋根の形を

したような、いわゆる頂上碑というふうに呼んでますが、このことについて質問させて

いただきます。

大山登山して、だれもがこの終着点としてたどり着くのがここです。この大山頂上

７１ ６メートルと記してありますけども、この頂上碑です。登山者は、だれしもこの

碑の前に立って喜び、そして征服感、そして解放感に浸ると思います。私もそうです。

この頂上碑はだれの手によってつくられたのか、それから、いつからここにあるのか本

当にわからないというなぞめいた碑だそうですけども、しかし、この碑というのは、そ

れだけにでしょうかね、存在感もありますし、あるいは歴史的遺産と言ってもいいので

はないかというふうに私は思います。

ところが、この頂上碑が今崩落の危機にあります。南壁の激しい崩落によって碑のす

ぐ後ろまで侵食が進んできております。このままだとあと数年もつかもたないか。気象

条件によっては一気に崩落が進んでしまうというおそれさえあります。そのため大山山

頂のこのシンボル的存在である頂上碑を守るために、早急に動きをつくっていく必要が

あると私は考えます。

聞きますと、平成１８年から２１年まで３回、頂上碑に関する検討会が開催されてい

るそうです。大山町の方でイニシアチブをとっての検討会であったそうですけども、結

論が十分得られないままになっているようです。ぜひですね、この検討会を再開して頂

上碑のあり方について結論を急ぐ必要があるというふうに私は思いますが、そこで次の

点を伺うんですけども、町長はこの頂上碑についてどう認識していらっしゃるでしょう

か。それから、この崩落の危機に対しましてどんな対策を考えていらっしゃるでしょう

か。以上２点お伺いします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大森議員より２つ目の質問であります、大山の頂上碑をどうす

るかということについてお答えをさせていただきます。

大山に限りませんけれども、登山をしたときに頂上の碑や標柱を見ると、疲れが一気

に引いていきます。そして大きな達成感が込み上げてまいります。また、記念写真はど

れも笑顔のものばかりなのは私も同様でございます。私も毎年のように、ここ就任をさ

せていただいてから、大山の夏山開きの山頂祭、６月にあるんですけれども、そちらの

方に毎年山頂に登っております。山頂碑の前でみんなと一緒に写真を撮ったりしておる

ところでもあります。登りますと、とてもいい汗をかきますし、また体力にも自信がつ
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きます。本当にすばらしい経験をするところであります。

大山の山頂碑は、議員御指摘のとおり、だれが置いたものかわからないものでござい

まして、頂上を保護する会の活動の中で現在地に固定されたものと認識をいたしてると

ころであります。山頂付近の崩落に伴いまして、この山頂碑もいつの日か崩れ落ちるの

ではないかとの御心配をいただき、大山町では１８年ごろから、各関係団体の皆さんに

声をかけさせていただきながらいろいろと議論をいただいてきた経過がございます。平

成１９年度には山頂付近の詳細測量を実施をし、それ以来、山頂の崩落状況を監視して

いるところであります。

まず、山頂碑をどう認識しているのかとのお尋ねでございますが、さきに述べました

ように、山の頂にはなくてはならないものでありまして、また、なくなることによって、

その山そのものの価値にも影響が出てくる、影響を及ぼすということ、大切なものであ

ると認識をいたしています。

次に、崩落の危機に対しての対策ということでございますけれども、御承知のとおり、

山頂は林野庁の所有でありまして、国立公園は環境省、国立公園としての管理は環境省

であります。また、登山道の木道部分の設置の管理は鳥取県となっているところであり

ます。したがいまして、本町には、特に何らの義務あるいは権利、そういった状況には

ないところであります。直接何らかの手をこう下すことができないという状況下にある

というのが今の町の状況にあります。しかし、大山は私たちの町のシンボルであります。

そういう状況ではありますけれども、知らない顔のままということには到底できないな

というところでありまして、現在そういったところが現状であります。

今のところ、この山頂碑の今後を考えるために頂上を保護する会というのがあるわけ

ですけれども、そちらの方での音頭をとったり、その会議で示された方針によって、年

２回程度のこの崩落の現状、状況を現地確認しているというのが現状でございます。そ

ういったところでございまして、今後も継続して監視ということについて取り組みを続

けていきたいというぐあいに考えます。崩落の進行が確認されてくるという場合には、

本町から、先ほども言いました、いろいろな関係機関に声をかけていったりして対応策

を検討していくということになると思っております。本町においては大山のシンボルで

ありますので、そうした労を惜しむつもりは全くございません。今後も関係機関と連携

をしながら大山の魅力維持、継続に尽力してまいりたいと考えております。以上で答弁

とさせていただきます。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） じゃ、認識としては、本当にこれは大事なものだから何

とかしなければならないという認識ということですけども、ですから、いざいうときに

はすぐに町としても対応したいということですが、本当に崩落の危機があるからという

ことで過去３回、本町の方で音頭をとっていただいて検討会が持たれたようですけども、
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これさっき町長は、頂上を保護する会で音頭をとっていきたいというようなことですけ

ども、また検討会とは別な形で、今度はこういう頂上を保護する会でやっていきたいと、

会議を持ってどうするかを協議していきたいということでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 頂上を保護する会の事務局といいますか、事務方が観光商工課

の方に……（発言する者あり）

ちょっと私が誤解してるようですので、担当課の方にかわります。

○観光商工課長（福留 弘明君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。先ほど町長の方が、答弁の中で頂上

を保護する会という名前を出させていただきましたが、山頂碑の今後の行方を検討する

ための検討会議を、じゃあ大山町で音頭をとりましょうといいましたのが頂上を保護す

る会の席上であったということでございまして、決して頂上を保護する会がこの山頂碑

の保護の主体になるという意味ではございませんので、御承知おきください。よろしく

お願いします。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） それでいいと思います。あくまでも本町が、したがって

どんどんやるということではないと思います。そういう話し合いの場を持つ、持ってい

ただくと、その音頭取りをしていただくということでいいと思うんですよね。環境省と

か、あるいは各種団体いっぱいありますので、そういう人たちを集めていただいて、皆

さんの合議によっていい結論を得るようにしていただきたいと思うんです。その音頭を

お願いしたわけです。

ですからどこの組織だろうといいわけですけども。ただね、最後の方にありましたけ

ども、それを今後も継続してその崩落の様子を監視しながら、これの崩落の進行が確認

された場合には声をかけさせていただくと、本町から関係機関に声をかけさせていただ

くという、ここなんですよ。いつ崩落するかわからないというふうに私は思います。こ

のごろの異常気象というですか、すごい雨が降ったり豪雪だったり、あるいは風も吹い

たりで、いつ一気に侵食が進んで崩落するかわかりませんので、これね、状況を見なが

らじゃなくて、やっぱり今すぐにもう一度その会を立ち上げていただいて協議し、結論

を得るようにしていただきたいというふうに思うんです。そういう意味でのこの質問な

のですけども、どうですか、やはりすぐにこの会を再開するつもりはないんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 山頂の碑の対応ということでございますけども、会の中、頂上
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を保護する会の中でもいろいろと話が出てきております。実際に調査をしたという経過

もあるわけですけれども、資金の問題であったりとか、あるいは実際の管理をしていく

ところはどこが根を持っていくのか、あるいはそういった取り組みをどうしていくのか

というようなところがあります。その取り組みをすぐすぐということになかなかなって

きていないというのが現状でございまして、この頂上を保護する会の中から声が出て関

係機関と話し合いを出したりしてるという経過はありますけれども、なかなか具体化、

具現化ということに至ってないというのが現状であります。会の中で話を今後の中でも

出していくということは必要であると思いますけれども、そういったことを進めていく

中で、さまざまな関係機関の方々との御協力もなければ一つ一つは実っていかなければ

いかないのではないかなと思ってるのが現状でありまして、そういう状況がここずっと

続いてるということであります。

以上、そういうところにお答えをちょっとさせていただきます。

○議員（３番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（３番 大森 正治君） 資金の問題とか、そのほかいろいろな課題はあろうかと

思いますが、そういうことを話し合うための会、どうするかということをできるだけ早

く結論として出しておいた方がいいから、早くこういう会を持たれたらどうでしょうか

というふうに今言ってるんですよね。ですから、音頭をとって声をかけていただいて集

まってもらって協議をするというだけのことなんですけども、いろいろな課題が山積す

る中で本当に担当課も大変だろうと思ってます。頂上を保護する会の担当でもあります

し、その会の中でも声が出ると思うんですけども、ぜひこれに限っての結論を急ぐよう

な、どうするかということを結論出していただくような、そういう会を早く立ち上げて

いただきたいというふうに思います。そういう意味での私の質問なんですけども、わか

っていただいてるでしょうか。最後にそれ、ちょっと確認して終わりますから。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 思いと趣旨はよくわかります。担当の方で、事務方の方でそう

いった経過を含めて話し合い等々が進んでいるかもしれませんので、少し時間を担当課

の方にいただきたいと思います。

○観光商工課長（福留 弘明君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。今後の協議でありますけれども、町

長の答弁にも若干ございましたように、この山頂碑を囲んでおります木道部分につきま

しては鳥取県の設置管理ということもございまして、山頂碑を動かすということは、あ

るいは何かするということは、この山頂付近にあります木道全体の移動という問題も出

てまいりますものですから、そういった面で鳥取県の担当部署につきましては、口頭で
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はございますけれども、近日中の協議実施ということを申し入れているところでござい

ます。ことしの７月に現地で再測量を行いましたところ、最大侵食エリアで５０センチ

程度、５年間で５０センチ程度の崩落が認められております。ということで、そんな長

い時間はございませんけれども、危急の状態でもないというふうには判断をいたしてる

ところでございます。以上です。

○議員（３番 大森 正治君） 以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） これで大森正治君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は２時３５分といたします。休憩

します。

午後２時２６分休憩

午後２時３５分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

それでは、次、１４番、岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。私は２問、質問を提出しておりますが、１問目の

いじめに関しては昨日から既にお二人の議員が詳しく質問されております。それでもせ

っかく通告しましたので、違った視点からひとつ御答弁をお願いいたします。

いじめを許さない学校づくりをということでございます。

大津市の中学校におけるいじめによる男子生徒の痛ましい自殺は、全国に大きなショ

ックを与え、それ以降いじめが次々と明らかになり、自殺も全国で相次いでおります。

いじめの卑劣さや残酷さは到底許されるものではなく、大きな憤りを感じているところ

でございます。

大津市では、自殺後の校長、教師、教育委員会の対応は全くもって不適切であり、隠

ぺい体質そのものでございます。生徒に行ったアンケート調査の中に、重大ないじめに

関する情報、つまり、葬式ごっこ、自殺の練習といって首を絞める、死んだスズメを口

に入れられていたなどと具体的な事柄が書かれていたにもかかわらず、公表もせず、い

じめが自殺の原因とは断定できないと主張してきていたのが指摘されると、見落として

いたなどといいかげんな態度でございます。担任の先生は、いじめでなくけんかだと思

ったと言っておりました。いじめでなく、けんかが許されるのか。記者会見で校長、教

育長がこんなことを平気で言う、その感覚に問題があると思っております。なぜ真摯に

対応できなかったのか、自分の保身だけを考えている事なかれ体質だと思っております。

大山町の教育委員会や各校長は、あのようになってはほしくないと思っております。

そこで、いじめを許さない学校づくりについてですが、いじめは卑劣で残酷で、そし

て人間の尊厳の否定であり、人格否定という重大な人権侵害であります。しかし、そう

いう認識が児童や生徒には不十分だと考えられます。それが、いじめを取り巻く児童や

－５９－



生徒の見て見ぬふり、無関心を誘っているのではないでしょうか。そして、いじめを容

認したり正当化したりする考え方につながっていると考えられます。こうした実態から、

いじめを未然に防止するためには、被害者の深刻な精神的苦痛に思いが及び、心からい

じめを憎むような深い認識を持つようにすることが必要と考えます。被害者よりも加害

者の人権を大事にするという、そういう考え方はおかしいと日ごろから考えております。

いじめを許さない学校づくりに不可欠な以下の項目についてどうお考えか、質問いた

します。 ふだんから児童や生徒の実態把握や分析、 教師のいじめに対する厳然とし

た対応力、児童や生徒の良好な人間関係づくり、児童や生徒に対して、いじめは人権侵

害に当たり許されない行為だという意識教育や、いじめに対応する行動力。以上につい

てお考えをただしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） いじめを許さない学校づくりをという視点から、４つの

項目について御質問をいただきました。

いじめ問題につきましては、今回の議会で、先ほど議員さんもおっしゃいましたよう

に２人の議員さん、そして本日３人目ということで、いろいろ答弁をさせていただきま

したこととなるべくダブらないようにお答えをしたいというふうに思っております。

まず、議員さん御指摘のとおり、一人一人の人権感覚を高め、いじめを許さない学級、

学校づくりというものをしていくことが本当に大切なことだと考えております。これは

学校教育の人間教育のまず基本、根幹の部分だというふうに位置づけております。そし

て、そのためにも不可欠なこととして上げていただいた４項目は、まさに私たちもとて

も重要と考えて取り組んでいるところです。

１点目の、ふだんから児童や生徒の実態把握や分析、２点目の、教師のいじめに対す

る厳然とした対応力は、教師の資質、特に人権感覚というものに大きくかかわるものだ

と思っています。昨日の西尾議員さんの御質問の中で触れたことにも通じますが、小さ

なサインを見逃さない、小さな変化に気づく目を持つといったことがとても大切だと思

っています。子供に小さな変化があったとしても、教師の人権感覚とか感性によっては、

見ようとする者には見えるけれど、見ようとしない者には見えないということもあろう

かと存じます。また、いじめに限らず人権侵害と考えられることがあったときに、教師

が絶対に許さないという強い意思を持って指導に当たれば、児童生徒にもその熱意は伝

わると考えております。教師自身の高い人権意識の育成というのが大変必要だというふ

うに思って取り組ませていただいています。

３点目の、児童や生徒の良好な人間関係づくり、４点目の、児童や生徒に対して、い

じめは人権侵害に当たり許されない行為だという意識や、いじめに対応する行動力とい

うものは、児童生徒の心の教育、つまり人権教育や道徳教育にかかわるものだと考えて
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おります。良好な人間関係をつくるために必要なことは、やはり相手の立場を理解し、

相手の立場に立って考えたり行動したりすることだと考えております。また、いじめを

含めて人権侵害というものは決して許さない、そのような場面があれば勇気を持って正

しく行動するといったことは、まさに人権教育で目指しているところです。現在も、各

学校ともそういう認識を持ってしっかり取り組んでいただいておりますが、さらに児童

生徒の心を育て、教師の資質を高めていくために、そして、いじめを許さない学校づく

りを進めていくために、人間教育や道徳教育に今後さらに一層力を入れていくことが大

切だというふうに考えております。以上です。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 鳥取県の平井知事は、大津市の中学生がいじめ自殺をし

たとされる問題を受け、今回の事態は非常に遺憾なことで教育関係者の猛省を求める必

要があると感想を述べられております。県の教育委員会との間で結んでいる教育振興協

約、鳥取県の子供たちの未来のための教育に関する協約でございますが、それに、その

中にいじめ問題に関する目標も盛り込みたい意向だそうでございます。これに対し教育

次長は、来年度からと言わずにスピーディーな動きにしていくことが大事だと言ってお

ります。数値目標を定めるというよりも、学校は子供にとって心を開く安心、安全な場

所であることが大前提だと語っていらっしゃいます。いろいろな具体的な項目が８月の

校長会で示されたようですが、これを受けて何か具体的な行動をされるのかどうかお伺

いいたします。

それから、文部科学省の９月５日に打ち出したいじめ対策アクションプラン、これも

いろいろと、いじめ対策チーム新設とかスクールカウンセラー、社会福祉士など学校と

家庭をつなぐスクールソーシャルワーカー、これらの大幅な増員とかいろいろと対策を

打ち出しておりますが、これについてはどうお考えですか。この２つをお答えいただき

たい。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの議員さんの御質問でございますが、教育長よ

りお答えをいたします前に、私も一言お話をいたします。

大津市の事件につきましては、私たち教育委員会の方でも、同じ教育委員会として非

常に深刻に受けとめさせていただきました。非常に腹立たしく、そしてまた悔しく残念

でなりません。決してあってはならないことが起こってしまったというふうに思ってお

ります。いじめの問題も、それに対しての対応の仕方も、それを私たちも同じ教育委員

として、教育委員会として、他山の石ではなく、身を引き締めて当たっていこうという

ふうに話し合ったところでございます。

あとは教育長がお答えいたします。
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○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） まず、鳥取県の対応でございますけれども、おっしゃいまし

たように、平井知事さんのお話を受けて県の教育委員会もすぐ動きまして、きのうも言

いましたけれども、一つはいじめ対策指針、１９年につくったもんですけれども、もう

一遍見直すということが一つでございますし、県としては子どもの悩みサポートチーム

というものをつくろうと、それで、もしそれぞれの学校で困ってることがあったら学校

に援助しようというのが一つでございます。

それからもう一つは、学校と警察の連絡制度の拡充をしていこうというのが３つ目で

ございます。これは反社会的な行動や非社会的な行動、いろいろあるわけですけれども、

警察が起こったことを学校に通報する、そして学校が困ったこと、あるいはそういった

ことを警察に言う、この双方向の拡充していこうという流れでございます。二十七、八

日でしょうか、東、中、西に分かれてその説明会もあるようになっております。

それから、きのう申し上げましたように予算が伴うものとして、また９月議会で、県

の９月議会で審議されると思いますけれども、ハイパーＱＵというのを希望する学校に

は県費でやるということでございます。これが１００万ぐらいかかるそうですけれど

も、大山町の７つの小⋞中学校は全部それを受けてやるというふうに今は決まっており

ます。

それからもう一つは、あってはならないことですけれども、万々が一起こったときに

知事部局で、重大な案件が、自殺等の重大な案件が発生した場合には第三者機関を速や

かに設置するというのが知事部局の対応です。知事部局に設置するというのが、大体今、

県教委で考えておることの一つでございます。

それから、国の場合てっていうのは、まだこれから予算も出てくるわけですけれども、

国が考えておりますのは、今わかってるところでは、多様な専門家をいじめ問題アドバ

イザーとして委嘱して、いじめ問題への効果的な対応等について専門的な見地から助言

を得られる体制を整備したいとかですね、あるいは幅広い外部専門家を活用していじめ

問題等の解決に向けて調整、支援する取り組みをやっていこうとか、あるいは、そのも

とになります道徳教育を相互支援して事業をやっていこうとか、議員おっしゃいました

ようにスクールカウンセラーを配置を拡充していこうとか、スクールソーシャルワーカ

ーを配置拡充していこうとか、そういうようなことも国としては今のところ考えてるよ

うでございます。以上でございます。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 文部科学省の打ち出した中で、いじめを繰り返す児童生

徒を出席停止にするという制度がございますが、これ以前からあるようですが、なかな

か運用が広がらないということのようですが、これに関してのお考えはどうでしょうか。
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○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては教育長の方がお答えを

いたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） おっしゃるとおり、学校教育法に出席停止という項目がござ

います。で、この項目は、今までは、要するに学校で暴力を振るう、あるいは危害を加

える、いわゆる正常な授業、学校の活動を妨げる者に対して出席停止をするという制度

でございまして、事実、全国を見渡しましても１０年間で１０件しか、いじめに関して

っていうのはありません。

それはなぜ難しいかといいますと、出席停止は教育委員会が決定する。例えば法定伝

染病とかそういうやつはすぐ出席停止ができます。これは学校の校長先生がすぐできま

す。ところが、それを出席停止をしようと思うと、まず保護者の同意が要ります。それ

から出席停止した後、そこの生徒の学習権を保障せないけんということで、どう授業さ

せるかと、そういうやなことが出てまいります。そういうことの中から、なかなか出席

停止という行為がとれなかったということがあると思います。

新聞等で品川区の教育長が、いじめ問題についても出席停止という制度を積極的に使

っていこうということを言ったというニュースがありましたけれども、後の手だててっ

ていうのが、どうしても一人のどうせ先生も学習権を保障するとなると、そういう余裕

があるのかということも含めてですね、非常に難しい問題もあると思いますけれども、

新しい一つの切り口でないかなという気はしております。以上です。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 先日の新聞に、文部科学省がまとめた都道府県別いじめ

の把握件数と解決率が出ておりました。鳥取県は７８件、大津の中学生自殺の問題とな

った滋賀県は２２９件。１０人当たりの件数では鳥取県が ２件、滋賀県は ３件。全

国平均が０００人当たりで５０件だそうでして、非常に少ない数字でございます。一

方、熊本県では把握件数が８９２件、０００人当たりの件数が３２９件、解決率が

９ １％と全国でも最高な数字が出ております。非常に多い県、少ない県、把握の数字

に開きが出ております。一番解決率、把握件数の高い熊本県では、２００６年から毎年、

全児童生徒を対象に無記名式のアンケートを実施しており、県教育委員幹部は、いじめ

をきめ細かく把握し、解決に向けて一丸となって取り組んだ結果だと強調していらっし

ゃいます。鳥取県と熊本県の０００人当たりの把握件数、２７倍となっておりますが、

熊本県の対応についてどうお考えでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。
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○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまのお話につきましては私も聞いております。い

じめというのは、先ほどもお答えさせていただきましたが、見えない、見つけ出すこと

ができない難しいところもございます。また、どこからがいじめなのか、あるいはけん

かで終わってしまっているのかというようなところもあるかなというふうに思っており

ます。大事なことは、見つけ出して、そしてそれがきちんと解決できると、これが一番

望ましいことではありますが、だからいじめが少ないというのは、また逆に言えば、い

じめを見つけ出すのがもしかしたら少ないのかもしれないというふうに言えると思いま

す。

大山町におきましては、きのうの答弁でも申し上げたように、いじめだというふうに

上がってきているものは非常に件数が少ない。そして、それはいずれも学校側、もしく

はまた教育委員会と一緒になって解決ができてるというふうに把握をしておりますが、

さらに細かいところ、見えないところにも今後配慮をしながらしっかりといじめ対策を

していきたいと思います。

補足を教育長がいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） ここに９月１２日の新聞がありますけれども、自治体ばらつ

く把握てっていう、それで最大５５倍の差があると。今おっしゃいましたように、熊本

県のいき方、きのうも西尾議員さんおっしゃいましたけれども、どれだけ解決したかと、

９ 何％ということを岡田議員おっしゃいましたけれども、やっぱりその熊本県の場合

は、人口０００人当たりで３ ９人もいじめられとると。かなりの数でございます。

それで解決率が９ ８％ぐらいだと。私は、そういう自治体でばらつく把握てってここ

に書かれておりますけれども、ある面でいうと、その熊本県ではいじめ根絶月間てって

いうのを設けて集中的にいろんな形のものをやってると、県としてやってるという。で

すから、小さなことも上げていく、小さいうちに、小さなサインを見逃さないとか小さ

な変化に気づく目を持つという委員長の答弁がございましたけれども、そういった形で

やっぱりやっていくことの方が、いじめをなくすことについて大切なんじゃないかなと

いうふうに思っております。佐賀県と熊本県の差が５５倍も差があると。この数字てっ

ていうのは、その隠れた数字を私たちは大切にしなきゃいけんのではないかなというふ

うに思っております。以上です。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） まあ多いだけがいいわけではなくて、なかなかここら辺

の判断が難しいところだと思います。

御答弁の中でございましたが、もう一度確認したいんですが、いじめをいち早く見つ
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け対策を行うことはもちろん大切でございますが、根本的な道徳心を養ったり相手を大

切にする心を養う、また、それぞれの個人がそれぞれの違いがございますが、それらを

お互いに認め合い、そしてそれぞれお互いを大切にしていく気持ちを養っていく、そう

いう意識を植えつける人権教育が一番大切だろうと思いますが、人権教育や道徳教育に

一層力を入れていくことは大切だとおっしゃってましたが、具体的に何か変わった対策

を打つのかどうか、これまでどおり力を入れるのかどうか、もう一度お願いいたします。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの岡田議員さんの御質問にお答えをいたします。

本当に人権教育というのは、先ほどの答弁でも申し上げましたが、学校教育の根幹だ

というふうに思っております。そのように位置づけて、校長先生初め学校全体で取り組

んでいただいております。日常の遊びの中から、日常の学習の中から、それは特別に道

徳の時間とか学活、学級活動の時間とかを抽出して人権教育をするわけでなく、日常の

学校生活の中すべてにおいて人権教育、人権という視点で教育を行っていくということ

を、今本当に学校全体で取り組んでいただいております。

総合学習の時間もありますので、割と単発的な人権教育、道徳教育というより、長く、

例えば一人の校外教師の方をお呼びしていろんなお話を聞いて、そしてそこからいろい

ろなことを感じていき、子供たちが質問をしたり気づきを持っていったりして、それが

年間の集大成として学習発表会の場で発表するとかというようなことで、各学校の学習

発表会の、特に６年生とか中学校の場合は３年生などは非常に質の高い発表をするよう

になりまして、やっぱりそれは、学校が長い間かかって一生懸命取り組んできた人権教

育の成果ではないかというふうに思っております。ぜひ、議員さんもいらしてごらんに

なってるかもしれませんが、またぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますし、また、

いろんな場で児童を評価して、また励ましていただきたいというふうに思います。

担当課より補足をさせていただきます。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 議長、教育次長。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 失礼いたします。先ほど学校の人権教育の

取り組みということで御質問をいただきました。

鳥取県、そして本町も、同和問題を中心に人権教育、同和教育というのが大変熱心に

進めてこられた地域であるというふうにとらえています。いじめの件数が先ほど数字が

いろいろ出ている。確かに十分掘り起こされていない部分もあると思う一方でですね、

これまでの取り組みの成果として、子供たちにある程度のその人権意識とか人権感覚と

いうのが育っていて、お互いに思いやる心というのがあるということも一面ではあるの

かなという気持ちも持っています。

で、そういった中で、先ほど委員長が申しましたように、各学校いろいろな形で人権
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教育に熱心に取り組んでおるわけですけれども、こういう今回のことを受けて今すぐ新

たな取り組みというのを考えているわけではございませんが、例えば本当に日常の学級

の問題を話し合う場というようなのが、例えば小学校では学級会、昔から学級会と言わ

れました学級活動の時間がございますけれども、そういったことで年間指導計画の中に

はしっかり位置づけられていますけれども、実際に効果的に行われているか、あるいは

日々の朝の会や帰りの会、こういったところでその日にあったことを話したりするとき

に、しっかりと子供たちが自分たちでそういった問題を話し合うような場が設定されて

いるかどうか、そういったことも含めてですね、日々の取り組みを再度見直してもらっ

て、各学校で取り組みを進めていくことが大事ではないかなというふうに今思っている

ところです。以上です。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） ２問目に移ります。教員評価制度の運用状況と成果は。

公正な人事管理に資するとともに、教職員が職務上の課題を認識して主体的に職務に

取り組み、評価者がその職務遂行状況を公正、公平かつ客観的に評価することにより、

教職員の人材育成及び資質、能力の向上を図り、もって学校組織の活性化に資すること

を目的とするとされております。

運用状況と成果はどうでしょうか。 大阪府では、生徒や保護者による教員の授業

評価を今秋、施行実施予定のようでございますが、児童や生徒による教員の評価は、害

はあってもメリットはないと考えますが、大山町ではやるべきではないと考えますが、

どうお考えでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

ただいまの岡田議員さんの２問目の御質問、教員評価制度の運用状況と成果はという

ことにつきまして、２点の御質問にお答えをいたします。

まず、運用状況とその成果についてですが、鳥取県におきましては平成の１８年度か

ら、現在行われているような教職員評価⋞育成制度というのが始まりました。教職員は

学校教育目標や年度の重点目標というのを踏まえて４月に個人目標を設定いたしまして、

その目標達成に向けて具体的な実践を行っています。そして職務遂行の状況とか職務全

般について１月に今度は自己評価というのを行います。また、その評価者である校長の

方も４月から６月に目標面談を行い、また８月から１０月に今度は中間面談というのを

行い、そして１月から３月には最終面談を行いまして、目標を修正したり、あるいは実

践について指導、助言をしたりするということで、教職員の意欲や資質あるいは能力の

向上を図るということを目的とした制度でございます。

評価⋞育成表や面談の実施報告書の県への提出も定められておりまして、大山町の各

小⋞中学校におきましても、この制度に従いまして教職員評価を実施しております。こ
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の制度によりまして、一人一人の教職員が学校という組織の中で自分の役割というもの

を自覚するとともに、明確な個人目標というものを持った上で日々の実践に当たるよう

になったというふうに考えております。そして、その実践に対する適切な評価を与えら

れるということで、教職員としての資質とか能力や意欲が向上しているというふうに考

えております。管理職にとりましても、この制度があることで人事育成の意識がまた高

まりまして、積極的な指導や助言等につながっているというふうに考えております。

２点目の、大阪市で取り組もうとしている生徒や保護者による教員の評価についてで

すが、岡田議員さんが指摘されるとおり、私どもの方も、これは問題が多く行うべきで

はないというふうに考えております。本当に児童生徒の成長を考えた場合に、本人に対

してはもちろん、時には保護者に対しても苦言を呈すこともあろうかと思います。強い

ことを申し上げる機会も必要かと思います。もしもそのことが教職員の低い評価につな

がるようなことがあれば、保護者だけでなく児童生徒にまで遠慮して当たりさわりのな

い指導しかできない、そういう教職員がふえていくおそれもあります。岡田議員さんの

お考えと同様、大山町ではそのような評価を実施する考えはございません。以上でござ

います。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） 学校の先生は非常に多忙で、本来の児童生徒と触れ合い、

教えていくということがかなりおろそかになりはしないかと心配しております。その上

で児童や保護者の評価があるということになれば、本当に学力テストの点数ばかり気に

する、点数アップばかり気にするような弊害が起こるのではないかと危惧しております

が、大山町ではやらないということでございますので安心しておりますが、ちょっと町

内でちょっと耳にした不確かな情報でございますが、児童の評価を取り入れたいという

学校長がいるようなことを聞きました。この教員評価制度、町の方針は決まってるとは

思いますが、ある程度学校長に一任されてそういう児童の評価も行えるのかどうか、も

う一度確認したいと思います。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問につきましては、教育長の方よりお答

えをいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） どういう形の伝聞とか、そういうのでわかりませんけれども、

こういうことでないのかなという、例えば参観日なんかのときにですね、保護者の皆さ

んに、きょうの授業を見られてどうだったですかとかですね、子供たちは元気に挙手し

たりやっておりましたかとか、そういった授業の評価てっていうのは、それはあるだろ
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うと思います。今おっしゃいましたように、この大阪市やちが目指してるそういう評価

とはね、これは違うことです。そういうのは校長先生が職員とも話し合って、こういっ

たさらによくするためにどうしたらいいのかてっていうのの一つの方法ではあるだろう

と思っております。以上です。

○議員（14番 岡田 聰君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岡田聰君。

○議員（14番 岡田 聰君） わかりました。終わります。

○議長（野口 俊明君） これで岡田聰君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１番、竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） 竹口大紀です。通告に従いまして、今回は１問、質問し

たいと思います。

名和地区の拠点保育所について質問をしたいと思います。

４月から、大山きゃらぼく保育園、中山みどりの森保育園、２つの新しい拠点保育園

ができて、新しい園舎、広い園庭、多くの友達に囲まれて新たな保育がスタートしたと

いうことですけれども、このたび名和地区の拠点保育所の建設地が決定されたというこ

とです。２０１４年４月、今から約１年半後の開所を目指して建設を進めていく計画と

のことです。再編後は、既存の保育所を１カ所残して拠点保育所と２カ所の体制となる

ことが決定していると、先日、教育委員会事務局から説明がありました。

そこで、５つ質問したいと思います。まず１つ目、名和地区の保育所再編に関して、

現在までに教育委員会ではどのような議論がされてきたのでしょうか。２つ目、既存の

保育所を１カ所残す、１カ所残して拠点保育所との２園にするという理由は何かお答え

ください。それから３点目、名和地区の４つの保育所それぞれの人件費を含めた昨年度

の運営費、幾らかお答えください。それから４つ目、拠点保育所の開所に合わせて、保

育所運営の民間委託は行わないのかお答えください。それから５つ目、町長部局は保育

所の再編に関してどの程度関与されてきたのか、そして今後どの程度関与されていくの

か。以上、５つお答えください。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいま竹口議員さんから、名和地区の拠点保育所につ

いてということで５つの御質問をいただきました。少し長くなりますけれども、お答え

をしていきたいと思います。

まず、名和地区の保育所再編に関して、現在まで教育委員会ではどのような議論がさ

れてきたのかという御質問にお答えをいたします。

この大山町の保育所再編の検討というのは、ちょっとさかのぼります。平成１９年に
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教育審議会へ、これからの大山町の保育所のあり方について諮問をしたことから始まり

ます。諮問の教育審議会では、出生数は減少してきているが保育所の児童数はほぼ横ば

いであり、特に低年齢児の入所希望が増加をしている。定員を上回る保育所がある一方

で、定員を大きく下回る保育所もある。あるいは施設の老朽化、保育室やトイレの不足、

駐車場が狭いなど、各保育所それぞれに施設面の課題がある。また、保育所入所の乳児

の増加、未満児の増加、特別支援が必要な児童の増加、あるいは早朝⋞延長保育への対

応などにより、保育士の配置が次第に困難になってきている。緊縮財政の中で職員の増

員や施設の大規模な改修などがなかなか困難であると、現状と課題を分析して約１年間

審議を重ねて、平成２０年の１月に次のとおりに答申が出されました。

まず、定員に満たない保育所のある中山⋞名和地区の保育所は、適正規模となるよう

に統合する。具体的な再編計画を早急に作成すること。定員を超える状況が続くことが

今後も予想される大山地区の保育所については、増築または改築を行うということも視

野に入れて早急に対策を検討すること。早朝保育、延長保育、乳児保育などの特別保育

の拠点化を検討すること。また、就学前教育の重要性を考えて、保育所の統合にあわせ

て幼稚園の設置も検討すること。効率的な財政運営の観点から、保育所の民営委託も視

野に入れて保育所運営方針を検討すること。こういう答申が出ました。

で、この答申を、町報平成２０年の２月号に大きく掲載をさせていただきまして、町

民の皆さんの御意見を募集もさせていただきました。そして、同じ平成２０年の８月に

町内の３カ所で保育所のあり方を考える会というものを開催いたしまして、そこで出た

いろんな御意見や質問、不安といったものをまとめて、今度は町報の１０月号に掲載を

いたしております。

教育委員会では、こういった教育審議会の答申後に何度も協議を重ね、平成２１年の

９月に保育所再編基本方針というものを決定いたしました。主な内容は、まず保育所再

編検討会というものを設置する。各地区に拠点保育所を設置し、各地区１園から２園に

する。そして拠点保育所には子育て支援センターを設置する。完成目標を平成２６年と

するという基本方針でございます。

これを受けて、同じ月に各保育所の保護者代表の方に集まっていただきまして、保育

所再編の推進に係る説明会を開きました。各地区で検討会を設置いたしまして、今度は

具体の再編計画を協議することの了承をいただいたところです。今度は、その後に各地

区で保育所再編検討会という委員を選出していただきまして、各地区とも１０月に検討

会を立ち上げ、翌年の２月までに各地区とも大体５回ぐらい検討会を開いていただいて

おります。で、報告書が提出されました。

その間、保育所再編検討会の経過報告というものは、平成２１年１２月と２２年１月

の議会の全員協議会で報告をさせていただいております。保育所再編検討会の報告を受

けまして、２月に町内３地区で保育所再編について意見を聞く会というのを設けまして、

町民の皆さんから保育所の数や拠点保育所の位置や、またその保育内容などについてい
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ろんな御意見をいただきました。

これらの取り組みでいただいた御意見を教育委員会で検討を重ねまして、今度は平成

２２年３月１５日の議会教育民生常任委員会で再編検討会と意見を聞く会の報告をさせ

ていただき、３月２５日開催の教育委員会で保育所再編方針の決定というのをさせてい

ただきました。

その内容は、まず保育所の数について、中山地区は１園とし、３保育所を統合し、拠

点保育所を新設する。名和地区は２園とし、３保育所を統合し、拠点保育所を新設する。

そして既存の１保育所は存続をする。大山地区は２園とし、所子保育所と高麗保育所を

統合して拠点保育所を新設する。大山保育所はそのまま存続をするとしております。

拠点保育所の位置につきましては、十分な面積が確保できて、周辺の環境が安全な場

所であること、また小学校、中学校に近く、保⋞小⋞中の連携がとりやすいこと、保護

者の利便性というものを考慮して、山陰道などの交通アクセスがよいことの３点に留意

しながら、引き続き協議をする。

また、拠点保育所の内容については、保育サービスをそこに集約をする。子育て支援

センターを併設するといたしております。

そのほかとして、保育所、今度は建設検討会というものを設置し、施設内容とか保育

内容など、具体を協議していくということにしております。

これら再編検討委員会、意見を聞く会の内容は町報の平成２２年の４月号で、保育所

再編基本方針は、今度は町報の５月号で、町民の皆さんにお知らせをしたところでござ

います。

で、４月の下旬には、所長、保育士、調理師の代表で構成をする建設検討プロジェク

トを立ち上げまして、５月には各保育所の保護者代表による保育所建設検討委員会とい

うのも立ち上げました。そして５月２５日の議会の全員協議会による、議会で建設計画

というものを御報告させていただいております。

次に、既存の保育所を１カ所残す理由は何かとの御質問にお答えをいたします。

教育委員会では、教育審議会の答申も踏まえながら、保護者や町民の方の御意見をい

ろいろお聞きする中で、地区ごとのさまざまな再編パターンというものを検討してまい

りました。その中で、施設面においては早朝保育、延長保育、乳児保育、病後児保育な

どの特別保育サービスはもう集約をする。そして対応するための拠点保育所の新築は、

やっぱり３地区すべてに必要だろうというふうに考えました。

ただし、各地区拠点保育所を、もう１園に全部統合してしまうという急激な保育環境

の変化というものは、通園距離の長さとか、保護者の負担がまたふえるのではないかと

か、保育所を選ぶ選択肢がちょっと狭まっていくのではないかなどのデメリットを考慮

いたしまして、教育委員会の出した基本方針では各地区１園から２園とするというふう

に定め、各地区の保育所再編検討会で協議をお願いいたしまして、その報告を受けて名

和地区については３保育所を統合し、１保育所を存続するということにしたところでご
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ざいます。名和地区の拠点保育所建設については、今度はこれから保護者の方に、今度

は事業の説明をいたしまして、御意見をいただきながら進めていきたいというふうに考

えております。

それから、名和地区の各保育所の運営費はということで、総額では約１億２００万

です。で、内訳といたしまして、庄内保育所が約６００万、名和保育所が約０００

万、そして御来屋保育所が約７００万、光徳保育所が約９００万となっております。

拠点保育所の開設にあわせて保育所運営の民間委託は行わないのかという御質問につい

ては、保育所の民営化につきましては教育審議会でも答申をいただいており、教育委員

会でも今後の課題だというふうには思っております。が、民営化となりますと、計画を

決定したり、保護者への説明から移管までには相当の期間をもって、２年以上もって周

到に準備をする必要があるというふうに考えておりますし、まず、そのためには計画段

階で民営化となると財政的にはどうなのか、保護者の負担はどうなのか、また、今まで

やってきた保⋞小⋞中の連携による保育はどういうふうになっていくのかなど、メリッ

トやデメリットの検証、民営化の方法、公立保育所の保育方針との、また整合性、小⋞

中学校との連携のとり方、職員の処遇など、さまざまなことを今度は時間をかけて検討

しなければなりません。名和地区の拠点保育所が完成することにより、保育所の再編と

いうのは一応一段落をいたしますが、これにあわせて民営化を進めるということは、時

間的な問題とか、本当に必要かどうかということ、民営化が本当に必要かどうかという

ことは、まだ今の段階でしっかりと議論がされていない、私どももまだしっかりしてい

ないということもあって、今後の課題だというふうに思っております。

最後に、町長部局は保育所の再編に関してどの程度関与してきたのかとの御質問にお

答えいたします。

町長部局とは、保育所再編に向けた事業を進める上でのスケジュールだとか財政措置

の調整とか建設用地の調整関係、事業規模の調整など、随時協議を重ねてきました。特

に中山みどりの森保育園の建設につきましては、林業関係の鳥取県緑の産業再生プロジ

ェクト事業の補助金１億０００万を利用することがおかげさまでできまして、木の香

りがあふれる木造の園舎を、すばらしい園舎を建設することができました。名和地区の

今度取り組みます拠点保育所建設につきましても、今までと同様に町長部局としっかり

連携をとりながら、有利な財政運営、保育や施設の充実といったことに一層努めてまい

りたいと存じております。

長くなりました。以上でございます。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。短い言葉でございますので用意をしておりません。口頭
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の方で失礼させていただきます。

先ほど伊澤教育委員長の方から話がございました。教育委員会と町長部局ということ

での関与、先ほど述べていただいたところであります。引き続きこれまでの２カ所の拠

点保育所の建設同様にかかわりをさせていただきながら進めてまいりたいと考えており

ます。

なお、この２つの大山、そして中山の保育園の建設につきましては、当初から思いの

中で、まず木のぬくもりのある施設の建設をお願いしたいなという思いを伝えさせてい

ただきました。あわせて有利な補助事業の獲得、このことに精力的に関係、県を含めて

機関に働きかけをさせていただいたところでございます。以上です。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。今、通告した質問が終わりました。２分の質問で

１６分御答弁いただいて、６０分のうち１６分、非常に長かったなと。

よく住民さんがね、テレビ見てらっしゃる住民さんがね、いや、執行部の答弁、竹口

さんのとき、長いへんかと言われる方がいらっしゃるんですよ。わし、長いとな、ちょ

っとトイレへ行って帰ってくるだけどなんて言っとうなる住民さんがいらっしゃってで

すね、恐らくまあ今テレビ見とられる方の１割ぐらいはトイレへ行って帰ってきたのか

なというふうに考えながら答弁を聞いてたわけですけれども、私は、今回質問したのは、

１園残して２園体制にする財政余力があるのであれば、拠点保育所にサービスを集約し

て保育環境を充実させるべきだという立場で質問をさせていただいております。拠点の

サービスを充実させた方が、子供の保育環境、それから保護者の社会状況に合わせた保

育サービス、あるいは職員さんのシフト体制の負担の軽減であるとか、そういったとこ

ろにメリットがあるというふうに思っております。

まず、時間もありませんけれども、事実関係から整理していきたいと思います。

保育所再編検討委員会で結論が出て、名和地区は１つ残して、新しいのを１つつくっ

て２園体制にするという話であったかと思いますが、その再編検討委員会で話をされて

いた内容について質問ですけれども、当時、私も教育民生常任委員会に所属しておりま

したので、保育所候補地ということでいろいろ見に行きました。で、再編検討委員会で

話がされているのは、旧庄内小学校の土地を利用して拠点保育所をつくり、わからない

ですけれども、距離的な問題でか、光徳なりほかの１園なりを残すといったような再編

案が話し合われていたかと思いますが、これが正しいかどうかお答えください。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。では、再編検討委員会で話し合われた中身につき

まして、ただいまの議員さんの御質問に担当課よりお答えいたします。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児教育課長。
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○議長（野口 俊明君） 林原幼児教育課長。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 竹口議員さんの御質問にお答えします。

保育所再編検討委員会の中で、確かにおっしゃるとおり庄内小学校跡地に拠点保育所

を建設し、別に１園を設置するという案と、もう一つ、拠点保育所を建設して１園を存

続するという２案の中で検討されていたというふうに考えております。以上です。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。ということですけれども、現状で建設地、これは

名和中学校と名和小学校の間、周辺の土地を利用するということになっておりますけれ

ども、その土地に拠点保育所を建設した場合に、地理的要因、通園距離の要因としまし

て一番遠いであろう庄内、光徳、どちらかを残した場合に、直線距離で恐らく光徳で二、

三キロぐらいでしょうか、庄内でも同じく二、三キロぐらいになるかと思うんですけれ

ども、これが本当に先ほど最初の答弁にありました通園距離の延長で保護者の負担がふ

えるのかという問題なんです。現状で、やっぱり山合いの地域から送り迎えされて送っ

ておられる方もいらっしゃいますし、現在、保育所によほど近くない限り、ほとんどの

家庭が車で送り迎えされてると思いますけれども、この距離を配慮するという中で１園

残すんだという答弁ありましたけれども、現状で近い方が距離が延びるところは配慮し

て、山合いの地域で今でも距離が遠い方はそんなに距離のことは言わない。もし保育所

を再編して１つの拠点保育所にして通園距離が延びるという配慮をしないといけないの

であれば、今、山合いの地域から長い距離、長い方で５キロ、６キロ、あるいはそれ以

上送ってこられてると思いますけれども、そういう方への配慮は必要ないんですか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。名和地区の保育所４園のうち３園を統合して１園

を残すという基本方針までは立てておりますけれども、どこを残すかということについ

ては、まだ全然検討段階でございます。これからまた検討の委員会というのを恐らく立

ち上げていくことになると思いますが、そのときに、もう１園を残すという、今は基本

方針ですけれども、その園につきましては、ただ単に距離だけの問題ではなく、またほ

かのいろいろな要素も考えて決定をしていくことになるかなというふうに思っておりま

す。すべてこれからということになりますし、検討をしていただくときになりましたら、

同じように保護者の皆さん、代表の方々、園の方の代表の方々、保育士の方々にまた集

まっていただいて検討していただくということになるかと思います。本当に遠いところ

から通っていただく方の負担については考えないのかということを言われましたが、や

はりそういう問題はどの園についても起こっている、現に今もそうだと思いますし、起

こることだと思っております。よろしいでしょうか。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

－７３－



○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。１園残すのは、距離の、距離的要因だけじゃない

と、そのほかにいろいろ要素があるということでしたけども、そのそのほかのいろいろ

な要素というところをお答えください。どういった要素、何が必要で、何のためにその

１園を残すのか、それをお答えください。（「議長、休憩をお願いします」と呼ぶ者あ

り）

○議長（野口 俊明君） 休憩します。

午後３時４６分休憩

午後３時４７分再開

○議長（野口 俊明君） それでは、静かにしてください。

再開いたします。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育……。

○議長（野口 俊明君） 再開します。はい。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの議員の御質問につきましては、担当課

の方よりお答えいたします。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児教育課長。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） それでは、お答えいたします。

拠点保育所のほかに１園残すというのはですね、これから先、子供の出生数はだんだ

ん減ってくるということが考えられます。今の時点で大きな規模の保育所だけを建てる

のではなく、２園にして、当面の間はそちらの小さな保育所の方にも通っていただきな

がら、将来的には１園になるということも検討する場面が来るのではないかというふう

に考えているところです。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。今、新たな理由が出てきました。将来の出生数減

を見越して、大きい保育園だけじゃなく、小さい保育園も残して運営していくと。なぜ

中山地区はされなかったのか不思議なんですけれども、それを話し出すと、恐らく二、

三時間かかってしまいますんで、その名和に１園残すというところをもうちょっと追及

していきたいと思いますが、教育審議会の答申が平成２０年１月に出されました。これ

は約１年間かけて審議されて、議論されて結論を出されたわけですけれども、一番最初

の答弁で、教育審議会の答申、定員に満たない保育所のある中山、名和地区の保育所は

適正規模となるよう統合するというふうにありました。
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教育審議会の答申のここでいう適正規模、何人かというふうに具体的な数が明記して

あります。３歳以上児、園児１クラス当たり１５人から２０人、これが適正規模である

と教育審議会は答申しております。名和地区の人口、今、４月、２４年４月１日現在、

だんだんだんだん少なくなっていってるのは皆さん御承知のことと思いますが、近年で

少ない２歳児、ゼロ歳児の年を見ますと、名和地区全体で２７名、ゼロ歳児は２８名と

なっております。もし２園、名和地区に保育所を残す、１園残して新しい保育所を１園

建設するのであれば、この教育審議会が適正規模とうたう１５人から２０人のクラスと

いうのは、どちらかの保育所ではできない、あるいは両方の保育所でできないという問

題が出てくるのではないのかなというふうに思いますが、教育審議会のこの答申の適正

規模１５人から２０人というのは尊重されないということですか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。では、ただいまの御質問につきましては、教育長

よりお答えいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。竹口議員さんは１園がいいという論点だろうと思いま

す。教育委員会といたしまして一番最初、ちょっともとに戻るわけですけれども、急激

なことで再編検討委員会の皆さんに地域の代表の皆さん、学識経験者の皆さん、たくさ

んお集まりして何回もしていただきました。その中で、中山地区の皆さん方は１園がい

いだ、それから名和地区の皆さんは１園か２園だと、大山地区も１園か２園だという、

再編検討委員会で意見が出てまいりました。それを今、大事にしておるわけでして、こ

れから先、課長がこれから申し上げると思いますけれども、先日もいよいよ建設に向け

てそれぞれの地区でお話し合いをしていく中で、保護者の皆さん、地域の皆さんがもう

１つでいいと、要するに１つで十分だと。私たちは、教育委員会といたしましては、そ

う、確かにいろんなことがあったり、新しい方がいいとか、いろんなことがあるかもわ

かりませんけれども、そんなにそんなに急がんでも、最終的には今さっき申しましたよ

うに１園になるにしてもですね、１つは残して、なだらかにできたらというふうな気持

ちでおります。ただし、今度つくる新しい拠点保育所は将来を見越して、今２７名とか

２８名とかおっしゃいました。含めてですね、それが、全部の児童がですね、入ってこ

れる規模にはしなければならないというふうに基本的な考え方として思っております。

以上です。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。私の質問は、教育審議会で示された適正規模は３

歳以上児のクラスで１クラス当たり１５人から２０人、名和地区に２園保育所を運営す
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るのであれば、現状の２７人、２８人、あるいはこれからまだまだ減っていくことが予

想されますが、その中で適正規模が維持できるのか、あるいは教育審議会のこの適正規

模といった１５人から２０人というのを無視してやっていくのかどうか、そこをお答え

ください。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。教育長の方よりお答えいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 教育審議会の答申そのものがですね、金科玉条ではないと私

は思っております。それは審議会の答申として尊重はいたしますけれども、いろんな形

でこれからも考えていかなければならない。例えば後から出てまいりました民営化の問

題、教育委員会が今、ゼロ歳から１５歳まで、ある面では非常に、その地域の子は地域

で育てるというもとでやってる中でですね、民営化をどげするかてって、審議会の答申

てっていうのはいろんな形を考えて、外部の先生も入っておられますので、いろんなこ

とが出てくるだろうと思いますけれども、尊重はしますけれども、それに縛られるもの

ではないと思っております。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。尊重はするけれどもそれに縛られないということ

で柔軟にやっていきましょうと。２園あれば、十二、三人ずつになっても、それはそれ

でやっていきましょうというような話かもしれませんが、やはり私はね、１園、拠点保

育所１園の方がいいというふうに主張したいと思います。

先ほど保育所の再編検討委員会で、保護者の皆さん、地域の皆さん、名和地区の皆さ

んが拠点保育所と、もう１園あった方がいいというふうにおっしゃいましたが、このね、

ね、皆さんというのがネックなんですよね。やっぱりね、保護者だけのことを考えるの

か、地域住民のことを考えるのか、あるいは大山町の税金を使うわけですから町民全体

の意見を尊重するのか、これいろいろな考え方があると思いますが、これを民主的に決

めていこうとした場合に、民主的な決定権を住民さんから与えられているのは町長ある

いは議会です。で、名和地区の皆さんが名和地区の皆さんがと言いますが、それはもう

とり方によって、あるいは選ぶメンバーによって、それは変わってくる問題で、ここは

しっかりね、町長部局あるいは議会ともっと議論しなければ、それが本当に住民さんの

総意なのかどうなのかというのがわからないというふうに思います。

ましてや１園残す、小規模な保育所を１つ残すという中で、先ほど一番最初の答弁に

ありました昨年の名和地区の保育所の運営費、一番お金のかかっていない光徳保育所で

も約０００万、年間で０００万かかっています。緊縮財政、緊縮財政と言いながら
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０００万も小規模の保育所を残すのに使うのかと。いや、それがですね、距離的に、

もう５キロも１０キロも離れて、地理的にちょっと通うのがというのであればまだ話は

わかるんですが、その２キロ、３キロ、直線距離で、の統合もはばかられるようなもの

なのか。その子供の保育、どんどんお金使っていいよ、幾らでも使っていいよというこ

とであれば０００万円使ってもいいと思うんですけれども、私はその小規模保育所を

近くで残すんであれば、この０００万円使えるんであれば、拠点保育所のサービスに

そのまま０００万円、毎年毎年使っていただいて、で、保育サービスを充実させた方

が、より保護者のためになると思うんですよね。

で、もう一つ、地域のため、地域住民のためという話ありましたけれども、大事なの

はどちらなのかと。やっぱり保育園って子供を保育する施設ですから、それは地域住民

さんからしたら、保育所がなくなって地域が寂れていくという理屈はわかるんですけれ

ども、何のための施設ですか。子供を保育するための施設なんですよ、子供の成長のた

め。この施設をね、住民さんが寂れるからという話もね、わからんでもないですけれど

も、そのために小規模の保育所を残す。で、お金はかかる。サービスは、もしかしたら

集約できないかもしれないし、２カ所で同じようなサービスをしないといけなくなるか

もしれませんけれども、やっぱりこれはね、今の子育て世代の親たちの、保護者たちの

感覚とかけ離れているのかなと。地域優先で、保育所を地域のために残しますよと言っ

ていたらね、子育て世代、若い世代なんて、もうどんどん都会に出ちゃいますよ。やっ

ぱり一番に考えるのは子供の成長、子供の保育、あるいは次に考えるのは保護者の社会

的情勢による保育サービスの充実、ここじゃないですかね。

百歩譲って地域のためにどうしても使わないけんということであれば、それこそ拠点

保育所にすべてを集約させて、ほかの地域のまちづくり会議でもあるような、あいた保

育所に住民自治組織、地区会議に入っていただいて使っていただけばいいじゃないです

か。私はね、そういうふうに思うんです。

今、議論する中で、１園残すという明確な理由が本当に感じられない。再編検討委員

会で言われたからとか、過去に教育委員会で方針を決定したからという理由ばっかりが

耳についてですね、本質的な議論になってないと思うんです。

長くなりましたけど、今、ここまでの所見、伺いたいと思います。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの竹口議員さんの御質問、あるいは思い

を伺いながら、これだけの御意見を再編検討委員会で、もしくは地域住民の御意見を聞

く会でしっかりと聞くことができたらどんなに心強いだろうというふうに思ったところ

です。

やはりいろいろな場で、いろいろな方の思いを、やはり私どもは聞き取っていかなけ

ればならない。で、まさにその本当に地域のためではなく子供の保育のためなんだと、
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子供の教育のためなんだと、今、そういうことが大きな声で言える世代の方がふえてき

たのかなあというような思いも片方で持っております。

初めに再編検討委員会でいただいてきた、あるいはたびたび開催してきました地域の

方の御意見をいただく会では、なかなかそこまでの御意見をお聞きすることはできなか

った。でも、ある程度時の流れとともに変わってきたのかなって、子供の出生数の変化

とともに、やはり変わってきたところもあるのかなというような思いを持っております。

先ほども教育長が話しましたように、再編検討委員会で出てきた基本方針というのは、

しっかりと基本方針として尊重をしております。そのために長く皆さんが検討に検討を

重ねて審議をして出してくださったものですので、それはそれでしっかりと尊重したい

と思っております。ただ、今のような御意見もまたあるのであるならば、またそういう

御意見もしっかり、皆さん、竹口議員さんばかりじゃなくて、もっともっと多くの人か

らの御意見を聞きながら、どういうふうな名和地区の保育園をつくっていくのか、拠点

保育所をつくっていくのかということを、またこれからもしっかりと考えていきたいと

いうふうに思います。以上です。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。いろいろな人の意見を聞いて、それで今後の方針、

また再編計画を考えていかれるということですけれども、やはりね、今の現状の保育園

に通っている保護者さんの意見も大事でしょうけれども、恐らく保育所を建設されて、

できてオープンした後に、もしかしたら、もう子供が保育園を卒園してしまって、いら

っしゃらない保護者さんもいらっしゃるのかなというところで、私は今後、入って、保

育園に子供を預けられる親、あるいはまだ結婚もしてないけども、これから結婚して名

和地区に住んで保育園に通わせてというふうに考えてらっしゃる方の考えもすべて察し

ながら、考えながら意見を述べているつもりですけれども、町長は、この保育園再編に

関してどのように考えてらっしゃいますか。もうすべて教育委員会任せでしょうか、そ

れとも持論がおありで、保育所は拠点保育所ともう１園残した方がいいと思われるのか、

御答弁ください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。竹口議員から熱い思いを、１園という思いの中でいろい

ろな角度での御質問をいただいておるというぐあいに思っております。

多分そういった角度の中でも、これまでの教育委員会の方からのお答えにもあったよ

うに、審議会、いろいろな、たびたび、一年をかけての協議、議論しながら拠点保育所

プラスワンという結論を出されたと思っておるところでありまして、私は、そういった

詰まった段階でのこの名和地区の保育所のあり方ということが前提で、今もこの拠点保

育所の建設と、あるいはこのたびの９月の予算というものを出させていただいていると
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ころであります。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。教育委員会の決定を尊重するといったような御答

弁だったかと思いますが、今、我が町大山町では他町にない、他市町村にない取り組み

として教育委員会のもとに幼児教育課が設置され、児童福祉の施設である保育所を所管

しております。やっぱり教育、教育委員会、教育委員会制度は、何回か前の一般質問で

やったかと思いますけれども、その教育の政治的中立を守るためにつくられたと、もと

もと、いう機関でありますし、教育内容でありますとか、あるいは今、保育所と幼稚園、

一つになろうかみたいな話もあるぐらいですから、保育所の中でどういう教育をやって

いくかとか、そういう方針を決めていただくのは問題ないと思いますが、その保育所を

再編してどういうものをつくっていこうかとか、建物は何個にしようかとか、そういう

大枠な再編とかというところは、ぜひね、民意を受けて独任で決められる町長が町長部

局の仕事として進められた方が、より民意が反映できるんじゃないのかなというふうに

思いますが、どうでしょうか、町長。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。いろいろな論点で振っていただくところでありますけれ

ども、保育所のあり方ということの先ほどの教育委員会からの答弁のまた原点に返るこ

とになりますけれども、中山保育所は３つあったものを１つ、そして大山は大山保育所

を残して、高麗、所子を合わせて１つという形で出され、名和は拠点保育所１つとプラ

スワンという形での現状のもの、そういった答申を受けて、いろいろと議論をされた経

過を踏まえて、大山地区の大山きゃらぼく保育園、そして中山みどりの森保育園、それ

ぞれ建設したところであります。

おっしゃいますように、一つの拠点にするということについては、賛同される方、ど

うしてもそうでない方、いろいろな議論があっておりましたけれども、そういったこと

も踏まえて、今の大山、中山、それぞれの木のぬくもりのある保育園ができておるとこ

ろであります。同じ思いの中で、同じ出てきたそのベースをもとにして、今、名和地区

の拠点保育所の建設に入ろうとしているというところであります。

私は、その経過についても、これまでも議会の方にもたびたびと御説明も教育委員会

の方からしておりますし、あるいは町報を通じて等々流している経過もあります。それ

を踏まえながら、数年かけてずっと一つ一つ、今日まで拠点保育所をつくってきた経過、

私はそれをまずは大切にしなければならないのではないのかなと思っております。竹口

議員の思いもありますけれども、本当にそれがすべての皆さんのことなのかなと思って

おります。いろいろな思いを出しておられる意見の中から、議論の中から、今の拠点保

育所建設の今日に至っていると思っておりますので、今、教育委員会が進めておること、
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これをしっかりと尊重し、一つ一つ、すばらしい名和地区の拠点保育所を建設したいと

思っておりますし、プラスワンということについても、これから本当に地域の方々と、

場所のことも含めて御検討いただくということになろうと思っております。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。この時間が差し迫った中で町長に答弁を求める質

問を振ったのがちょっと失敗だったなというふうに思いますが、まあ時間がありますの

で、もう一つ、１園残す理由の将来の出生数の減を見越して一つ小さい園も残しておく、

大規模なものだけじゃなくて、一つ残しておかないといけないという答弁のところを突

っ込んでいきたいと思いますが、名和地区はそのように考えられたのに、中山地区はそ

う考えられなかった理由を教えてください。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。今、なぜ中山は３つあったのを１つにして、１つ

を残すという選択肢はなかったのかということですが、これはやはり再編検討委員会の

中で、３つが一つになるというところに全員の思いがたどり着いたというふうに認識を

いたしております。以上です。

教育長から補足をいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。竹口議員も教育民生常任委員会に入っておられまして、

たびたびお話をさせていただいたと思っております。で、２２年の、２１年の１０月か

ら一生懸命やりまして、そのときに中山は１園、それから大山は拠点保育所と大山保育

所を、名和は拠点保育所と１園を残すというときには、１園がいいという意見を聞いた

ことはありませんでした。で、これからなんですけれども、やっぱりある面で、例えば

２３年度に大山のきゃらぼくが、保育園ができました。中山のみどりの森保育園ができ

ました。それを見られたり、そこに通ってくる子供さんだったり保護者の皆さんだった

り設備だったり、いろんなことを見られてですね、そういう１園の方がいいだないかと

いう議論が出てきたんじゃないかなという推察はいたします。

これから先、幼児教育課が中心となりまして、保護者の全部の人の御意見を聞く会も、

これからも持ちます。さらに、今だったらまだ、例えば１園になるにしてもですね、そ

れもできます。全員、ほとんどの方が１園がいいてっていう形の意見ばっかりが出てく

るとするならばですね、またそれは本気になって教育委員会も考えていかなければなら

ない。だけど、今のところは１園プラス、拠点保育所プラス１つだ、残す方向てってい

うのが原則だろうというふうに思っております。御理解いただきたいと思います。

○副町長（小西 正記君） 議長、副町長。
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○議長（野口 俊明君） 小西副町長。

○副町長（小西 正記君） 相談を受けておりますので、ちょっと町長部局の方からつけ

加えさせていただきたいと思います。

現在計画しておりますのが、きゃらぼく保育園については定員が１８０名でございま

す。中山のみどりの森保育園は１２０名の定員をそれぞれ計画で建設したところでござ

いますが、名和の建設については、今、大体１５０名定員ぐらいを考えておるところで

ございます。

出生率につきましては、先ほど教育委員会の方で、あるいは竹口議員の方でおっしゃ

ったとおり、実は中山の地域よりも名和地域の方の出生の方が少ない状態でございます。

そういうことで、名和の人口、子供の数がぐんと減るということが近い将来、１８０の

定員の規模のものを建てても、定員をかなり下回るような状況になるということで、一

時的に１園を残すというふうな方策をとらせていただきたい。将来的には、名和地区に

建てます拠点保育所で全部のお子さんたちを保育できるというふうな考え方で今進めて

おるところでございますので、その辺のところを御理解、お願いしたいというふうに思

います。

○議員（１番 竹口 大紀君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君。

○議員（１番 竹口 大紀君） はい。今、教育長の方からは、まだ１園残して、１個拠

点保育所つくるのは決まってないから、最終的に１園になる可能性もあるよというお話

をいただいて、片や副町長からは、１園残してやるんだというお話をいただきました。

町長の話では、教育委員会の意見、決定を尊重されるということですので、今の教育

長の話を信じていきたいと思いますけれども、やっぱりね、大山の拠点保育所、大山き

ゃらぼく保育園、それから中山の拠点保育所、中山みどりの森保育園、見てると、すば

らしいものができたなと、いいものができたなというふうに思うんです。で、名和のね、

拠点保育所もぜひいいものをつくっていただきたい。

大山が植物でね、きゃらぼく、中山がみどりの森で、これも植物となると、名和の拠

点保育所は恐らく名和さくら保育園ぐらいになるんじゃないのかなというふうに思うん

ですけれども、その名和さくら保育園になろうがなるまいが、それはいいんですが、ぜ

ひね、これからの子育て世代、若い世代が、名和に住んで、大山町に住んで保育所に通

わせたいなと、もしくは町外からでも、その保育をさせたいがために大山町に来させた

いなというような保育所をつくっていただきたいというふうに思います。

で、最後の質問は、まだどういう方針でやっていくか決定してない、してないといい

ますか、基本方針は決まったけれども最終決定はされてない。これから１園残して拠点

保育所を１個つくるのか、名和さくら保育園をつくるのか、あるいは名和さくら保育園

１つでいくのかいうのは、今後決めていかれるということですけれども、どういうスケ

ジュールでいつごろに最終決定されるのかいうことをお答えください。
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○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） では、お約束をいたします。大山きゃらぼく保育園、中

山みどりの森保育園、それぞれの園で今、新しい歴史が始まっておりますが、さらにそ

こから上がってきたさまざまな意見をまた取り入れながら、さらにすばらしいさくら保

育園をつくり上げようと、お約束をいたします。

後、スケジュールのことにつきましては、担当課より説明いたします。（「名前は」

と呼ぶ者あり）

はい、名前は、失礼いたしました。はい、仮称でございます。はい。１園かどうかと

いうことも含めまして、仮称でございます。はい。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 議長、幼児教育課長。

○議長（野口 俊明君） 林原幼児教育課長。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 今後のスケジュールについてお伝えいたします。

この議会終了後、今月の２９日に各保育所でいろんな作業をされることがありますの

で、その機会を利用させていただいて、各保護者の方に今後の名和地区の拠点保育所の

建設計画について御説明をし、そのとき同時にですね、その１園残す保育所の、どこを

残すのか、それからもう一つの選択肢としては残さないのかというのを含めたアンケー

トをとろうと思っております。それと、そのアンケートの集計時、最終締め切り時まで

に各園で２人ずつの建設検討委員さんを出していただいて、今後、基本設計の中からい

ろいろと協議に加わっていただくというふうなことを考えております。以上です。

○議員（１番 竹口 大紀君） 済みません、最終的な……（「もうだめだよ、そんなの。

時間がない」と呼ぶ者あり）

いやいや、答弁漏れですよ、答弁漏れ、答弁漏れ。（「時間がないもん」「時間がな

い」と呼ぶ者あり）

いや、最終的な方針の決定はいつですかという質問をしてましたけども。

○幼児教育課長（林原 幸雄君） 最終的な方針。

○議員（１番 竹口 大紀君） 最終的な方針の決定はいつですかと。

○議長（野口 俊明君） これで……（「もうだめよ」と呼ぶ者あり）

○議員（１番 竹口 大紀君） いやいや、答弁漏れですよ。（「答弁漏れだって時間

が……」と呼ぶ者あり）

○議長（野口 俊明君） 竹口大紀君の一般質問は終わります。あとのことは委員会でお

聞きください。

○議長（野口 俊明君） ここで暫時休憩いたします。再開は４時３０分とします。

午後４時２０分休憩
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午後４時３０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次、１３番、小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） 大変長らくお待たせいたしました。本当に今期定例会、

９月の２日間にわたりまして、本当に大変でございました。最後になりましたけど、も

うしばらくおつき合いのほど、よろしくお願いいたします。

私の質問でございますけども、１期４年間の町長としての実績と成果はということで

質問をしてみたいと思います。４年間の任期も間もなく迎えようとしておりますが、町

長、任期からこれまでの森田町政の取り組みとその実績、成果はということで質問をい

たします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。（「みんなでしょ、みんな」「３問別々に

なって」と呼ぶ者あり）

○議員（13番 小原 力三君） ちょっとつじつまが合わんところがありまして。（発言

する者あり）

○議長（野口 俊明君） 森田町長。（発言する者あり）

森田町長。

○議員（13番 小原 力三君） ちょっとつじつまが、１つずつやっていかんと、最後の

やつはつじつまが合わなくなってしまうんじゃないかなというふうで、３問にちょっと

振り分けさせていただきました。よろしくお願いいたします。

○町長（森田 増範君） いいですか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。それでは、小原議員から町長としての実績と成果はとい

うことについて御質問をいただきました。お答えをさせていただきたいと思います。

まず、地方経済の低迷、また少子化、高齢化が進む中、大山の恵み、そして豊かな資

源、財産を生かし、未来を開く町、これを目指して、昨日、米本議員の方でも触れさせ

ていただきましたけれども、５つの柱を掲げ、特に元気、安全⋞安心、安定というとこ

ろでございますが、５つの柱を掲げて地域活性や子育て支援、また福祉の向上、若者定

住に努めてまいったところであります。その中で取り組んだ事業、また現在も取り組ん

でいる事業、施策、ほんの一例でございますけれども、まず取り組んだこととして述べ

させていただきたいと思います。

まず、１点目に「多様な資源を生かす元気なまち」であります。農業関係では、耕作

放棄地の取り組みで復元農地が８０ヘクタールであります。また、ブロッコリーやナシ、

あるいは新規就農者、そうした方々への積極的なさまざまな支援の事業、今現在進んで

おりますけれども、畜産の臭気対策の事業の取り組み、またエコ農業の推進モデル事業

として、会員、今３０名ほどおられますけども、その取り組みを一つ一つ展開をいたし
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ております。また、ことしは、昨年、あるいは一昨年、農業の施設災害、基盤災害、た

くさんございました。農業災害復旧に対しての助成の充実、行っております。また、水

田、土地改良事業や畑地のかんがいへの事業、これも役員さんといろいろと密に連携を

とりながら、積極的な展開に、展開を進めていったところであります。

観光商工関係では、いろいろと議論いただきましたけれども、山香荘の再整備、今進

んでおります。また大山スキー場、これの民間の力によりますところの一体運営、進ん

でおります。さらには大山ツーリズムの推進、また大山恵みの里公社の経営の安定化、

いろいろと御議論をいただいているところでありますが、そうした経営の安定化への道

筋が進んでおります。さらには香取分校の活用としてのものづくり学校、あるいはソー

ラーパネル事業、大山インターチェンジの団地への企業誘致などなどございます。

２点目の「元気な町民⋞職員のまち」ということにつきましては、個人住宅等改善助

成事業、現在も進んでおります。このたびも補正をお願いいたしております。また住民

の方々主体によりますところのまちづくり地区会議の展開や集落を中心とした、軸足に

置いた集落活性化事業の実施、あわせて大きな課題であります結婚推進員制度の、つく

っての展開や、婚活団体助成制度の取り組みがございます、などなどございます。

また、３点目の「子育てしやすいまち」では、中山地区、大山地区の拠点保育園の建

設、先ほど一般質問でもございましたが、名和地区の拠点保育所、これの取り組みにつ

いてが今進みつつあるところであります。また、不妊治療等への助成の事業もことしか

ら始めさせていただきました。また、今、県の方でも加わって進んでおりますけれども、

２３年度に予防接種ということでヒブ、あるいは小児肺炎球菌、子宮頸がんワクチンの

全額の助成、また若者向け集合住宅の建設ということで、現在のものも合わせて１６戸、

中山地区の方で建設をさせていただきました。あわせて大山口駅前の団地の分譲や中山

のナスパルタウン団地の分譲の推進などなどを進めております。

４点目の「高齢者が安心してすごせるまち」、これでは、この４月からスタートいた

しましたが、新しい公共交通スマイル大山号の運行、また、これも議会の方からいろい

ろと御指導、御意見もいただきました脳ドックの助成事業、あわせて大山診療所２階の

介護施設の活用、また福祉推進員さんと保健推進員さんの連携によりますところの集落

を中心とした小地域保健福祉活動支援事業の実施などございます。

５点目になります「ひとにやさしく安全⋞安定のまち」ということにつきましては、

男女共同参画条例の制定、あるいは自主防災組織の育成⋞強化、ことし、今現在で１０

３の集落になってきております。また、東日本の震災を受けての放射線量の測定器の設

置、モニタリングポストでありますけれども、これの設置ができました。あわせて津波

対策ということの中で、今現在進行中でございますけれども、沿岸部の野外防災無線の

設置であります。さらには大山の恵みであります水、これの地下水保全条例の制定など、

住民視点、現場視点で取り組んできたところでございます。また、財政的にも４０億円

を超える基金となり、健全運営が進んでいるところであります。そういった取り組みを
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進めており、次世代につなげる未来づくり、着実に進んでいるものと確信をいたしてお

ります。

１番目の質問ということでございますので、ここで取りやめさせていただきます。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） 今、多岐にわたりまして実績と成果を説明していただき

ました。これは政務報告の中にほとんど書いてある文言でございます。

そこで町長、１番目の質問でございますけども、追及いたします。

今、私はマラソンでいこうか登山でいこうかというふうに思っておりましたけれども、

やはり町長は山の方が好きのようでございますんで、大山登山で、例えば大山登山でい

えば今何合目を登ろうとされているのか、そこの点、もう１点お聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。登山、大山登山にして何合目かということのようでござ

います。１０合目がてっぺんということからしますと、きのう、評価という中では８０

点という自分なりの評価というものはさせていただきましたけれども、到達点というこ

とからしますと３合目ぐらいなところかなというような感じを持っておるところであり

ます。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） 大山は、の登山はですね、３合目から５合目が険しくて、

７合目、８合目になるとちょっとなだらかになって、何といいますか、板が張ってあっ

て登りやすくなっているということでございます。ということは、今後また、例えば町

長選にて当選されれば、険しい道のりを歩まなければならないというふうに思っており

ます。フルマラソン、４ １９２キロですけども、それもですね、やはり初めの１０キ

ロ、やっぱり２０キロになるとアップダウンが険しくなって苦しくなる。なかなか思う

ようにゆかないのがスポーツの世界ではございます。これもまた、スポーツの世界と、

また行政の絡み合うところがあるんじゃないかなと私は思っております。残業になりま

すので、早く終わりたいと思いますので。

それでは２問目。次期町長選への意欲はと、核心に入ってまいります。

来春行われます予定の首長選挙に再び出馬され、引き続き町政のかじ取りをなされる

御意思のあるのかないのか、これをはっきりとお答えください。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい。２つ目の次期への意欲ということについてでございます。

先ほど述べましたように、大山の恵み、豊かな資源、歴史⋞文化など、多様な財産を

生かした人づくり、あるいは地域づくり、にぎわいのある元気で安心して暮らせる町づ

－８５－



くり、次代につなげる未来づくりが進んでいると確信をいたしております。

取り組みの一つ一つが芽生えて、着実に成長、進展している現状にあると存じます。

先ほど大山登山の例でございましたけれども、３合目あたりの到達点かなというように

感じているところではあります。さらに大きく成長させ、結実させるべく、全力で町政

のかじ取りを行いたいとの思いはございます。

ただ、次ということの中では、今の首長というこの職責にありますのは、支えていた

だいた方々のお力によるところでございます。次の追及の質問をいただきたくない思い

でございますけれども、相談をさせていただく時間を賜りたいと存じます。以上です。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） 今の答弁の中に、次も全力で町政のかじ取りを行いたい

というふうに決意を述べられました。（発言する者あり）

いや、本当ですよ、ここ、書いてありますよ。何で。違いますか。（「思いだ」と呼

ぶ者あり）

思いじゃないです、決意ですよ、これは。

それでですね、やはり仁王堂公園のカラス天狗のように、大山町に軸足をきちんと置

きながら、これから全力でですね、ここにおられるスタッフの皆さんも一生懸命になっ

て支え合いながら、一人は倒れます、必ず、台風や風で、雪で、倒れますので、全力で

支えながら、大山町を立派にしていただきたいというふうに思いがあります。

そこで町長、今、支持者の方にはね、また連絡すればいい、やはり先手必勝です、先

手必勝。これを逃いたら、もうおしまいですよ。前町長も、同じ質問をさせていただき

ました。そしたら何と言いました。わしは悪代官のように言われましたと、悪代官のよ

うに。わしは悪代官なんて一言も言ってないんですよ。言ってないのに、悪代官のよう

に言われる、そんなこと言った覚えはないんですけどね。まあそれは冗談で、あの話で

あって。それでですね、いろいろと今、政務報告の中で歴史⋞文化、豊かな資源を利用

しながら町づくりに励んでいくということでございますけれども、私は、もうちょっと

大きな目線で考えてみたいというふうに思っております。

政務報告の中にもありますように、第３次行財政改革の策定についてということでご

ざいます。財政報告もありますように、行財政改革は毎日でございます。毎日行わなき

ゃできません。これは避けて通れない問題でございます。集中改革プランを策定するた

めに、７月２０日に第１回の審議会を開催しました。１２月を目途に答申をいただく予

定でございます。ちょっとスピードが遅いんじゃないですか。行政改革は待ったなしな

んです。毎日なんです、これは。

それが１点と、それからですね、これから事業を行わなきゃならない目玉商品がたく

さんございます。今、もう書き切れんからもうやめましたけれども、中山でいえば報国

の焼却場、あれ解体しなきゃならない。それから清水原の４７年につくりました清水原
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国営パイロット事業、これの再開発、残ってますよ。それから開拓水道でですね、これ

今、何か小さい管の石綿パイプが入っている。これ大改修しなきゃならない。それから

阿弥陀川の今在家、蔵岡、坊領の３橋の橋のかけかえ、これも避けて通れない事業でご

ざいます。（発言する者あり）それから、３橋の橋につきましてはいろいろ問題がござ

いましたけれども、最近仲よくなった、なられたそうでございますんで、だからいい話

が進むんじゃないかというふうに思っておるところでございます。それから大山診療所

の医師の問題でございますけれども、これは、どうでしたかいな、これは監査委員さん

からの報告でございますけれども、これも一般質問で出ましたけれども、これも早急に

解決しなきゃならない問題ではなかろうかなというふうに思っております。

そして、また雇用の問題につきましても、大きな工場じゃなくしても、小さな工場で

も、１人でも２人でも雇用できるようなものづくりといいますか、今、小さな、東京の

大田区では小さな工場でも新幹線の部品をつくったり、あるいは……（発言する者あ

り）

いや、本当ですよ。違いますか。笑っておられますけど。（発言する者あり）

そういうような小さな会社でも誘致して、やはり大山町を、大きな会社ばっかりが来

るのが能じゃないんです。小さい会社でも来たいという会社があれば、１人でも２人で

も雇用を続けて、雇用対策につなげていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

まだまだたくさんありますけれども、また時間もありませんので、残業になりますの

で、この辺で、町長、どういうふうに思われますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。まず、小原議員の思いで、冒頭に次期への意欲というこ

との中で決意というようなお言葉をいただいたところでありますけれども、私の思うと

ころは、まずは先ほど述べさせていただいたところでございますので、どうぞこの言葉

どおり受けとめていただきたいなと思います。あわせて、本当に支えていただいた方々

のお力があってこその今であります。時間を賜りたいなと思うところであります。

そして、悪代官という御表現をされましたけれども、私にとりましては優しい女房だ

というぐあいに感じておるところでありますので、変わらずの御指導も、これからも賜

りたいと思います。

そして、課題をたくさん述べられました。確かに大山町の課題はたくさんございます。

まだまだ年をかけながら計画性を持って取り組んでいかなければならないことがたくさ

んございます。まずは、行財政改革のお話もございました。今、手をかけております、

取り組んでおりますことをしっかりとやるということを述べさせていただきたいと存じ

ます。以上です。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。
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○議長（野口 俊明君） ちょっとお待ちください。

○議員（13番 小原 力三君） ５時になった。もう終わりますから、５時で。

○議長（野口 俊明君） 傍聴者の皆さん、そして議員の皆さん、執行部の皆さん、お知

らせいたします。間もなく５時になりますが、５時を過ぎましても、小原議員の一般質

問が終了しますまで続行したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そういたしますと、小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） はいはい。

３番目というぐあいに、順番が３番目まで行きました。これ３番行けるかなと思って

おりましたけれども、３番目まで到達いたします。３番目、町長としてのこれからのビ

ジョンと決意はということでございます。政治は決断でございます。決断は政治であり

ます。町長、これからの町政のビジョンと決意を簡単におっしゃっていただきたいと思

います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。失礼いたしました。３番目の町長としてのこれからのビ

ジョンと決意はということでございます。

先ほど当面の課題等々についての思いは伝えさせていただいたところでございます。

さらに、その先のところのことへの御質問だろうと思っているところでありますが、先

ほど述べましたように、ビジョンと決意ということにつきましては、今、お答えする状

況にはないものと存じております。御理解を賜りますようにお願い申し上げたいと思い

ます。先ほどの次期への意欲ということにつきましては、ここで述べさせていただいた

思いをどうぞ感じていただきたいというぐあいに思います。よろしくお願いいたします。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） 一つ漏れておりましたけれども、メモ用紙が。

町長はですね、２月の８日にですね、林業振興を考える会に出席されております。そ

こで大山町の林業を、注目といいますか、意欲はあったという報告を受けております。

これはどういうような会なのか、ちょっとお示し願いたいと思います。そしてまた、今

後の取り組みということで、まだ１回ですから、初回、２月の８日ですから忘れておら

れるかもしれませんけども、まずそこをひとつ伺って、もう１点で終わりたいと思いま

すので、よろしく。もし忘れちょったら、忘れましたっていって簡単に言ってください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。小原議員の質問にお答えさせていただきます。

よく御存じだったのかなと思っておるところであります。林業に造詣の深い小原議員
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でありますので、そういったことに非常に関心を持っておられたということだろうと思

っております。

これは農林課、農林水産課の方を中心として、ほかの関係の方にも少し声をかけさせ

ていただいて、特に大山町は農林水産業が柱であります。大切な水、大山の水のおかげ

で私たちの生活があります、農業があります。そして豊かな海の幸があります。そうし

たものの基本は山にあります。

今、全国的にそうですけれども、山の魅力というものが非常に薄れている現状にあり

ます、苦労している現状にあります。でも、一番大切な私たちの源は森林、山であると

思っております。そして、この大山町の今ある恵みの根幹は山、当然天然のブナ林等々

あるわけですけれども、それも含めてでありますけれども、そうしたことを踏まえて農

林水産業を展開をしていく中で、一番基本になる林業をしっかりと視点を持って取り組

んでいかなければならないのではないかなという思いの中で、まず声をかけさせていた

だいて、集まって意見交換をしたというところであります。

その後に、農業関係の方でも農地、人、人⋞農地プラン等が入ってきたりしておりま

して、ここの充実ということになかなかなっていない状況がありますけれども、このテ

ーマは農業も水産業もあわせて循環型の大山町の産業構造をつくっていく大きなベース

になると思っておりますので、このことは今後も取り組んでいく案件、大切な案件であ

るというぐあいに思っておるところであります。以上です。

○議員（13番 小原 力三君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 小原力三君。

○議員（13番 小原 力三君） さて、最後になりましたが、あんまり長くとりますと大

変でございます、本当にお疲れのところ御苦労さまでございます。

町長、あなたはですね、独裁者という、言う人がおります。決して私はそうではござ

いません、と思っております。政策の実現に向けて町民、町議会、職員と意見交換、交

渉が必要であります。やってこられたでしょう、そういう意見交換をやってこられたと

思います。その結果、マニフェストで示された政策の交換を求められることもあるでし

ょう。町政を取り巻く状況も変動いたします。ただ、この場合には、理由や経過をきち

んと説明しなければなりません。その意味で、マニフェストは変化に対応する余地を残

すものでもあります。山香荘の、サッカー場ですね、サッカー場の問題も、決議を、議

会の決議を得ております。恵みの里に対する補助金も決議を受けております。町長の、

決して町長の責任では、一人の責任ではないはずでございます。責任、責任といいます

と、議会は責任を持たないかといえば、やはり一端にも何らかの責任があろうかと私は

思っております。私は強くそう思っております。町長、同感されますか。イエスかはい

でお答えください。（発言する者あり）

○議長（野口 俊明君） 森田町長。森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。先ほど説明責任ということの話、あるいは独裁者という
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話、いろいろとお話ししていただきました。

私自身は、本当にたくさんの方々と意見を交換させていただいたり、あるいは御理解

をいただいたりする中で、一つ一つ着実に歩んでいく道筋だと思っております。それは、

よく話をさせていただきますように、私は農業で育った人間であります。その基本には

土づくりがあります。いい種をまいても土がしっかり育ってなければ、いい土になって

なければ、土づくりができてなければ芽が出ません。あるいは芽が出ても花が咲きませ

ん。土をつくるところに大きな労力がかかります。私は今、そこの部分にある種をまい

ている、それが芽が出ている、そういう段階かなと思っております。

そういったことを進めていく中でも、たくさんの皆さんの御理解や御協力や話し合い

や、あるいは逆に厳しい議論や指摘や、なければならないと思っております。すべての

皆さんがすばらしい大山町をつくっていくんだと、どこにも負けない、誇れる大山町を

つくっていくんだという使命の強い意思のもとの中での議論であり、協議であり、ある

いは賛同であったりというぐあいに思っております。そうした多様なさまざまな議論、

意見、人とのつながりやことを踏まえて実っていくものと思っております。たくさんの

活発な議論や、あるいは取り組みは大切な土づくりにつながるものであると思っており

ます。それを踏まえてこそ芽生えた芽が大きく大きく育って、花が開いて実がなって、

本当にすばらしい若者が帰ってくる町につながっていく、高齢者の方々も安心をして過

ごしていける大山町になれると思っております。これからも女房役として御指摘を賜り

ますように、よろしくお願い申し上げます。

○議員（13番 小原 力三君） 終わります。皆さん、どうも御苦労さまでございました。

⋞ ⋞

○議長（野口 俊明君） 以上で本日の日程は終了しました。

次回は、９月２７日木曜日に本会議を再開しますので、定刻９時３０分までに本議場

に集合してください。

本日はこれで散会します。御苦労さんでした。

午後５時０９分散会

－９０－


